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序     文 
 

ボリビア多民族国の主要産業である鉱業の発展過程では、開発に伴う鉱害にはほとんど関心が

払われていなかったため、鉱物廃滓の流出等による深刻な環境汚染が問題になっていました。こ

のような状況の下、ボリビア共和国（当時）政府は、鉱害防止対策を推進するには、技術・政策

面から調査・研究を行い、その成果を普及するために、鉱山環境研究センターの設立が必要との

認識に至り、我が国に対してプロジェクト方式技術協力（現技術協力プロジェクト）を2000年7月
に要請しました。 
かかる要請を受け、国際協力事業団（当時）は2001年4月から2002年1月にわたって短期調査を4

回実施し、技術協力プロジェクトの実施の妥当性を確認し、2002年5月にボリビア共和国側と討議
議事録（R/D）を署名・交換しました。これにより「ボリビア国鉱山環境研究センタープロジェク
ト」を2002年7月から5年間、2007年6月まで実施しました。 
本プロジェクトは「ポトシにおいて鉱業由来の水質汚濁のモニタリングが強化されるとともに、

汚濁負荷削減のための技術開発・研究の実施基盤が確立され、これらの成果が行政に反映される」

ことをプロジェクト目標としています。アウトプットは「環境調査」「廃水処理」「環境化学分

析」の3つの技術分野のほか、啓発・広報、鉱山環境研究センター（CIMA）の組織確立の5つのテ
ーマで構成されていました。 
本プロジェクトの終了時評価調査（2007年1月17日から2月12日）により、「自立発展性」及び「化

学分析分野」の達成が未完了であることが判明しました。ボリビア共和国側より行われた延長要

請に基づき、2007年6月に延長に係る実施協議を行い、同年7月より2年間のプロジェクト延長が決
定されました。 
本プロジェクト延長期間では、今後設立予定である新組織ボリビア鉱山環境研究所（IBIMA）の

化学分析業務計画構想と整合させた延長協力2年間の当該分野における詳細な技術指導計画を策
定し、実施基盤・体制整備に対して支援及び指導し、さらには新組織IBIMAを法的・財政的基盤の
確かな新組織へ円滑に移行するために、自立発展計画基本構想を実現可能な計画にすべく指導を

行うことを目的としていました。 
今回実施する延長期間の終了時評価調査は、2009年6月のプロジェクト終了を控え、延長期間

（2007年7月～2009年6月）におけるプロジェクト活動の実績、成果を評価・確認するとともに、
今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業の実施にあたっての教訓を導くことを

目的とし、2009年2月23日～3月14日まで派遣されました。 
本報告書は、このプロジェクト延長期間に係る終了時評価調査結果を取りまとめたものであり、

今後の当分野の技術協力にあたり、広く活用されることを願っています。 
 ここに本プロジェクトにご協力頂いた外務省、在ボリビア多民族国日本大使館など、内外関係

各機関のかたがたに深く感謝するとともに、引き続き一層のご支援をお願い申し上げます。 
 
 平成21年3月 
 

独立行政法人国際協力機構 
地球環境部長 中川 聞夫 
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第 15回合同調整委員会（JCC） 
（2009年3月10日） 

  

 協議議事録（M/M）署名 
（2009年3月10日） 

 
 



 

     CIMAラボ機材の様子（2009年2月27日） 
 
 

 

原子吸光光度計（炭素炉加熱方式） 
バーナー式とともに使用頻度が高い 

イオンクロマトグラフ装置 
接液部の劣化により、休止中。 
スペアパーツの交換が必要。4月に 
交換の予定。 

  

蛍光X線分析装置 
液体・固体の非破壊分析が可能（定
性分析・半定量分析に使用） 

ガスクロマトグラフ装置 
環境水基準項目の分析に使用。 

CIMA実験室の様子  

  

試料調製室（実験着を着用） 廃水処理技術開発室 

 



 

略 語 一 覧 
 

AAPOS 
Autonomous Administration for Sanitary Works
（Administración Autónoma Para Obras 
Sanitarias） 

ポトシ上下水道公社 

Bs Bolivianos ボリビアーノス（ボリビアの通貨）

CIMA 
Mining Environmental Research Center（Centro 
de Investigación Minero Ambiental） 

鉱山環境研究センター 

COMIBOL 
Bolivian Mineral Corporation 
（Corporación Minera de Boliviana） 

ボリビア鉱山公社 

C/P Counterpart Personnel カウンターパート職員 

DANIDA Danish International Development Assistance デンマーク国際開発援助機構 

DRNMA 

Department of Natural Resources and 
Environment in Prefecture of Potosí 
（Dirección de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente de la prefectura del Departamento de 
Potosí） 

ポトシ県天然資源環境局 

DTA-IBMTRO 
Dirección Technica de Acreditacion del Instituto 
Boliviano de Metrologica 

ボリビア国計量技術認定研究所 

EU European Union ヨーロッパ連合 

GTZ 
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit 

ドイツ技術協力公社 

IBIMA 
Bolivian Institute for Mining and Environmental 
Research（Instituto Boliviano para Investigación 
de Minero Ambiental） 

ボリビア鉱山環境研究所 

ISO Organization of International Standardization 国際標準化機構 

JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人 国際協力機構 

JPY Japanese Yen 日本円 

KfW Deutsche Kreditanstalt fur Wiederaufbau ドイツ復興金融公庫 

MIDRANMA 

Ministry of Rural Development, Agriculture and 
Livestock and Environment（Ministerio de 
Desarrollo Rural, Agropecuario, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente） 

農村開発農牧環境省 

M/M Minutes of Meetings 協議議事録 

MMH 
Ministry of Mining and Metallurgy（Ministrerio de 
Minería y Metalurgía） 

鉱山冶金省 

M/Mt Man Month 従事人・月 

MWR 
Ministry of Water Resources 
（Ministrerio de Agua） 

水資源省 

NGO Non-Governmental Organization 非政府組織 



 

ODA Official Development Assistance 政府開発援助 

OJT On-the-Job Training 実地訓練 

PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マトリッ
クス 

PGDES 
General Economic and Social Development Plan
（Plan General para Desarrollo Economico y 
Social） 

国家経済社会開発統合計画 

PO Plan of Operation 活動計画 

R/D Record of Discussions 実施協議議事録 

SOP Standard Operating Procedure 内部標準操作手順書 

UATF Autonomous University of Tomas Frias トーマス・フリアス自治大学 

VIPFE 
Vice-ministry of Public Investment and External 
Financing（Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo） 

企画開発省公共投資対外資金調達
副大臣官房 

 
 
本報告書では、プロジェクト実施期間により以下のように区別する。本報告書が対象とする評

価期間は、延長期間であるが、本体期間での対象成果の達成状況についても記載した。 
 
  プロジェクト本体期間：2002年7月～2007年6月 
  プロジェクト延長期間：2007年7月～2009年6月 



 

評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国 名：ボリビア多民族国 案件名：鉱山環境研究センタープロジェクト 

分 野：鉱工業 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部環境管理第二課 延長期間協力金額：7,100万円（予定） 

先方関係機関： 
・実施機関：ポトシ県及びトーマス・フリアス自治大
学（UATF） 

・サポーティング・コミッティ：鉱山冶金省（MMH）､
農村開発農牧環境省（MIDRANMA）、水資源省
（MWR）、企画開発省公共投資対外資金調達副大臣
官房（VIPFE） 

協力期間 （M/M署名 2007年6月11日）
2007年7月1日～2009年6月30日

我が国の援助活動 
・JICA開発調査：「ポトシ県鉱山セクター環境汚染評価
調査」（1997年～1999年9月） 

・JICA「鉱山環境研究センタープロジェクト」本体期
間（2002年7月～2007年6月） 

 
他のドナー等の援助活動 
・世界銀行：「小規模廃滓堆積場建設プロジェクト」
（2002～2004年） 

・デンマーク国際開発援助機構（DANIDA）：「環境セ
クター協力プログラム（PCDSMA）」（2001～2006年）

・欧州連合（EU）：「ボリビア西部貧困鉱業地域持続可
能経済開発支援計画Ⅱ（APEMINⅡ）」（2004～2010
年） 

１－１ 協力の背景と概要 
 ボリビア多民族国（以下「ボリビア」と記す）における鉱業は、スペイン統治時代にさかの
ぼる古い歴史をもっており、現在でもボリビアの主要産業である。これまでは鉱業開発のみに
重点が置かれ、鉱業開発に伴う鉱害にはほとんど関心が払われていなかった。1999年9月の開発
調査「ポトシ県鉱山セクター環境汚染評価調査」により、水質汚濁が極めて深刻な状態になっ
ていることが判明した。かかる状況下、ボリビア政府は、上記開発調査での提言も踏まえ、ポ
トシ県、さらにはボリビア全土において鉱害防止対策を進めていくためには、技術・政策の両
面における調査・研究を行い、かつその研究成果を普及するための機関として「鉱山環境研究
センター」を新たに設立する必要があるとの認識に至り、我が国に対してプロジェクト方式技
術協力を要請し、2002年7月より「鉱山環境研究センタープロジェクト」（2007年6月までの5年
間）を実施した。 
 2007年2月実施の終了時評価調査の結果、自立発展計画分野（成果1関連）及び化学分析分野
（成果3関連）の当初目標の技術指導が未完了であることが確認された。この評価結果を受け、
2007年6月に協力延長に係る実施協議を行うべく調査団を派遣し、2007年7月から2年間の協力延
長（延長期間）が決定された。 
 



 

１－２ 協力内容 
 本プロジェクト延長期間は、本体期間で達成できなかった、鉱山廃水処理や環境調査など鉱
害防止対策技術の基本である化学分析技術を移転し（成果3）、実施基盤である現組織：鉱山環
境研究センター（CIMA）を法的・資金的基盤のあるボリビア国内に存在しなかった新組織：ボ
リビア鉱山環境研究所（IBIMA）を確立すること（成果1）を目的として実施するものである。
その上位目標、プロジェクト目標、成果はPDM2.0記載のとおりである。 
 
 （1）上位目標 

ポトシのピルコマヨ川流域において、行政、事業者、地域住民の各層において鉱業由来
の水質汚濁防止に向けた具体的行動が推進される。 

 
 （2）プロジェクト目標 

ポトシにおいて鉱業由来の水質汚濁のモニタリングが強化されるとともに、汚濁負荷削
減のための技術開発・研究の実施基盤が確立され、これらの成果が行政に反映される。 

 
 （3）成 果 

延長期間に係る技術指導は成果1と3について実施されるが、同時に他の成果も現状観察
することが求められているため、全成果項目を列挙した。 
成果1：センターの組織が確立される（延長期間）。 
成果2：センターの活動に必要な設備・機材が整備される。 
成果3：C/Pが化学分析技術を習得する（延長期間）。 
成果4：C/Pが環境調査技術を習得する。 
成果5：C/Pが鉱業廃水処理技術を習得する。 
成果6：ポトシの鉱業環境行政の指針が提言される。 
成果7：選鉱生産性向上技術が提案される。 
成果8：鉱山環境保全のための広報・啓発活動が行われる。 

 
 （4）投 入 

日本側（2007年7月～2009年6月） 
短期専門家  4名（34.13M/Mt） 
機材供与   なし 
現地活動費   546万4,000円（予定を含む） 
携行機材    255万4,000円（予定を含む） 
第三国研修  2名（チリ） 

ボリビア側 
カウンターパート職員（C/P）配置  16名（2009年2月末現在） 
ローカルコスト負担  308万8,583Bs（2007年7月～2008年12月末、執行分） 
ラボ施設提供 
 



 

 
２．評価調査団の概要 

 
団長/総括 熊谷英範 JICA地球環境部 環境管理第二課 課長 
協力企画 伊藤教之 JICA地球環境部 環境管理第二課 
環境管理 清水浩二 JICA地球環境部 環境管理第二課 ジュニア専門員 
評価分析 辻 正道 イー･アンド･イー ソリューションズ株式会社 チー

フコンサルタント 

調査者 
 

通  訳 横崎 満 個人コンサルタント 
調査期間：2009年2月23日～2009年3月14日 評価種類：終了時評価調査 

 
 
３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
 （1）上位目標の指標に対する実績は以下のとおりである。 
 

上位目標の指標 指標の達成状況 
1. ポトシにおける水質汚濁防
止のための行政が強化され
る。 

1. ラグーナ・パンパ廃滓ダムは完成しており、MMHに
よる行政指導の下、環境法1333号に基づいて操業して
いる。 

2. CIMAは既に EUの中小企業支援プロジェクト
（APEMIN Ⅱ）活動やポトシ上下水道公社（AAPOS）
の依頼を受けて水試料の化学分析を行っており、さら
にはポトシ県天然資源環境局（DRNMA）や他の環境
行政機関の依頼試験にも応えられるようになってい
る。 

3. ポトシ県は、県内鉱山による河川流域への環境影響調
査を新たに開始した。 

2. ポトシの鉱山からの水質汚
濁負荷が削減される。 

1. CIMA自身の化学分析技術による環境モニタリング活
動により、ピルコマヨ川の上流から下流まで鉱害の低
減を確認しており、その結果、河川水を農業用途（灌
漑水）として使用できるようになった。 

2. 延長期間以降、流域住民からの河川汚濁への苦情がな
くなった。 

3. 行政当局が実施する環境影響調査強化により、一段の
水質改善が期待される。 

3. 地域住民の環境意識が向上
し、鉱害の予防に留意する
ようになる。 

1. 新聞やTVなどマスコミ、非政府組織（NGO）等によ
るプロジェクト来訪、検討会が開催されるなど、一般
市民の鉱害防止に対する関心が高まっている。 

2. CIMAが開催するオープンセミナーほかに地域住民が
参加するようになり、環境水質への積極的な関心が増
大している。 

 
 



 

  
 （2）プロジェクト目標の指標に対する実績は以下のとおりである。 
 

プロジェクト目標の指標 指標の達成状況 
1．ピルコマヨ川の水質汚濁の
モニタリングや解析が実施
される。 

ピルコマヨ川の水質汚濁のモニタリングや解析に必要
な以下の基盤技術を習得し、プロジェクト目標を達成し
つつある。 
1. 水環境試料中の金属分析、高濃度及び低濃度イオン
の分析については既にC/P独自で実施されている。 

2. 既に7つの分析手法を活用し、CIMAの環境調査のた
めの分析や県天然資源環境局の委託分析を実施中で
ある。 

3. 重金属分析、試験廃液処理分析、土壌廃棄物の分析、
生活環境項目の分析などについての技術移転がほぼ
完了の見込みである。 

2. 鉱山事業所における効率的
な選鉱及び鉱山滲出水や選
鉱廃水の処理方法が研究さ
れる。 

1. ポトシ県北部のコルケチャカ鉱山の酸性廃水処理プ
ラントの基本設計の提案と環境モニタリングを2008
年末から実施中である。 

2. ポトシ市南部のクムラナ鉱山の廃水処理に関する技
術協力を実施している。 

3. 実廃水処理法は、中和のみならず有害重金属やその
他成分の処理も含んでいるため、化学分析分野との
連携を図っている。 

3. モニタリングや研究の成果
が行政にフィードバックさ
れる。 

1. センターの環境モニタリング結果は、県天然資源環
境局に年2回、定期的にフィードバックされている。

2. センターの活動成果は、国、県レベルの行政機関を
含む各機関との会合やセミナー開催、学会発表を通
じて紹介され、共有するところとなっている。 

3. 県天然資源環境局による廃滓堆積場の定期的な視
察・モニタリングが行われ、問題があった場合には
行政指導上の助言を行っている。 

4. 水質汚濁防止のための啓
蒙・広報活動が強化される。 

1. ウェブサイトが大幅に改訂され、プロジェクトの技
術とモニタリング結果などの環境及び技術情報を開
示している。 
ホームページアドレス http://www.jica-cima.org.bo/ 

2. 地元テレビ局、新聞等のマスメディアによってプロ
ジェクト活動が広く発信されている。 

3. 各種セミナーの開催を通じ、C/Pは啓発活動や環境教
育活動を企画・運営し、専門知識の紹介を行った。 



 

 （3）成果の指標に対する実績 
以下のとおり、延長期間における技術移転対象であった成果1及び3とも指標をほぼ満たし

ており、終了までに達成されると考えられる。また、他の成果2及び4～8に対する指標は、本
体期間での終了時評価調査においておおむね達成されていることが確認されているが、延長
期間においても継続して活動しており、本調査において指標を達成していると評価された。

成果の指標 指標の達成状況 
1.1 管理部門がプロジェクト
期間中、継続して配置さ
れる。 

1. 機材の調達、センターの維持管理などの業務を遂行す
るC/Pが、継続して1人配置されている。 

1.2 技術移転の相手となる
C/Pが確保される。 

1. 環境モニタリング及び廃水処理部門では、人員変動は1
人のみで作業安定性を保持。 

2. 化学分析分野では、人員変動が大きいものの、現在7人
が配置されている。 

3. 2008年に経験豊かなC/Pが退職したため、技術移転及び
レベルの維持に支障が出ている。 

1.3 プロジェクト運営のため
の予算計画が策定され
る。 

1. 予算計画は毎年策定されるが、承認額に対する執行額
の割合は55％程度にとどまっており、しかも執行は遅
延することが多いため、消耗品やスペアパーツのタイ
ムリーな補充に支障が出ている。 

1.4 持続開発企画省・環境天
然資源森林開発次官室を
議長とする合同調整委員
会が年1回開催される。 

1. 合同調整委員会（JCC）は年1回以上開催された。 
 

1.5 センターの自立発展計画
（新組織の法人登録手続
き、財務計画など）をプ
ロジェクト開始後4年以
内に作成。 

1. プロジェクト本体期間開始後4年以内（2006年）には達
成できなかった。 

2. 運営指導調査により2008年12月までに作成することと
していたが、この約束期限内に達成できなかった。自
立発展計画素案が、評価調査期間中の2009年3月10日に
JCC及びJICAへ提出された。 

1.6 技術移転モニタリングが
定期的に実施される。 

1. 環境モニタリング、廃水処理、化学分析の3分野の技術
移転モニタリングは、半年に1回、C/Pに作業計画及び
作業結果報告を行わせることにより、実施されている。

3.1 分析機器、装置、設備が
設置される。 

1. 分析室拡張工事（床面積約400m2）及び試料前処理室と
分析室の間仕切り工事が完了し、分析装置は適正に設
置される準備ができつつある。 

 2. ラボ再拡張工事（床面積約160m2）が計画され、ガスク
ロマトグラフ装置と微生物分析用として使用される予
定である。 

 3. ラボのインフラ整備によりほぼすべての環境基準、排
出基準及び飲料水基準項目が、高い分析精度で分析で
きる準備が整いつつある。 

  



 

 
 4. ラボ実験排水処理用装置を設置し、月1回処理が行われ

ている。 

3.2 化学分析基礎技術が習得
される。 

1. 技術移転を受けたC/Pは着実に技術を習得し、部下を指
導するまでになっている。 

2. 移転した化学分析技術の維持・継承を図るため、同一
機材を2名が操作できるよう指導している。 

3. 専門家の指導の下で、①高濃度廃水中の有害物質測定、
②重金属分析、③試験廃液の処理、④土壌廃棄物の評
価分野での技術移転を完了している。 

 
３－２ 評価結果の要約 
 （1）妥当性 

ボリビアでは、1992年に環境法が制定され、生産と環境保全の両立をめざす法体系が整
備されてきている。2006年1月に成立した現エボ・モラレス社会主義運動党（Movimiento Al 
Socialismo：MAS）政権が推進する国家開発計画（2006～2011年）では、4つの柱から成る
ボリビア国民の「尊厳ある生活（vivir bien）」をめざしている。そのひとつである生産力の
向上（Bolivia Productiva）には、天然資源の有効利用があり、その持続的開発を支援するう
えでも、本プロジェクトがめざす環境管理能力支援は、ボリビアの環境政策に沿ったもの
であるということができる（環境政策上の妥当性）。終了時評価調査時点ではCIMAが国の
行政組織として位置づけられるに至っていないが、プロジェクト実施機関のポトシ県、ト
ーマス・フリアス自治大学、CIMAの協働で国会承認手続きが開始されている。承認後は、
ボリビアの主要産業である鉱業に由来する汚濁に対する環境管理に寄与するラボとして機
能するよう、位置づけられている。 
これらのターゲットグループは、環境行政の執行機関及び高等教育研究機関であること

から、ボリビアの主要産業である鉱業の発展と鉱害防止のため、鉱業関連企業の需要に対
し、科学的根拠のある環境質データを提供するにふさわしい機関であるといえる（ターゲ
ットグループの妥当性）。また、日本は鉱業由来の水質汚濁等を克服した歴史を有しており、
技術プロジェクトを通じてその経験と知見を移転する優位性を有している（技術優位性）
とともに、我が国の政府開発援助（ODA）大綱で謳う環境や水などの「地球的規模の問題
への取り組み」課題とも合致している。 
さらに、最近特に環境試料分析依頼の急増（2006年の58検体から2008年には752検体に増

大した）にみられるように、社会的ニーズとの妥当性も高い。 
 



 

 （2）有効性 
本体期間ではプロジェクト目標の指標達成に必要な固体及び水試料を高い精度で分析す

る技術を習得する途上にあったため、自ら詳細な水質汚濁情報を収集することができなか
った。延長期間において自ら習得した高い精度をもった高度な機器分析技術並びに化学情
報管理技術により、水質モニタリング計画立案から汚染分析結果の評価に至る環境汚染解
析作業工程に対するキャパシティを獲得しつつある。これらの技術基盤に立って、ピルコ
マヨ川の水質汚濁モニタリングとその解析（指標1）、効率的な選鉱及び鉱山滲出水・選鉱
廃水処理方法の開発とその確認（指標2）、科学的信頼性のある水質汚濁データの行政への
フィードバック（指標3）、水質汚濁防止に関する啓蒙・広報（指標4）を達成しつつある。
広報・啓発による水質汚濁モニタリング情報の共有が重要であることはもちろんであるが、
鉱業活動が持続可能な産業となるためには、排出源対策に資する効率的な選鉱及び鉱山滲
出水・選鉱廃水処理方法の開発が重要である。本プロジェクトでは、現場適応型の坑廃水・
選鉱廃水処理方法が検討されている。さらに、これら技術情報の管理には分析ラボが適正
に運営されることが必須であるが、獲得しつつある高度な化学分析技術並びにラボ運営ノ
ウハウを技術基盤として、化学分析ラボの国際認証ISO17025取得に向けた戦略検討を開始
している。これら運営技術基盤の整備がほぼ達成される見通しとなったことにより、プロ
ジェクト目標は達成されると評価できる。 

 
 （3）効率性 

延長期間においてはボリビア側ローカルコストの投入が遅れたために、精密分析機器類
のスペアパーツやラボ試験に必要な消耗品等がタイムリーに入手できず、化学分析指導業
務に支障を来した。ローカルコスト投入の遅れによってラボのインフラ整備が遅れたため、
計画した機材配置に影響が出た（成果2関連）。また、人材配置の面では、C/Pが頻繁に代わ
ったためにラボの技術移転・運営管理に影響が出たが、状況に応じて業務計画を細部にわ
たって調整し、さらに携行機材及び現地業務費を必要最低限の投入により影響を最小限に
とどめながら、延長期間で設定された広範な化学分析分野における技術指導の結果、現在
までに、C/Pが習得した化学分析項目は69項目に達し、環境基準や排出基準の大部分をカバ
ーすることができた。分析検体数では2008年末現在で752、分析項目数で1万1,454にまで飛
躍的に増大した。また、職員用分析機器操作マニュアルは19種類が整備され、内部標準操
作手順書（SOP）もISOに準拠して16冊作成され、かつ、これら資料が適正に管理されてい
る（成果3関連）。 
成果3関連指標の達成により、化学分析技術を基盤技術とする成果4～8への波及効果も発

現している。プロジェクトの環境調査データに基づいてポトシ県コルケチャカ鉱山、オル
ロ鉱山の酸性廃水処理についてプロジェクトが処理設備の基本設計の提案を行っている
（成果5関連）のは、その事例である。 
厳しい気象条件、限定された期間での実施という難しい技術移転指導環境のなかで、プ

ロジェクト関係者による指導により、新組織設立のための法案と3つの付属資料（法的根拠、
技術的根拠、財務的根拠）が本終了時評価調査期間中の2009年3月10日にJICAに提出され、
JCCにて合意、署名され、設立手続きを開始した（成果1関連）。 
以上より、比較的少規模の投入によりおおむね成果項目を達成したため、効率性は高か

ったと評価される。 
 
 



 

 （4）インパクト 
具体的な行政制度への発現は未だ得られていないものの、プロジェクトが提供する科学

的根拠に裏づけられた環境モニタリングデータに基づいてポトシ県、鉱山冶金省は、行政
指導強化を打ち出している（指標1関連）。また、大学関係者、流域住民、選鉱業者等へ鉱
山環境汚染に関する正しい知識が普及しつつあり、鉱業由来の水質汚染の未然防止に向け
たセミナーや技術発表会を通じて技術情報が行政・住民の間に共有されつつある。さらに、
大学のカリキュラム改善にも貢献し始めている（指標3関連）。また、当プロジェクトが、
ポトシ県内の酸性鉱山廃水の処理プラントの基本設計に参加し、鉱害防止に直接的な貢献
を始めている（指標2関連）。環境試料の分析依頼件数の増大に現れているように、コミュ
ニティの環境保全意識が一層向上しつつあると同時に、プロジェクト・ニーズがますます
増大している（ラボの経済面への効果）。 
当初、鉱山廃水だけを対象としていたが、延長期間において分析業務が本格化するに伴

い、ポトシ県天然資源環境局の依頼で、井戸水や湖沼の環境水、温泉水など水質モニタリ
ングの需要が広がってきている。また、潜在的な需要としてコミュニティの飲用水（井戸）
の水質検査などの依頼も増える可能性が高い。 
また、ラボの資機材の適切な調達ができなかったことが原因で、水質モニタリングの依

頼サービスの需要に応えられないケースも出てきている。 
このように当初意図していたインパクトが多方面で発現し始めており、インパクトは比

較的大きいといえる。 
 

 （5）自立発展性 
1）政策面：鉱山冶金省、ポトシ県は鉱業セクターにおける環境分野に対する政策上の支援、
特に環境モニタリングを優先的に強化していく見込みである。ボリビアには、環境法の下
に環境基準、排出基準、飲料水基準が制定されており、これらを運用していくうえでプロ
ジェクトが中核的な役割を担うことが期待されている。 

2）組織制度面：CIMAは、プロジェクト実施機関であるポトシ県とトーマス・フリアス自
治大学間の協定並びに日本の協力によって成り立つ本プロジェクトのための臨時組織で
ある。CIMAを公的機関IBIMAとするための国会承認に必要な、財務面、法務面、技術面
の各書類が法素案とともに準備された。2009年1月に新憲法が承認されたため、関係法令
の変更が発生する可能性があるが、国会提出から承認までに必要な期間は、2ヵ月程度と
される。 

3）財政面：IBIMAの財源は、基本財産である投入機材を用いた技術サービス収入とポトシ
県、トーマス・フリアス自治大学からの拠出金を想定しており、支出は人件費、消耗品費
等で、化学ラボの年間収支は黒字を見込んでいる。この技術サービス収入は、ポトシ県よ
り受注する環境モニタリング業務によるものも含まれている。鉱山会社や行政側からの試
料分析依頼やモニタリング業務等のニーズに対応可能なキャパシティを活用する段階に
あり、収入面でのプラスの効果が期待できる。 

4）技術面：技術協力プロジェクト全期間7年間に蓄積した各分野の技術を駆使することに
より、環境モニタリング等と技術開発等の両方面を業務範囲とすることにより、他の実施
機関にはみられないサービスを提供することができるものと期待される。 
今後、ラボスタッフの技術及びラボ運営管理法の改善に努めれば、自立発展性が確保さ

れる見込みはあるといえる。 
 



 

３－３ 効果発現に貢献した要因 
 （1）計画内容に関すること 

ポトシ県は、鉱業由来の環境問題を重要視しているとともに、国際的にもボリビアの環
境政策が問われている状況の下、計画内容は、国家が優先課題とし、関心も高いものであ
ることから時宜を得たこと、また、プロジェクトがポトシ県で実施され、関心の高い国際
河川であるピルコマヨ川を対象としてCIMAによる科学的裏づけをもったモニタリング技
術による鉱業由来の水質汚濁の削減技術の開発について実施したことは、行政、研究機関、
地域住民等のニーズに合致していたといえ、貢献した要因となっている。 

 
 （2）実施プロセスに関すること 

CIMAが蓄積した水質データは県にフィードバックされ、行政指導に活用することができ
た。同時に、セミナーやマスメディアを通じてプロセスの進捗状況や問題点について水質
汚濁情報の共有を図ったことが各層からの支持につながったと評価される。また、優先課
題6分野にわたる鉱石やその廃棄物、土壌等の固体試料や水試料の分析技術については、チ
リにおける第三国研修を活用することにより、効果的な技術指導を行うことができた。 

 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
 （1）計画内容に関すること 

短期間で、ラボのインフラ整備、化学分析機器の配置、立ち上げ、環境基準項目及び排
出基準項目、飲料水基準項目をカバーする技術指導が求められた。加えて、化学分析指導
に必要な消耗品・資機材の入手が遅れたため、技術指導に必要な時間を十分確保すること
が難しい面もあった。 

 
 （2）実施プロセスに関すること 

ポトシ県とトーマス・フリアス自治大学の間のコミュニケーションは、必ずしも有効に
行われなかった。このことが、IBIMAの自立発展計画の早期完成を妨げた。 

CIMAラボの建屋及びインフラの整備が遅れたために、化学分析技術指導計画の遅延を引
き起こした。 

 
３－５ 結 論 
本プロジェクトは、2002年7月から5年間実施された本体期間を引き継いで、ボリビアの鉱業

活動由来の水質汚染に関する環境モニタリングの実施と汚染対策技術の研究に係る実施基盤の
確立を目標として、2007年7月から2年間の予定で実施されたものである。 
評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に関する評価を行った結果、

自立発展性については現時点で達成されない項目があるものの、プロジェクト終了時までには
達成可能と判断され、計画内容（プロジェクトの戦略、因果関係）、実施プロセスとも大きな問
題はみられず、上位目標達成の見込みも確認することができた。したがって、日本側の協力を
終了することは差し支えないとの結論に達した。 

 



 

 
３－６ 提 言 
合同評価チームとして、各実施機関に対して以下の提言を行った。全期間を通して、当該関

係者は連絡を密に、資機材・ラボ改修工事等の投入タイミングが遅れた点に留意のうえ、予算
執行に真摯に取り組むべきであるが、特に、当プロジェクト延長期間で技術移転を実施した成
果1及び3に係り、終了予定の2009年6月30日までに実施するべき短期的提言と7月以降にも継続
して実施するべき中・長期的提言に分けて、各期間においてそれぞれの機関が取り組むべき課
題をまとめたものである。 
ポトシ県庁、トーマス・フリアス自治大学及びCIMA/IBIMAは、コミュニケーションを密にし

つつ、新組織承認手続きを誠実に履行すること、資機材調達に係る事務処理の迅速化、ラボ関
連工事の早期完了等、協働で速やかに達成するよう提言されている。 

 
プロジェクト実施機関等への短期的及び中・長期的提言 

対象機関 
期間 

ポトシ県庁 トーマス・フリアス自治
大学 

CIMA/IBIMA 

【短期的提言】 
プロジェクト終
了（6月30日）ま
で 

1. 新組織承認手続きの
誠実な実施 

2. 資材調達予算執行の
迅速化 

3．職員の雇用期限延長
4．技術職員の再契約 

1. 新組織承認手続きの
誠実な実施 

2. ラボ関連工事の早期
完了促進 

 

1. 新組織承認手続きの
誠実な実施 

2. ラボ関連工事の早期
完了に協力 

【中･長期的提言】 
プロジェクト終
了以降（7月以降） 

1. 組織体系の確立に向
けて協働で活動する

2. 大学、IBIMAとの定
期的かつ密接な情報
共有（コミュニケー
ションの強化） 

 

1. 組織体系の確立に向
けて協働で活動する

2. ポトシ県、IBIMAと
の定期的かつ密接な
情報共有（コミュニ
ケーションの強化）

1. 組織体系の確立に向
けて協働で活動する

2. 銀行口座の早期開設
3. 資材調達の迅速化 
4. 技術分析項目の完遂
5. 営業・管理運営に向
けて努力する 

6. ポトシ県、大学間の
定期的かつ密接な情
報共有（コミュニケ
ーションの強化）を
図る 

     
３－７ 教 訓 
 （1）関係者間のコミュニケーション 

本プロジェクトにおいて、ポトシ県庁とトーマス・フリアス自治大学は様々な活動を協
働で実施してきた。そのなかには両機関の調整不足により遅延するものがあった。今後は
定期的にコミュニケーションをとり、行政機関と教育・研究機関という双方の特長を生か
した相乗効果により事業を進めることが望まれる。 

 



 

 （2）人材面 
職員の継続的な雇用が組織の自立発展性の観点から非常に重要であることはいうまでも

ない。これまでC/Pの人事は、ポトシ県庁及び政治的影響を強く受けた不当な解雇と考えら
れるケースも少なくなく、結果として職員の出入りが多くなったことが技術移転の効率及
び効果の低下の主因となった。新組織に移行後は、政治的理由等による外部の介入がない
よう、職員の人事権をIBIMAのなかで極力完結する必要がある。また、新規職員採用につ
いても同様に外部要因ではなく個人の能力を重視して実施する必要があり、この対策とし
て新規職員採用組織開発調査報告書のなかでは、新規職員の採用は公示により透明性を確
保し公平に実施することとしている。資材調達や施設管理を担う人材が配置されていなか
ったことが、試薬品の調達遅延やラボ電気工事の遅延の主な原因と考えられる。このこと
から、技術者のみならず運営管理部門を含めて人材確保・配置をする必要がある。 
プロジェクト・マネージャー（CIMA所長）については、これまではトーマス・フリアス

自治大学の教員が主に配置されていたが、今後は国際機関等の外部組織からの支援に頼らず
自立する必要があるため、民間組織における運営管理の経験者を配置することが望ましい。
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第１章 終了時評価調査の概要 
 
１－１ 終了時評価調査団派遣の目的 
本プロジェクトの活動の実施状況、投入実績、成果・目標の達成状況を把握し、独立行政法人

国際協力機構（JICA）事業評価ガイドラインに基づく「評価5項目」による評価を行うことによっ
て、プロジェクトが計画どおりに成果を収めつつあるかを検証する。終了時評価結果は、協力終

了の適否やフォローアップの決定のために活用されるとともに、プロジェクト終了へ向けた提言

を行う。さらには、類似プロジェクトへの教訓としても活用される。 
 
１－２ 調査団の構成 

 担当分野 氏  名 所   属 派遣期間（2009年）

1 団長/総括 熊谷英範 JICA 地球環境部 環境管理第二課 課長 2月28日～3月14日

2 協力企画 伊藤教之 JICA 地球環境部 環境管理第二課 2月28日～3月14日

3 環境管理 清水浩二* JICA 地球環境部 環境管理第二課 ジュニア専
門員 

2月23日～3月14日

4 
評価分析 
 

辻 正道 
 

イー・アンド・イーソリューションズ株式会社 
チーフコンサルタント 

2月23日～3月14日
 

5 通  訳 横崎 満 個人コンサルタント（現地参加） 2月25日～3月11日

 *清水団員については、研修（Jr. 専門員）による参加である。 
 
１－３ 調査日程 

No. 月日 曜日 清水（JICA）、辻（コンサルタント）
横崎 

（通訳）
熊谷総括（JICA）、伊藤（JICA） 宿泊先 

1 2/23 月 成田発 機内 

2 2/24 火 飛行機遅延にてマイアミ泊 

 

マイアミ 

3 2/25 水 スクレ便欠航にてラパス泊 ラパス 

4 2/26 木 13:00 スクレ便欠航のため陸路にて移動（ラ

パス→ポトシ） 

ポトシ 

5 2/27 金 09:00 ポトシ県 環境局長表敬・ヒアリング

11:00 UATF学長、副学長、鉱山学部長表敬・

 ヒアリング 

14:00 CIMA所長、JICA専門家と打合せ 

 

ポトシ 

6 2/28 土 CIMA所長ヒアリング、資料分析、合同評価報

告書ドラフト作成 

IBIMA設立進捗状況把握（CIMA所長） 

成田発 ポトシ 

 

7 3/1 日 資料分析、合同評価報告書ドラフト作成 ラパス着（AA922 06：44） 先発：ポトシ

後発：ラパス

8 3/2 月 09:00 CIMA所長、ラボ職員ヒアリング 

福嶋専門家、澤木専門家と打合せ 

09:00 JICA事務所打合せ 

11:00 日本大使館表敬・打合

 せ 

16:00 VIPFE表敬・ヒアリン

 グ 

先発：ポトシ

後発：ラパス
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9 3/3 火 09:00 合同評価報告書ドラフト作成 

16:00 後発隊と合流、合同評価報告書内容打

 合せ 

10:00 空路・陸路にて移動（ラ

 パス→スクレ→ポトシ） 

16:00 先発隊と合流、打合せ 

ポトシ 

10 3/4 水 09:00 合同評価報告書ドラフト作成 

11:00 ポトシ県 知事、環境局長表敬・打合せ 

16:00 UATF学長、副学長、鉱山学部長 表敬・打合せ 

ポトシ 

11 3/5 木 09:00 第1回合同評価委員会 ポトシ 

12 3/6 金 09:00 第2回合同評価委員会 

14:30 県知事・学長との協議 

ポトシ 

13 3/7 土 団内打合せ、合同評価報告書案・M/M案作成 ポトシ 

14 3/8 日 同上 ポトシ 

15 3/9 月 09:00 第3回合同評価委員会 

19:30 県知事・大学学長との協議 

ポトシ 

16 3/10 火 08:00 評価報告書・M/M署名 

10:00 第15回合同調整委員会（JCC） 

15:00 陸路にて移動（ポトシ→スクレ） 

スクレ 

17 3/11 水 12:00 スクレ便欠航のため陸路にて移動（スクレ→ポトシ） 

15:00 ポトシ→ラパス 

ラパス 

18 3/12 木 ラパス発（AA922 06:50発） ラパス発（AA922 06:50発） アメリカ 

19 3/13 金 移動（機中） 移動（機中） 機中 

20 3/14 土 成田着 

 

成田着  

 
１－４ 主要面談者 

＜ボリビア側＞ 
企画開発省公共投資対外資金調達副大臣官房（VIPFE） 

Rosario L. Gomez Reintsch ：プロジェクト担当 
Maria Eugenia Jurado ：日本投資担当 
エルネスト・メルカド ：投資計画担当 
ホセ・ルイス・トド ：セクショナリスト 

 
ポトシ県庁 

Ing. Mario Virreira Iporre ：ポトシ県知事 
Ing. Hubert Huayta V. ：天然資源環境局（DRNMA）局長 
Lic. Hugo Arando Zambrana ：CIMA所長 

 
トーマス・フリアス自治大学（UATF） 

Ing. Germán Torres Córdova ：学 長 
Dr. Ing. Pedró Lopez Cortez ：副学長 
Ing. Hernan Camacho ：鉱山学部長 
Lic. Alex E. Medinaceli ：計画部長 
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 ＜日本側＞ 
在ボリビア多民族国日本大使館 
長沼 始 ：参事官 
山内 順也 ：二等書記官 

 
JICAボリビア事務所  
江塚 利幸 ：所長 
上島 篤志 ：次長 
五味 誠一郎 ：所員 
Carlos Omoya ：所員 

 
JICAプロジェクト専門家 
福嶋 健次 ：チーフアドバイザー/ラボ運営管理  
澤木 夏二 ：化学分析 

 
１－５ 合同評価委員会 

 

終了時評価期間中に開催された合同評価委員会の参加者リスト 

委 員 会 出 席 日 
No. 所属 氏名 職位 

3/5 3/6 3/9 3/10

Ing. Mario Virreira  知事  ○   

Ing. Hubert Huayta 天然資源環境局長 ○ ○ ○ ○ 

Lic. Jose Luis Mamani C.  計画局 ○ ○ ○ ○ 

Lic. Isaac Martinez 実施プログラム及び公共投資

局技術者 
○ ○ ○  

1 ポトシ県 

Lic. Primo Mamani Morales 天然資源環境局職員 ○    

Ing. German Torres C. 学長 ○ ○ ○ ○ 

Dr. Ing. Pedro López Cortes 副学長 ○ ○ ○ ○ 

Ing. Bernardo Choque P.  財務管理部 ○ ○ ○ ○ 

Ing. Epifanio Mamani 鉱山学部 ○ ○ ○ ○ 

Lic. Alex Medinaceli M. 計画部長 ○ ○ ○ ○ 

Dr. Victor H. Cardenas P. 大学顧問弁護士 ○ ○ ○ ○ 

Lic. Wilbert Rivera M. 化学科長 ○    

Dr. Gaby Soliz Modrano 大学法務部顧問 ○    

Arq. Laila Daher Roscala 設備 ○    

2 UATF 

Ing. Silvio Orsolini 地質学科長 ○    

3 CIMA所長 Lic. Hugo Arando プログラム・マネージャー ○ ○ ○ ○ 

Ing. Javier Fernandez 副大臣     4 VIPFE 

Lic. Rosario Gomez プロジェクト担当   ○  

5 終了時評価団 Ing. Hidenori Kumagai JICA地球環境部環境管理第二

課課長（団長/総括） 
○ ○ ○ ○ 
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Lic. Noriyuki Ito JICA地球環境部環境管理第二

課（協力企画） 
○ ○ ○ ○ 

Ing. Koji Shimizu JICA地球環境部環境管理第二

課ジュニア専門員（環境管理）
○ ○ ○ ○ 

Dr. Masamichi Tsuji コンサルタント（評価分析） ○ ○ ○ ○ 

  

Lic. Mitsuru Yokozaki 通訳 ○ ○ ○ ○ 

Lic. Seiichiro Gomi JICAボリビア事務所 

（プロジェクト担当） 
  ○ ○ 

6 JICA ボ リ ビ

ア事務所 

Lic. Carlos Omoya JICAボリビア事務所 

（プログラム担当） 
○ ○   

Ing. Kenji Hukushima JICA専門家 

（総括/環境分析ラボ運営管

理） 

○ ○ ○ ○ 

7 プロジェクト

専門家 

Ing. Natsuji Sawaki JICA専門家（化学分析） ○ ○ ○ ○ 
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第２章 プロジェクトの概要 
 
２－１ 背景情報 

ボリビア多民族国（以下、「ボリビア」と記す）では、鉱業はスペイン統治時以来の主要産業で

あるが、これまでは開発のみに重点が置かれ、鉱害防止にはほとんど関心が払われていなかった。

しかしながら近年、ポルコ鉱山の廃滓（はいさい）堆積場の決壊によるピルコマヨ川の汚染事故

が発生し、下流域のアルゼンチンから環境汚染を指摘されるといった国際問題が引き起こされた。

1999年9月の開発調査「ポトシ県鉱山セクター環境汚染評価調査」により、ポトシ県の鉱業による
環境影響の調査を行った結果、水質汚染が極めて深刻な状態になっていることが判明した。 
このような状況を受けて、ボリビア政府は、ポトシ県、さらにはボリビア全土で鉱害防止対策

を進めていくためには、技術・政策の両面で調査・研究を行い、その研究成果を普及するための

機関として「鉱山環境研究センター（CIMA）」を新たに設立する必要があるとの認識に至った。
そこで日本政府にプロジェクト方式技術協力を要請し、2002年7月より「鉱山環境研究センタープ
ロジェクト」が5年間の予定で実施された。 

2007年2月実施の終了時評価調査の結果、化学分析分野専門家の技術指導に必要とされる派遣期
間が十分確保できなかったため、化学分析分野（成果3関連）の当初目標の技術指導が未完了であ
ることが確認された。また、プロジェクト開始後、4年以内（2006年まで）にCIMAが法人格を取
得するための計画書を作成する（成果1関連）としていたが、未達に終わった。これらの評価結果
を受け、これら2点に関する技術指導を行うため、2007年6月、協力延長に係る実施協議を行うべ
く調査団が派遣され、2007年7月から2年間の協力延長（延長期間）が決定された。 
 今回実施する終了時評価調査は、2009年6月のプロジェクト延長期間終了を控え、プロジェクト
活動の実績、成果を評価・確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の

類似事業の実施にあたっての教訓を導くことを目的として実施するものである。 
 
２－２ プロジェクト延長期間に関する基本情報 

 プロジェクト延長期間は、本体期間と同様、「ポトシにおいて鉱業由来の水質汚濁のモニタリン

グが強化されるとともに、汚濁負荷削減のための技術開発・研究の実施基盤が確立され、これら

の成果が行政に反映される」ことをプロジェクト目標としている。本評価調査で使用するプロジ

ェクト・デザイン・マトリックス（PDM）は本体期間で使用されたバージョンと同じPDM2.0で
ある。その成果項目は、「環境調査」「廃水処理」「環境化学分析」の3つの技術分野のほか、広報・
啓発、CIMAの組織確立の5テーマで構成されているが、延長期間での専門家による指導分野は、
成果1関連：CIMAの組織確立と成果3関連：環境化学分析の2分野である。 
本評価調査は、この2分野を評価対象としているが、他の分野については本体期間終了以降の活

動経過を調査することとなっている。 
 以下に、延長期間の基本情報を示す。本体期間からの変更点は、実施機関〔ポトシ県のみ→ポ
トシ県とトーマス・フリアス自治大学（UATF）の2機関〕、プロジェクト・ダイレクター（知事
のみ→知事と学長の2名）、4政府機関で構成されるプロジェクト・スーパーバイザーの廃止（同メ
ンバーを構成員とするサポーティング・コミッティを設置）の3点である。 
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以下にプロジェクトの基本情報を示す。 

案 件 名 鉱山環境研究センタープロジェクト 

協力対象機関 実施機関：ポトシ県、トーマス・フリアス自治大学（UATF） 

プロジェクト・ダイレクター：ポトシ県知事、UATF学長 

プロジェクト・マネージャー：鉱山環境研究センター長（CIMA所長） 

運営体制 

サポーティング・コミッティ：鉱山冶金省（MMH）次官、農村開発農牧環
境省（MIDRANMA）次官、水資源省（MWR）流域資源次官、企画開発省
国土企画環境次官 

署名日（M/M） 2007年6月11日 

調 査 団 運営指導調査団（第1回）2007/06/02～2007/06/16  
運営指導調査団（第2回）2008/11/29～2008/12/12  
終了時評価調査団    2009/02/23～2009/03/14 

協力期間 2007年7月1日～2009年6月30日 

援助形態 技術協力プロジェクト 

日本の他の関連

協力 
・開発調査：「ポトシ県鉱山セクター環境汚染評価調査」1997～1999年9月 
・ボリビア国鉱山環境研究センタープロジェクト本体期間 2002年7月～2007
年6月 

他ドナーのポト

シ地域での環境

分野の協力 

・デンマーク国際開発援助機構（DANIDA）：「環境セクター協力プログラム
（PCDSMA）」2001～2006年  

・欧州連合（EU）：「ボリビア西部貧困鉱業地域持続可能経済開発支援計画
Ⅱ（APEMINⅡ）」2004～2010年 

 
２－３ PDM 

 本プロジェクトの上位目標、プロジェクト目標、成果とその指標は、PDM2.0記載のとおりであ
る。 
 
 ２－３－１ 上位目標 

「ポトシのピルコマヨ川流域において、行政、事業者、地域住民の各層において鉱業由来の

水質汚濁防止に向けた具体的行動が推進される」 
 
 ２－３－２ プロジェクト目標 

「ポトシにおいて鉱業由来の水質汚濁のモニタリングが強化されるとともに、汚濁負荷削減

のための技術開発・研究の実施基盤が確立され、これらの成果が行政に反映される」 
 
 ２－３－３ 成 果 

延長期間に係る技術指導は成果1と3について実施されているが、同時に他の成果についても
進捗状況を調査することが求められているため、全成果項目を列挙した。 

  成果1：センターの組織が確立される（延長期間）。 
  成果2：センターの活動に必要な設備・機材が整備される。 
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  成果3：C/Pが化学分析技術を習得する（延長期間）。 
  成果4：C/Pが環境調査技術を習得する。 
  成果5：C/Pが鉱業廃水処理技術を習得する。 
  成果6：ポトシの鉱業環境行政の指針が提言される。 
  成果7：選鉱生産性向上技術が提案される。 
  成果8：鉱山環境保全のための広報・啓発活動が行われる。 
 
 ２－３－４ 活 動 

延長期間開始にあたり、実施協議で成果項目1と3の協力内容は、PDM2.0の活動内容に一部追
加された（2007年6月11日実施協議議事録）。 

 
  （1）成果項目1関連の活動 

延長期間で設定された活動は、1.1から1.10までである。 
 

1.1  必要な組織・機構が構築される。 

1.2  必要な技術者・研究者を策定配置する。 

1.3  予算計画を策定する。 

1.4  合同調整委員会を開催する。 

1.5  センターの中期計画（自立発展計画）を作成する。 

1.6  定款を作成する。 

1.7  技術移転モニタリングを実施する。 
1.8  法的・資金的基盤のある組織確立のための自立的発展計画の再検討/選択

肢の比較。 
1.9  自立発展計画実施に向けた最も現実的新組織体制の選択/決定。 

1.10 自立発展計画の具体的実施と2008年12月31日までの新組織設立。 

 

本
体
期
間延

長
期
間
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  （2）成果項目3関連の活動 
延長期間で設定された活動は、3.1から3.12までである。 
 

3.1  分析機器・装置・設備を設置する。 

3.2  分析基礎技術を習得する。 

3.3  分析を行う。  

3.4  ラボの拡張工事の完成と資機材の安全・適正な配置。 

3.5  C/Pの技術レベルの把握と技術研修・指導計画の作成。 
3.6  機材運転マニュアル・ラボ管理に係る各種資料を含めた指導済み技術項

目の整理・取りまとめ。 
3.7  維持管理システムの検討・計画・確立。 
3.8  優先指導分析項目は次の6分野である。 
（1）鉱石・廃滓分析 
（2）土壌分析 
（3）シアン分析（遊離シアン化物、全シアン化物） 
（4）ラボ実験廃液処理 
（5）環境水分析 
（6）微生物分析 
3.9  2年間の技術指導詳細計画の作成 
    （日本人専門家・第三国専門家の派遣計画を含む）。 
3.10 上述の優先指導分析項目においては、短期専門家を派遣し、技術指導に

着手する。 
3.11 C/Pの技術習得レベルのモニター・評価手法の確立。 
3.12 国際認証ISO17025取得をめざした戦略検討。 

 
活動内容のうち、化学分析項目の技術指導は、PDM2.0にある指標の入手手段3.2記載の「適

正な分析精度をもった排水基準項目の分析」という範囲をめざすと同時に、鉱害防止技術

領域を超えて環境試料の分析値までを広く含むように分析項目が変更された。本調査では

PDM2.0を基本としつつ、上記計画内容に照らして評価調査を実施した。 
 
 ２－３－５ 実施のための先方側前提条件 
  （1）2002年協力開始当初の実施協議議事録（R/D）に基づいた負担事項/措置、すべてのリソ

ースの維持、特に当初5年間で習得した化学分析ラボにおけるスキルの保持 
  （2）ポトシ県とUATFの間で締結された新協定（2007年5月26日）に基づく前提条件の2008年

12月31日までの維持 
  （3）実施体制に関する事項 

・CIMAの独自銀行口座の開設（円滑かつ柔軟なプロジェクト運営のために） 
・プロジェクトに必要な予算のタイムリーな執行のために、事業予算についてはその承認

後にCIMAの独自銀行口座にて管理 
・JICAより供与した資機材の適正な維持と活用 
・実施に必要な化学分析分野の資機材の準備 

本
体
期
間 

延
長
期
間
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・作成した技術指導計画を対象としたC/P維持・確保 
 
 ２－３－６ JICA側の投入 
  （1）専門家派遣 

1）自立発展計画 
2）分析ラボの運営管理（ラボ・マネージメント） 
3）プロジェクト調整 
4）化学分析（各種機材ごと） 

  （2）運営指導調査団 
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第３章 終了時評価の方法 
 
３－１ 評価設問と必要なデータ・評価指標 

 （1）評価項目・評価方法 
本評価では、「JICA事業評価ガイドライン（改訂版）」に沿って、①プロジェクト延長期間

の当初計画、②現時点での計画達成状況及び達成のための課題を確認し、③評価5項目（妥当
性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に基づき評価を行った。これらの結果を踏ま

え、プロジェクトの今後の効率的な実施のために、対処方法・提言を合同調整委員会（JCC）
で協議し、ミニッツを締結した。 
具体的な調査方法は、（2）以下に記述した。 

 
 （2）PDM 

2005年2月にJCCで承認されたPDM2.0を評価のために用いた。延長期間実施にあたり、カウ
ンターパート機関から、成果3に係る活動内容につき、要望のあった優先指導項目に留意した
うえで評価を行った。 

 
 （3）評価設問と必要なデータ・評価指標 

「JICA事業評価ガイドライン（改訂版）」及びPDM2.0に基づき、実績、実施プロセス、評価
5項目をそれぞれ検証するために評価グリッドを作成した。評価設問、データ・評価指標の詳
細については次項以降を参照のこと。 

 
３－２ 主な調査方法とデータ収集方法 

 評価グリッドから、確認事項を検討し、それぞれの確認事項について、その確認方法、どのよ

うに確認するのか、その情報の入手方法を検討した。主な情報の入手方法は以下のとおりである。 
 質問票は、ポトシ県、トーマス・フリアス自治大学（UATF）、鉱山環境研究センター（CIMA）
所長、日本人専門家、及び4政府機関（サポーティング・コミッティ）に送付し、回答を依頼した。
これら送付先のうち、UATF学長と副学長、鉱山学部長、CIMA所長、日本人専門家から回答が得
られたが、他の機関からは質問票への回答がなかった。 
 

調 査 方 法 目  的 内  容 

1）関連文献のレビュー 実績と実施プロセスの整理 専門家調査報告書、業務結果報
告書、技術移転モニタリング報
告書等のレビュー 

2）質問票回答依頼先 
対象：県、UATF（学長、副学
長、鉱山学部長）、CIMA所長、
日本人専門家、サポーティン
グ・コミッティメンバー 

実績、実施プロセス、評価設問
に関する情報の収集と整理 

質問票回答のレビュー 

3）実施機関等の各責任者への
インタビュー 

実績、実施プロセス、評価設問
に関する情報の補足と確認 

日本人専門家、C/P、実施機関、
協力機関のプロジェクト責任
者 
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4）プレゼンテーション 新組織設立へ向けた進捗状況、
活動実績の確認 

県天然資源環境局長、UATF企
画部長、C/Pによる調査団への
プレゼンテーション、内部標準
操作手順書（SOP）等の確認 

5）C/Pによるデモンストレーシ
ョン 

活動実績の確認 C/Pによる調査団への分析機器
による分析操作デモンストレ
ーション、説明 

6）CIMAラボの視察 技術移転状況、施設・設備・機
材の管理状況 

技術移転の現場、ラボインフラ
視察、C/Pへの技術的な質問 

注1：質問票 
   専門家、C/P、プロジェクト関係者に対し、評価5項目に基づいた質問票を作成し、回収後分析した。 
注2：ヒアリング 
   専門家、C/Pを対象として、評価委員が合同又は個別にインタビューした。 
注3：資料のレビュー 
   本体期間の終了時評価調査団、専門家やその他プロジェクト関係者が作成した各種報告書、議事録、資料等を基にこれ

までのプロジェクト活動の進捗や実績を確認した。 

 
３－３ 合同評価方法 

 日本側（本調査団員及びJICAボリビア事務所所員）及びボリビア側（ポトシ県、UATF、サポー
ティング・コミッティ）から成る合同評価委員会を組織し、評価5項目に沿って当該プロジェクト
の評価を行った。評価委員は、各種報告書の分析、プロジェクト関係者、日本人専門家への聞き

取り、関係機関との協議を実施し、これらに基づき、評価結果について協議したうえで合同評価

レポートを取りまとめた。 
 本評価調査では、可能な限り客観的で包括的なデータ・情報の入手に努めたが、限られた時間

内での調査と評価分析では以下のような制約があった。 
 インタビュー対象者は、プロジェクトへの関与の度合いを基に選定したが、現地調査期間中に

調査団との面会の都合がつかなかった人は結果的に対象外となった。 
 投入や活動の適正度といった価値判断に関しては、できる限り報告書等を用いて定量的な分析

を実施するように努めた。しかしながら、定量的なデータが入手できない場合については、面談

者の証言を調査団が可能な限り客観的な視点から検証し、定性的な情報として評価分析に使用し

た。 
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評価グリッド（実績）調査表 

投入、成果 必要な情報・データ（指標） 情報源 調査方法 

日本側投入：専門家派遣、調査団、現地業務費等 専門家報告書、

M/M 

資料レビュー、専

門家ヒアリング投入実績は予定どおり

か ボリビア側投入：C/Pの配置、ラボ施設設備、活動

運営費等 

専門家報告書、

M/M 

資料レビュー、専

門家ヒアリング

成果1. 

センターの組織が確立

される 

 

1.1 管理部門がプロジェクト期間中、継続して配置

される。 

1.2 技術移転の相手となるC/Pが確保される。 

1.3 プロジェクト運営のための予算計画が策定さ

れる。 

1.4 持続開発企画省・環境天然資源森林開発次官室

を議長とするJCCが年1回開催される。 

1.5 センターの自立発展計画（新組織の法人登録手

続き、財務計画など）をプロジェクト開始後4

年以内に作成。 

1.6 技術移転モニタリングが定期的に実施される。

専門家・C/P報告

書 

 

資料レビュー、専

門家ヒアリング 

成果2. 

センターの活動に必要な

設備・機材が整備される 

2.1 必要な資機材を遅滞なく調達する。 

2.2 資機材の良好な稼動状況が維持される。 

専門家・C/P報

告書 

資料レビュー、

専門家ヒアリン

グ、サイト視察

成果3. 

C/Pが化学分析技術を習

得する 

3.1 分析機器、装置、設備が設置される。 

3.2 化学分析基礎技術が習得される。 

専門家・C/P報

告書 

資料レビュー、

専門家ヒアリン

グ、サイト視察

成果4. 

C/Pが環境調査技術を習

得する 

4.1 ポトシの環境地図が開始後3年以内に作成され

る。 

4.2 ポトシ鉱山廃水に対する環境モニタリング計

画が開始後3年以内に策定される。 

4.3 水理構造モデルが開始後4年以内に構築され

る。 

4.4 モニタリングデータ管理に必要な設備・機器が

設置され、ソフトウェアの利用が開始後5年以

内にできるようになる。 

専門家・C/P報

告書 

資料レビュー、

専門家ヒアリン

グ、サイト視察

成果5. 

C/Pが鉱業廃水処理技術

を習得する 

5.1 バッチ試験器、連続式中和試験設備が設置され

る。 

5.2 バッチ試験器、連続式中和試験設備の運転及び

試験データの解析を通じて、最適処理条件が開

始後5年以内に設定される。 

5.3 鉄酸化バクテリア技術が習得される。 

5.4 ポトシの酸性鉱業廃水処理計画が開始後5年以

内に設定される。 

専門家・C/P報

告書 

資料レビュー、

専門家・C/Pヒア

リング、サイト

視察 

成果6. 

ポトシの鉱業環境行政

の指針が提言される 

6.1 日本の公害防止行政の概要を把握する。 

6.2 鉱害防止技術の概要を把握する。 

6.3 プロジェクトの活動報告書、C/Pの報告書がポ

トシ県、プロジェクト監督機関及び協力機関へ

提出される。 

専門家・C/P報

告書 

資料レビュー、

専門家・C/Pヒア

リング 
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成果7. 

選鉱生産性向上技術が

提案される 

7.  環境コスト捻出のための選鉱生産性向上策が

開始後3年以内に提示される。 

専門家・C/P報

告書 

資料レビュー、

専門家・C/Pヒア

リング 

成果8. 

鉱山環境保全のための広

報・啓発活動が行われる 

8.1 技術情報を含む広報誌が年に2回以上発刊され

る。 

8.2 セミナーが各年2回以上開催される。 

8.3 プレスリリースが各年1回以上行われる。 

専門家・C/P報

告書 

資料レビュー、

専門家・C/Pヒア

リング 

 
評価グリッド（実施プロセス）調査表 

調査項目 必要な情報・データ（指標） 情報源 調査方法 

活動の進捗状況 ・活動は計画どおり達成したか、上回って達成した

か、遅れたか。 

・活動促進又は阻害要因は何か。 

プロジェクト 

報告書、専門 

家、C/P 

資料レビュー、

専門家・C/Pヒア

リング 

・モニタリング頻度・方法 プロジェクト 

報告書、専門 

家、C/P 

資料レビュー、

専門家・C/Pヒア

リング 

モニタリング実施状況 

・外部条件の変化等 プロジェクト 

報告書、専門 

家、C/P 

 

資料レビュー、

専門家・C/Pヒア

リング 

専門家とC/Pとの関係性 ・コミュニケーションの状況 

・各活動分野での状況 

・C/Pの変化（主体性、積極性） 

報告書、専門 

家、C/P 

資料・質問票レ

ビ ュ ー 、 専 門

家・C/Pヒアリン

グ 

 

受益者の事業へのかか

わり方 

・ポトシ県、大学がプロジェクトにかかわる参加状

況 

専門家、C/P ヒアリング、質

問票 

 

合同調整委員会は機能

したか 

・開催回数等 専門家、C/P 資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 

 

相手国実施機関のオー

ナーシップ 

・ポトシ県、トーマス・フリアス自治大学、その他

政府関係者の参加の程度 

・C/P配置の適正度 

専門家、C/P 資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 
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評価グリッド（5項目）調査表 

評 価 設 問 調査 

項目 項  目 必要な情報・データ（指標） 情報源 情報収集方法

上位目標はボリビアの国家

政策に合致しているか 

・ボリビアの国家開発政策と合致してい

るか 

国家政策 資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 

プロジェクト目標はボリビ

アの国家政策に合致してい

るか 

・行政機能面でのニーズへの適合 国家政策、環境

法、県条例等 

資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 

選定したカウンターパート

機関の妥当性 

・河川水質汚濁防止におけるポトシ県と

大学の位置づけは妥当であったか 

専門家、C/P 資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 

流域住民、汚染源周辺居住者

のニーズへの合致 

・河川水汚濁の改善 周辺住民の意

識、マスコミの

動向 

資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 

プロジェクト目標、上位目標

は、我が国の援助方針に合致

しているか 

・鉱害防止に係る援助は日本の援助方針

の重点項目であるか 

専門家、C/P 援助方針、国別

事業実施計画 

妥 

 

 

 

当 

 

 

 

性 

日本の技術の優位性はある

か 

・日本に鉱害防止に関するノウハウが蓄

積されているか 

専門家、C/P 資料レビュー、

専門家質問票 

実績の検証結果に基づく、プ

ロジェクト目標の達成の度

合い 

・設定された指標は適切か 

・入手手段は適切か 

 

専門家、C/P、

報告書 

資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 

プロジェクト目標は明確か ・目標は関係者間に共有されているか 専門家、C/P、

報告書 

資料レビュー、

専門家ヒアリン

グ 

プロジェクト目標達成度が

高いとすれば、本プロジェク

ト実施の結果だといえるか 

 専門家、C/P 専門家ヒアリン

グ、質問票 

有 

 

 

効 

 

 

性 

外部条件の影響 ・促進要因 

・阻害要因 

専門家、C/P 専門家ヒアリン

グ、質問票 

アウトプットの達成度と投

入・活動の関係 

・投入は十分に使用されているか 

・コストは妥当か 

・環境・社会への影響 

専門家、C/P 資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 

投入の量・質・タイミングの

妥当性 

 専門家、C/P 資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 

効 

 

率 

 

性 
外部条件の影響 ・促進要因 

・阻害要因 

専門家、C/P 専門家ヒアリン

グ 
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上位目標達成の見込み ・プロジェクト実施の結果として上位目

標の発現が見込まれるか 

・上位目標の達成により、ボリビア環境

政策へのインパクトは見込めるか 

専門家、C/P 資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 

プロジェクト目標と上位目

標の因果関係 

・プロジェクト目標と上位目標は整合が

取れているか 

専門家、C/P ヒアリング 

実施機関の組織・関連制度、

技術への影響はあったか 

・組織図上の位置づけ、権限等での変化

・その変化は、本プロジェクトの影響と

みられるか 

専門家、C/P ヒアリング 

イ 

 

ン 

 

パ 

 

ク 

 

ト 
実施機関以外への影響 ・他のセクターとの連携は生じたか 専門家、C/P 資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 

政策支援の継続（見込み） 

 

・中央・地方政府による環境政策の変化

はないか 

専門家、C/P 資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 

活動を円滑に実施する財務

力はあるか 

・予算の確保、財政支援の継続性 専門家、C/P 資料レビュー、

ヒアリング、質

問票 

活動を円滑に実施する組織

力はあるか 

・人材配置の適正度 

・C/Pの定着度 

専門家、C/P 資料レビュー、

質問票 

自 

 

立 

 

発 

 

展 

 

性 
技術の定着度 ・技術指導を受けたC/Pが他の人を教える

ことができるか 

専門家、C/P 資料レビュー、

専門家ヒアリン

グ、質問票 
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第４章 プロジェクトの実績 
 
４－１ 実施プロセスの検証 

 ４－１－１ プロジェクトと実施体制 
  （1）2007年6月のM/M協議で合意されたプロジェクトの延長期間における実施体制は以下のと

おりとされた。 
1）プロジェクトの実施機関は、ポトシ県とトーマス・フリアス自治大学（UATF）で、鉱山
環境研究センター（CIMA）を運営する。プロジェクト・ダイレクターはポトシ県知事と
UATF学長で、プロジェクト全体の実施と運営上の責任を負う。プロジェクト・マネージャ
ーは同センター長で、プロジェクト現場での管理面と技術面の責任を負う。 

2）プロジェクトの監督機関（上記の政府4機関で構成）は、延長期間では廃止され、代わっ
てサポーティング・コミッティを構成する。環境管理及び鉱業における国家政策の観点か

ら必要な助言を行う。 
3）合同調整委員会（JCC）委員長は、企画開発省環境天然資源森林開発次官室が務める。 

 
延長期間での実施体制 

実施機関 ポトシ県及びトーマス・フリアス自治大学（UATF） 

プロジェクト・ダイレクター ポトシ県知事及びUATF学長 

プロジェクト・マネージャー CIMAセンター長 

農村開発農牧環境省
（MIDRANMA） 

生物多様性森林開発環境次官 

鉱山冶金省（MMH） 鉱山冶金次官 

水資源省（MWR） 流域資源次官 

サポーティング・コミッティ 
 

企画開発省 国土企画環境次官 

委員長：企画開発省天然資源森林開発次官室 合同調整委員会（JCC） 

【ボリビア側委員】 
・プロジェクト・ダイレクター
（県知事、UATF学長） 
・ポトシ県天然資源環境局
（DRNMA） 
・UATF副学長 
・UATF鉱山学部長 
・プロジェクト・マネージャー
（CIMA所長） 
・C/P 
・その他関係者 

【日本側委員】 
・チーフアドバイザー 
・短期専門家 
・JICAボリビア事務所長 
・日本大使館員（オブザーバ
ー） 

・その他関係者 
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  （2）CIMAラボ職員 
メンバーの増減、交代を繰り返しながら、現在のラボ人員配置は、15人前後に落ち着いて

いる。ただし、入れ替え人事が2008年8月に発生し、10人が退職している。2009年2月末現在、
技術者9人と化学及び生物系業務に助手７人がアサインされ、合計16人となっている。 
下に、2009年2月現在のCIMA職員一覧表を示す。全員がポトシ県から給与を受けており、

このうち、No.1～5の職員は、大学教員を兼ね（兼任）、大学での講義も担当している。2008
年末に退職したC/Pのなかには、日本研修を受け、将来の活躍が期待される人材が含まれて
おり、専門家が指導した技術の継承という観点から、残念な事態である。本件技術プロジェ

クトのような、習得・熟達に長期間を要する技術移転を特長とするプロジェクトを実施運営

するうえで、その影響は、決して少なくない。 
 

CIMA職員一覧（2009年2月現在） 

No. 職 位 氏  名 着任日 

1 所 長 Lic. Hugo Arando  05/12/01 

環境調査分野  

2  Ing. Franz F. Mamani Y.  02/07/16 

3 室 長 Ing. Hernan Rios Montero  02/07/16 

廃水処理分野  

4  Ing. Osvaldo Yugar  02/11/20 

5 室 長 Ing. Fernando Llanos  02/07/16 

化学分析分野（7人）  

6 助 手 Elena Uño Uño  06/04/01 

7 助 手 Gustavo Nilo Mercado  06/04/01 

8 助 手 Maria Rosa Apaza Quispe 08/02/06 

9 助 手 Lic. Lisbeth Viscarra Tejade 08/01/01 

10 助 手 Lic. Janette Condori Pinto  08/01/01 

11 助 手 Egr. Mary A. Velasquez Santi 08/01/01 

12 助 手 Egr. Maribel C. Arancibia Metos 08/06/09 

管理部門職員（4人）  

13 経 理 Lic. Juan H. Herrera Gonzales 07/10/01 

14 秘 書 Maria Agar Vicuña Encinas 08/01/01 

15 運転手 Jonny Fernandez Vargas 08/01/01 

16 連絡係 Raumir Molina Cordova 06/04/03 
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 ４－１－２ 支援組織の活動と経緯 
  （1）合同調整委員会（JCC）等 
 

延長期間実施期間に係るJCC等開催実績と主な協議内容並びに経緯 

JCC等 開催日時 協議内容 

第11回 2007/06/11 ・協力延長が決定された。〔詳細は（2）の運営指導調査を参照〕

関係者間協議 2007/09/13 ・ボリビア鉱山環境研究所（IBIMA）設立へ向け、大学側が検
討委員会設置を予定。 

・CIMA職員の雇用契約の速やかな締結、2007年度予算の執行と
2008年度予算原案の作成、化学ラボの改修工事促進（当初竣工
予定は7月）を県に要請した。 

第12回 2007/10/12 ・ローカルコンサルタントより組織制度調査結果の説明。IBIMA
を大学機関とすること、そのために必要な具体的な作業スケジ
ュールの提案がなされた。 

・IBIMA設立に関する組織・制度調査に関する報告書案（コンサ
ルタント委託）を協議したが、委員の合意（結論）は先送りと
なった。 

第13回 
IBIMA設立に
向けた準備作
業の確認 
M/M署名 

2008/02/13 ・延長期間（2007年7月～12月まで）における技術指導の達成状
況（成果）の確認と承認。 

・延長期間（2008年1月以降）の技術指導のための前提条件（成果）
の達成確認と承認。 

・協力延長期間（2008年度）の計画及び予算の報告と承認。 
・IBIMA設立に関するマーケット調査結果中間報告（コンサル
タント報告）（2007年10月のIBIMAの組織制度に関する初期調
査：コンサルタント報告に続くもの、さらに組織制度調査委託
を実施し、2008年6月に結論を出す予定）。 

・IBIMA設立に関する計画策定のためのスケジュールの確認と合
意。 
提案された「組織制度調査」仕様書案に対し、JCCメンバー全
員が所見、提案事項をまとめて2月20日までにCIMAへ提出す
ることを合意した。 

・2008年度予算承認額の確認：県227万7,373Bs、大学（資機材費
のみ計上）89万1,065Bs。 

・第14回JCC開催予定を2008年6月とし、このときにCIMAが組織
制度計画案を提示する予定であったが、JCCは開催されなかっ
た。 

関係者間協議 2008/09/11 ・県からの確認事項：（1）11月までに新組織案を策定し、11月
に延期となった第14回JCC（予定）に提出、（2）2009年3月に
終了時評価を実施、（3）県の予算は年内に執行見込み。 

・大学からの確認事項：（1）大学の内部事情で予算執行が遅延し
ているが、2007年、2008年の予算は執行可能な状態になってい
る、（2）新組織参画について早急に検討する、（3）11月のJCC
には参加約束。 
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・専門家からの確認事項：（1）環境モニタリング・分析業務受
注実績は昨年と同程度で順調に推移、（2）試料前処理用排気
装置の設置遅延により、一部分析項目の指導が遅れているが、
終了時までには完了見込み。 

・これら合意事項の実施スケジュールをJICAボリビア事務所長
から県、大学へ送付。 

関係者間協議 2008/10/31 ・9月11日の合意事項の進捗状況を確認するため、関係者が協議。
その結果、合意事項であったJCC開催準備、予算の早期執行、
新組織案の作成等が、本日までに行われていないことを確認し
た。 

第14回 2008/12/08 ・〔下記（2）運営指導調査報告（11月29日～12月12日）参照〕
・2008年度のCIMA活動報告。 
・2008年度の県予算執行状況報告。 
・大学予算執行状況報告（2007年、2008年） 
・IBIMA設立に向けた県と大学の合意、委員会での承認 

関係者間協議 2009/02/05 ・JICAボリビア事務所が、県知事、学長との間で試薬類・資機
材購入に関する約束事項を確認した。 

・県発注の消耗品が2月11日に一部入荷する予定であることを確認
した。 

・組織開発調査報告書は、3月10日にJICAに提出する予定である
ことを確認した。 

第15回 2009/03/10 ・〔下記（2）終了時評価調査団報告参照〕 
・プロジェクト終了時合同評価並びに結果の報告。 
・新組織IBIMA設立案（自立発展計画書原案、法素案）の報告。

 
  （2）日本からの調査団派遣 

調査団名 
派遣期間 
及び場所 

協議・指導内容 

運営指導 
調査団 
（第1回） 
 

2007/06/02～ 
2007/06/16 
ポトシ 

・2007年7月1日より2年間の協力期間延長を決定、協力のスコー
プ、投入、協力実施の先方側前提条件等を協議。 

・協力のスコープ：本体期間で未達成であった成果項目1及び3。
・投入：成果項目1及び3に対する専門家派遣等。 
・協力実施の前提条件確認。 
・新実施体制：プロジェクト・ダイレクターはUATF学長とポト
シ県知事の2名、プロジェクト・マネージャーはCIMA所長、
監督機関を改組して政府4省によるサポーティング・コミッテ
ィを設置。 

・M/M署名。 
運営指導 
調査団 
（第2回） 

2008/11/29～ 
2008/12/12 
ポトシ 

・C/P職員の確保と技術継承方法（1チーム2名で活動）を確認。
・CIMAの資機材・試薬の調達を計画どおり、ボリビア側の責任
で実施する旨確約（業者からのオファー期限：2008年12月15
日、試薬類・資機材発注期限：同年12月31日、納入期限：2009
年1月31日）。 
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・2009年度CIMAプロジェクト予算承認額。 
  ポトシ県：178万6,627Bs（POA）、UATF：140万2,201Bs（POA）
・排ガス処理装置の設置と1台稼動を確認→2008年12月12日まで
に2台正常稼動させる旨、確約。 

・IBIMAの組織発展計画に係る以下の書面の作成と関係機関へ
の提出。 

 2008年12月19日まで：法的根拠、技術的根拠、財政的根拠の3
報告書及び法素案提出。 

 2009年1月31日まで：IBIMA設立のための法案提出 
 2009年3月10日まで：組織開発調査最終報告書提出 
 2009年5月ごろ ：法案成立見込み 
 2009年6月ごろ ：環境モニタリング業務はIBIMAに限るた

めの県令発令 
・CIMAの技術継承（指導計画）：1台の分析機材の技術移転を2
人に対して行い、1人離職の場合、もう1人が技術指導を実施す
る。 

・CIMAの人的資源の確保について合意。 
終了時評価調
査団 

2009/02/23～ 
2009/03/14 
ポトシ 

・延長期間実施プロセス並びに実績の確認、成果品のレビュー、
プロジェクト関係者へのインタビューを行った。 

・合同評価委員会にて評価5項目評価分析を実施し、以下のよう
にIBIMA確立の見通しが立つとともに、計画内容、実施プロセ
スとも大きな問題はなく、上位目標達成の見込みも確認できた
ことから、日本側の協力を終了することは差し支えないものと
結論した。 

・成果1関連：3月10日にIBIMA設立のための法素案と付属3文書
がJICAへ提出され、成立までの道筋が明らかになった。 

・成果3関連：ラボの改修・整備に伴い、分析機器類の設置をほ
ぼ完了し、優先課題に係る化学分析技術指導を終了時までに終
えることができる見通しとなった。 

・ローカルコストの未執行による分析用化学試薬類・資機材の
調達が当初計画より遅れたが、技術指導計画の一部変更や第三
国研修等を効果的に組み合わせてほぼ成果を達成できる見通
しとなった。 

・延長期間終了（6月30日）までのIBIMA設立のための手続き及
び設立以後（7月1日～）のラボ運営に係り、県と大学はコミュ
ニケーションを密にして協働で適切なラボ運営を推進してい
くべきである等の提言を行った。 
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  （3）延長期間の活動の経緯 

日 付 事 項 経過の概略 

2007/06/11 第11回JCC 
（運営指導
調査、ポト
シ） 

・2007年7月1日より2年間の協力期間延長が決定された。〔詳細
は上記（2）運営指導調査報告参照〕 

・協力のスコープは、アウトプット1「センターの組織が確立さ
れる」、アウトプット3「C/Pが化学分析技術を習得する」。 

・CIMAを新組織IBIMAとして設立することで合意した。 
2007/07～ 
2007/10 

延長期間開
始 
（協力延長
期間） 

・本体期間終了後、直ちに延長期間が開始された。 
・県が当初承認した予算額から減額したうえで、企画開発省公
共投資対外資金調達副大臣官房（VIPFE）に新予算を申請し
た。 

・開始当初、CIMA職員の雇用契約が締結されなかったため、
給与が支払われず雇用に不安を抱えたままであったが、指導を
開始した。 

・予定の化学分析分野の指導に必要な排気装置の設置、資機材
等の準備遅延のため、分析データ管理方法等を含め、指導計画
に工夫を加えながら指導を開始した。 

2007/10～ 
2007/12 

 ・懸案となっていたCIMA職員の7月以降の給与遅配について県
に何度も要請した結果、10月10日にようやく再雇用契約が締結
され、9月分から給与が支払われた（7、8月分はカット）。 

・CIMAより、IBIMA設立の準備促進を県と大学に文書で要請（11
月30日）。 

2007/10/12 第 12回 JCC
（ポトシ） 

・IBIMA設立に関する組織発展計画の計画については、県と大
学の合意が得られず、進捗がみられない。〔詳細は、上記（1）
JCC等参照〕 
JICAは早期の作成を要求した。 

2007/07/01～ 
2007/12/24 

延長期間開
始、専門家
による技術
指導活動開
始 

・長期専門家（大塚）業務調整・総括代行（7月1日～12月23日）
（2004年からの業務調整を延長） 

・短期専門家（長田）自立発展計画（8月11日～10月25日） 
IBIMA設立の法的、技術的、社会的条件等、広範囲の調査が実
施された。 
・短期専門家（福嶋）分析所運営管理（9月6日～12月24日） 
・短期専門家（澤木）化学分析（11月25日～12月24日） 

2008/01/11～ 
2008/03/16 

専門家の活
動 

・短期専門家（福嶋）分析所運営管理（1月11日～3月16日） 
 

2008/02/12 ラボ再開所
式 
CIMA 技 術
発表会 

・ラボ拡張工事完了（2007年11月）を記念し、再開所式を兼ねて
CIMA技術発表会を開催。各部門の延長期間成果発表題目は以
下のとおり。 

 環境調査部門：温泉のモニタリング、廃水処理部門：酸性廃水
の本格的処理施設による処理法、化学分析部門：廃滓堆積場に
おけるシアン廃水の処理、土壌中の重金属の評価、水中のヒ素
とアンチモンの分析。 

・ラボ拡張により、新たに8室が整備され、分析機器類が設置さ
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れた。排気装置（3台）及び関連工事が完了すれば、優先課題
1～3の鉱石等の化学分析が可能となる。 

2008/02/13 第13回JCC 
IBIMA設 立
に向けた準
備作業の確
認 

・詳細は上記（1）JCC等に記載。 
・延長期間（2007年7月～12月まで）の技術指導の達成状況（成
果）の確認と承認。 

・延長期間（2008年1月以降）の技術指導のための前提条件（成
果）の達成確認と承認。 

2008/03～ 
2008/09 

 ・第13回JCCの合意事項について、出席委員からの回答は全く
得られなかった〔合意事項は上記（1）JCC等参照〕。さらに
IBIMA設立の準備に必要となる自立発展計画（続編）のローカ
ルコンサルタント契約の予算が県から突然却下されたため、
IBIMA設立の具体的作業は全く進まず。 

・大学側の混乱による学長選挙の度重なる延期により大学側責
任者不在の状況が続く。 

・県知事のIBIMA設立に関する考え方（IBIMAを大学機関とし
て発足させること）に対して否定的となる。 

・知事、学長、JICAボリビア事務所長との第14回JCC開催日程
（当初6月を予定）が長期間にわたり確約できず（8月に実施さ
れた国政選挙、学長人事の影響ほか）、JICA事務所・専門家が
再三促すがIBIMA設立の準備作業が遅延する。 

・大学は学長選挙の延期が続き、正式な学長が選出されない事
態が続いた。責任者不在により、予算執行にも影響した。 

2008/04/15～ 
2008/09/27 

短期専門家
派遣 

・短期専門家（福嶋）総括/環境分析ラボ運営管理（4月15日～6月
25日） 

・短期専門家（澤木）化学分析（4月15日～6月25日） 
・短期専門家（福嶋）総括/環境分析ラボ運営管理（7月15日～9月

22日） 
・短期専門家（澤木）化学分析（7月28日～9月27日） 

2008/08 （ C/P の 第
三国研修） 

・チリ鉱山エネルギー省地質鉱山局にてC/P2名が約1ヵ月間、第
三国研修。優先課題1～3に係る鉱石、土壌等の固体試料中の有
害成分の分析技術研修。 

2008/08/26 予算執行状
況の確認 

・県及び大学の予算執行額はこの時点まででゼロである。 
・排気装置及び周辺電気工事の遅れにより、化学分析指導に支
障を来していたが、他分野を指導するなど専門家が臨機応変に
対応した。 

2008/10～ 
2008/11 

 ・11月中旬までに薬品類・資機材購入に対する予算は執行され
ていないことが確認され、JICA（専門家）は再三促した。 

・IBIMA設立への具体的な作業は進んでいない。ローカルコン
サルタント委託を企画したが、県から再度却下（11月18日）。

・事態の打開及びIBIMA設立作業を促進するため、JICAボリビ
ア事務所がVIPFEに予算執行の協力を依頼（11月19日）。 
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2008/09/11 JICAボリビ

ア事務所長
と県知事、
学長との協
議 、 IBIMA
設立ほかの
合意事項の
確認 

・第14回JCCを開催（11月予定）し、CIMAの組織発展計画調査
の結果、県及び大学の予算、新組織設立の法律案の提出のため
の作業を実施することを合意した。 

・2008年度県予算の早期執行（大学は2007年度予算を含めて）
を要請。 

・JICAの要望により、県と大学に当プロジェクトの調整役を配
置することを要請した。 

・2009年3月2日～6日の週に終了時評価を実施することで合意し
た。 

・上記の具体的な作業のタイムスケジュールを含めた要請文を
JICAボリビア事務所長から県、大学へ送付したが、県、大学
とも何ら報告・回答がない状態が続く。 

2008/10～ 
2008/11 

 ・10月31日、CIMA所長、福嶋専門家がJICAボリビア事務所で協
議。第14回JCC開催予定の合意事項がほとんど進捗していない
ことが確認された。9月11日の合意事項の進捗確認のため、
JICAボリビア事務所が知事と学長に協議を打診するが、日程
の確約が取れない。 

・11月中旬の時点で、確実に予算執行されたものはない。 
・IBIMAの組織発展計画の具体的作業の進捗はみられない。 
・IBIMAの組織発展計画のローカルコンサルタント委託を大学
予算（CIMAの自己収入）により県を経由して引き出そうとし
たが、県知事から却下された（11月18日）。 

・以上の事態打開のため、JICAボリビア事務所がVIPFEと協議
し、予算執行について協力を依頼した（11月19日）。 

2008/10/10～ 
2008/12/18 

短期専門家
派遣 

・短期専門家（福嶋）総括/環境分析ラボ運営管理（10月10日～
12月18日） 

2008/12/08 第14回JCC 
（運営指導
調査、ポト
シ） 

・〔詳細は上記（2）運営指導調査参照〕 
・2009年予算の承認 
・IBIMA設立及び試薬・資機材調達に向けた2008年度予算執行
の確認等  

2009/01～ 
2009/03 

短期専門家
派遣 

・短期専門家（福嶋）総括/環境分析ラボ運営管理（2月4日～3月
26日） 

・短期専門家（澤木）化学分析（1月21日～3月27日） 
2009/03/10 第15回JCC 

（終了時評
価、ポトシ） 
 
 

・〔詳細は上記（2）終了時評価調査参照〕 
・延長期間における実績（アウトプット1及び3）及び他のアウ
トプットの達成状況確認 

・プロジェクト終了後の課題を確認 
・IBIMA設立のための法素案と付属文書の確認 
・活動・実施プロセス、5項目評価の結果、提言、教訓、結論を
まとめてM/M署名を行った。 

2009/04/25 ～
2009/06/25 
（予定） 

短期専門家
派遣（予定） 

・短期専門家（澤木）化学分析（4月25日～6月25日） 
・短期専門家（福嶋）総括/環境分析ラボ運営管理（5月7日～6月

25日） 

 



－24－ 

４－２ 投入実績 

 プロジェクト延長期間における日本側の投入は、専門家及び調査団派遣、携行機材、第三国研

修（チリ）及びローカルコスト負担である。これに対し、ボリビア側の投入は、C/Pの配置、建物・
インフラ整備並びに運営管理、資機材購入に係るローカルコスト負担である。 
 ボリビアの会計年度（1月～12月）と日本の会計年度（4月～翌年3月）は異なる。混乱を避ける
ため、以下の表では一貫して西暦年（1月～12月）に対するデータを使用した。 
 
 ４－２－１ 日本側投入 

日本側からの投入は、計4人の長期/短期専門家、携行機材、ローカルコスト負担、日本から
の調査団派遣である。専門家派遣内訳は、業務調整・総括代行、自立発展計画実施支援、総括/

環境化学分析ラボ運営管理、化学分析、各1人である。 
 
  （1）専門家派遣 

派遣人・月は、計34.13M/Mtである。詳細は、下記の表に記載のとおりである。 

 

役 割 分 担 担  当 派 遣 期 間 及 び M/Mt 

長期専門家（業務調整・総括代行） 大塚 真琴（業務調

整を延長） 

2007年7月1日～12月23日 5.77M/Mt

運営指導管理調査団コンサルタント

団員（化学分析分野技術指導計画） 

福嶋 健次 2007年7月1日～7月18日 0.60M/Mt

自立発展計画実施支援 長田 博見 2007年7月1日～7月24日 0.80M/Mt

短期専門家（組織制度開発計画支援

アドバイザー） 

長田 博見 2007年8月11日～10月25日 2.53M/Mt

短期専門家（分析所運営管理）第1次 福嶋 健次 2007年9月6日～12月24日 3.64M/Mt

短期専門家（化学分析） 第1次 澤木 夏二 2007年11月25日～12月24日 1.00M/Mt

短期専門家（分析所運営管理）第2次 福嶋 健次 2008年1月11日～3月16日 2.17M/Mt

短期専門家（総括/環境化学分析ラ

ボ運営管理） 第1次 

福嶋 健次 2008年4月15日～6月25日 2.40M/Mt

同 第2次 福嶋 健次 2008年7月15日～9月22日 2.30M/Mt

同 第3次 福嶋 健次 2008年10月10日～12月18日 2.30M/Mt

同 第4次 福嶋 健次 2009年2月4日～3月26日 1.70M/Mt

同 第5次 福嶋 健次 2009年5月7日～6月25日（予定） 1.67M/Mt

短期専門家（化学分析） 第1次 澤木 夏二 2008年4月15日～5月15日 1.00M/Mt

同 第2次 澤木 夏二 2008年7月28日～9月27日 2.00M/Mt

同 第3次 澤木 夏二 2009年1月21日～3月26日 2.17M/Mt

同 第4次 澤木 夏二 2009年4月25日～6月25日（予定） 2.08M/Mt
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  （2）携行機材 
携行機材は下表のとおりである。原子吸光光度計とイオンクロマトグラフ装置を使用す

る際のパーツが経年劣化、その他の理由で交換の時期を迎えたことにより、調達されてい

る。また、ISO規格に準拠した分析手順書（化学分析指導に必須の文書）が2008年4月にな
って投入された。 

 

# 品名 メーカー・装置 製品型式・仕様 数量
単価 

（円） 

金額 

（円） 

取得日 

（検収日）

1 ホロカソードラ

ンプ（HCL） 

島津製作所製原子吸

光光度計AA6800型

用 

ヒ素： 

L233-33NQ 

1本 46,000 46,000 2007.9.12

2 重水素ランプ 同上 D2：L6382 1本 44,400 44,400 同上 

3 HCL 同上 鉛：L2433-82NQ 1本 43,000 43,000 同上 

4 HCL 同上 カドミウム： 

L2433-48NQ 

1本 43,000 43,000 同上 

5 パックテスト（遊

離シアン化物） 

共立理化学研究所 Model WAK-CN 

40個入り/箱 

2箱 4,000 8,000 同上 

6 イオンクロマト

グラフ装置用シ

ール 

島津製作所製イオン

クロマトグラフ装置

用 

No.228-32628-91 8箱 7,700 61,600 同上 

7 同プランジャー

ホルダー 

同上 No.228-35281-91 4箱 26,500 106,000 同上 

8 無停電電源装置

（原子吸光光度

計用） 

Comet Extreme 

（仏製） 

Comet Ex RT 11kVA 1台 979,000 979,000 2007.10.16

9 同（ガスクロマト

グラフ用） 

同上 Comet Ex RT 7kVA 1台 534,000 534,000 2007.10.16

10 蒸留水製造装置

用英語変換ROM

アドバンテック東洋 蒸留水製造装置

RFD240NA（シリア

ルNo.241590）用 

1個 7,500 7,500 2008.4.22

11 ISO 9599：1991 （財）日本規格協会 英文 1冊

12 ISO10251：2006 （財）日本規格協会 英文 1冊

13 ISO10258：1994 （財）日本規格協会 英文 1冊

14 ISO10378：2005 （財）日本規格協会 英文 1冊

15 ISO10469：2006 （財）日本規格協会 英文 1冊

16 ISO11441：1995 （財）日本規格協会 英文 1冊

17 ISO12739：2006 （財）日本規格協会 英文 1冊

18 ISO12743：2006 （財）日本規格協会 英文 1冊

19 ISO13291：2006 （財）日本規格協会 英文 1冊

20 ISO13543：1996 （財）日本規格協会 英文 1冊

188,066 

 

188,066 

 

2008.4.22

 



－26－ 

21 ISO13545：2000 （財）日本規格協会 英文 1冊

22 ISO13658：2000 （財）日本規格協会 英文 1冊

23 ISO 9647：1989 （財）日本規格協会 英文 1冊

24 ISO 9658：1990 （財）日本規格協会 英文 1冊

25 ISO10697-2：1994 （財）日本規格協会 英文 1冊

26 ISO10698：1994 （財）日本規格協会 英文 1冊

27 ISO12740：1998 （財）日本規格協会 英文 1冊

28 ISO15247：1999 （財）日本規格協会 英文 1冊

29 ISO15248：1998 （財）日本規格協会 英文 1冊

   

30 ネブライザー 島津製作所製原子吸

光光度計AA6800型

用 

No.206-50226-91 2個 67,000 134,000 2008.8.4 

31 CODメータHC607

用電解電極 

セントラル科学 

 

型式TPT-341 2個 69,800 139,600 同上 

32 同上指示電極 セントラル科学 型式PTW-341 2個 29,700 59,400 同上 

33 同上試薬 セントラル科学 A液 49200-66S 2本 950 1,900 

34 イオンクロマト

グラフ装置部品 

島津製作所 ダイヤフラム 

228-32784-91 

4個 4,150 16,600 

35 同上部品 同上 INチェックバルブ

228-39093-92 

4個 10,500 42,000 

36 同上部品 同上 OUTチェックバル

ブ 228-34976-91 

4個 15,070 60,280 

37 同上部品 同上 フィルター 

228-32744 

4個 5,000 20,000 

38 同上部品 同上 サクションフィルタ

ー 228-21984-01 

2個 4,200 8,400 

39 同上部品 同上 オーリング 

670-11518 

2本 500 1,000 

40 同上スペア 同上 アニオン標準試薬

P/N 228-33603-93 

1本 6,000 6,000 

41 同上スペア 同上 カチオン標準試薬

P/N 228-33603-94 

1本 6,000 6,000 

2009.4上旬

（予定）

合計 2,554,946円 

 
  （3）供与機材 

なし 
 
  （4）日本でのC/P研修 

なし 
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  （5）第三国C/P研修（単位：人） 

年 2007* 2008 2009** 計 

実 績 0 2 0 2 

派遣国 ― チリ ―  

注：*7月1日～12月31日まで、**6月30日までの予定。 
派遣職員氏名：Lic. Gustavo N. Mercado Millares、Lic. Lisbeth 
Viscarra Tejada 
研修先：チリ鉱業エネルギー省地質鉱山局チルチルラボラトリー 
研修内容：優先課題1～3の鉱石、廃滓、土壌、廃水中のシアン及
び窒素分析法の習得 

 
  （6）日本側によるローカルコスト負担（単位：千円） 

年 2007* 2008 2009** 計 

実 績 2,082 2,040 1,342 5,464
注：*7月1日～12月31日まで、**6月30日までの予定。 

 
 ４－２－２ ボリビア側投入 
  ボリビア側投入は、C/Pの配置、建物及びインフラ設備、ローカルコストである。 
 
  （1）C/Pの配置 

本プロジェクト実施中にCIMAラボの各部門に配置された人員数を下表に示す。 
 

職 名 / 部 門  2007年* 2008年   2009年** 

プロジェクト・マネージャー（CIMA所長） 1 1 1 

化学分析  6 11 7 

環境調査 2 2 2 

廃水処理 3 3 2 

管理部門  4 6 4 

計 16 23 16 
注：*7月1日～12月31日まで、**6月30日までの予定。職員数は各年の最大数。 

 
  （2）建物改修工事 

① ラボ建物（土壌、岩石の前処理、環境分析）の拡張工事：2007年11月完成 
本体期間終了時（2007年6月）に完成する予定であったが、予定より半年遅れて同年11

月に完了した。この拡張工事により、既存床面積と同じ床面積約400m2のスペースが新た

に確保された。 
② ラボ建物（ガスクロマトグラフ、微生物）の再拡張工事：2009年4月完成予定 

この再拡張工事により、さらに床面積約160m2のスペースが確保される。 
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  （3）インフラ整備 
建物改修工事に引き続き、2008年初めから排気設備の設置工事（ドラフトチャンバー、

ダクト、電気配線工事、電気容量確保など）が始まっている。下表に現在進行中の、大学

側負担によるラボ整備工事関係の予算執行状況を示す。2009年度に入っても2007年度予算
分が消化の途上にあり、年度を跨いだ執行状況となっている。大学単独の経理処理であっ

ても、かなり遅いことがわかる。工事進捗により、投入された機材が適切な姿で活用でき

る素地がようやく整いつつある。 
 

プロジェクト延長期間における大学予算の執行状況 

西暦年 内  容 金  額（Bs） 執行状況 

化学分析室再拡張工事 200,000  執行中 

大型排気ガス装置2台      62,370 執行 

排気ガス装置1台     48,895 執行 

75kVA電源変圧器     39,000 執行 

電源変圧器設置用部品     13,941 執行中 

その他、備品      6,555 執行中 

電子レンジ1台     192,204 執行中 

2007 

CIMA職員の研修費用      25,000 未執行 

3000W電子オーブン      77,589 執行中 

振動粉砕機RS100 1台     252,982 執行中 2008 

粉砕機BB200 1台     560,494 執行中 

 
  （4）試薬・資機材の調達 

調査に使用した資料は、この小項目の終わりにリストアップした。 
2008年度短期専門家派遣（化学分析、第1次）における指導目的に使用するため、2008年

4月に入手予定で、試薬類・資機材の購入手続きを2007年9月から開始した。 
 
   調達の経緯（2008年度分） 

1）2007年9月：CIMAから県に2008年度予算承認申請 
必要な物品及び金額は以下のとおり、総額：43万7,521Bs。 
・試薬類 ：20万3,957Bs 
・ガラス器具類 ：12万5,660Bs 
・機材アクセサリー：10万7,904Bs 

2）2007年10月：県からVIPFEへの予算支出申請 
（VIPFEでの承認手続きに約2ヵ月必要） 

3）2007年12月：2008年度県予算承認、年初に改めて執行申請 
4）2008年2月～3月：CIMAが県に予算執行申請（承認申請金額と同額：合計43万7,521Bs） 
5）2008年2月～8月：県が入札準備を行った。新たに導入された電子入札システムのため
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の伝票類、入札書面を整える作業を実施。 
6）2008年8月：県がCIMA予算を修正、資料（d）。 
7）2008年2月～10月：この長期間にわたり、CIMA所長が再三購入の督促を行っているが、
県側からの説明はない。この間、県側に予算執行を申し入れ。 

8）2008年11月：この時期まで県は発注していないことが判明。県側の事情により、電子
入札のための書面が整わなかったため、発注できず。 

9）2008年12月：運営指導調査団来ボリビア（ミニッツ署名：2008年12月8日） 
CIMAの機材・試薬の調達をミニッツの計画内容どおり、ボリビア側の責任で実施する

旨確約。 
ミニッツの計画内容：総額：79万1,810Bs（全182品目、うちスペアパーツ類32万8,455Bs） 

試薬類調達期限：12月15日までに業者からオファー入手、 
12月31日までに業者と契約、 
2009年1月31日までに業者から納入。 

10）2008年12月末：試薬類・資機材100品目発注：資料（c）参照 
発注品目数はミニッツ記載の品目数（182品目）より少ない。 

11）2009年2月10日：一部納品 
12）2009年3月12日：3月12日現在の納入数79品目 

2009年3月末までに残りを納品の予定。 
 

試薬類の納品時期が当初の計画より約1年遅れたが、この間、化学分析指導実施計画を変
更して他の分析項目の指導に振り替える等により、プロジェクト目標達成への影響を最小

限度にとどめた。未達成の化学分析項目については、2009年度の短期専門家派遣（化学分
析）以降に、試薬が納入されることが確約され、技術移転可能の見通しとなった。納入予

定の試薬が仮に一部納入されない事態が発生しても、自助努力により、化学分析を実施す

ることにより、当初の計画をすべて完了できる見通しである。 
 
   ＜参照資料＞ 

（a）ボリビア国鉱山環境研究センタープロジェクト総括/環境分析ラボ運営管理第二次
派遣報告書（平成20年9月）添付資料8-3、8-4（県への資機材購入申請の経緯） 

（b）県及び大学との協議議事録、2009年2月5日、JICAボリビア事務所 
（c）ボリビア国鉱山環境研究センタープロジェクト総括/環境分析ラボ運営管理第四次

派遣報告書（平成21年3月）添付資料6（2009年3月12日付） 
（d）CIMA 2008年度修正予算POA2008 
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  （5）ローカルコスト負担 
下表に示すように、プロジェクト本体期間を含めた予算（承認額、執行額）についてみ

ると、以下のとおりで、プロジェクト開始以来、執行率は40～50％で改善がみられない。
この負担額は、大部分がC/P職員の給与に充当され、試薬・資機材等の消耗品には充当され
ない。 

 

西暦年 予算（承認額、Bs） 執行額（Bs） 執行率（％） 備考 

2002   725,852   362,200 49.90 

2003   204,890   181,100 88.39 

2004 5,209,080 1,744,000 33.48 

2005 2,242,600 1,348,000 39.91 

2006 2,242,695 1,007,290 44.91 

P/J本体期間 
（出典：2007年6月
運営指導調査団報
告書） 

2007 2,810,082 1,567,583 55.78 

2008 3,330,323 1,521,000** 45.67 

2009  2,959,800* N/A N/A 

P/J延長期間 

       注：*6月30日までの予定、**ポトシ県のみ。N/A：データなし。単位：ボリビアーノス（Bs） 

 

プロジェクト延長期間の期間に限定してプロジェクト執行機関であるポトシ県とトーマ

ス・フリアス自治大学の予算執行状況（承認額、執行額）をみると下表に示すように、特

に大学側の執行率の低さが際立っている。この執行率の低さと執行時期の遅延が、資機材

調達の遅延・達成率の低下原因のひとつとなっている。 
 

プロジェクト延長期間における2機関の予算執行率 

予算（承認額、Bs） 執行額（Bs） 執行率（％） 
西暦年 

県 大学 県 大学 県 大学 

2007 2,222,119 587,963 1,417,318 150,265 63.78 25.56 

2008 2,439,258 891,065 1,521,000 N/A 62.35 N/A 

2009 1,557,599 1,402,201 N/A N/A N/A N/A 
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 ４－２－３ 活動の実施状況 
 成果1. センターの組織が確立される。 

運営管理 環境調査 化学分析 廃水処理 
活動項目 凡例 ●：既に予定の活動を完了。 △：現時点では活動は未完了だがプロジェクト終了までに完了する予定。 ▲：プロジェクト終了までには完了

不可能。 －：該当する活動なし 
1.1 必要な組
織・機構が構築
される。 
 
 

• 機材の調達、センターの維持管理などの業務を遂行するC/Pは現在ただ1人。 
 
管理部門のメンバー数 

FY MS AA ST DR Total
2007 1 1 1 1 4 
2008 1 1 2 2 6 
2009 1 1 1 1 4 

MS：総務係、AA：管理助手、ST：秘書、DR：運転手 
 
管理運営業務を扱う人員の安定配置はラボ運営の安定に必要。 
 
管理部門の配置人員の増減 

FY MS AA ST DR Total
2007 - - - - - 
2008 1 +1, -2 +1 +2, -2 0 
2009 1 0 0 0 0 
計 0 -1 1 0 0 
       

   

1.2 必要な技
術者・研究者を
策定配置する。

• 環境モニタリング及び廃水処理部門では、人員変動は1人のみで作業安定
性を保持。 

 
C/Pの現員数 

FY PM ER WT CA 計 
2007 1 2 3 6 12 
2008 1 2 3 11 17 
2009 1 2 2 7 12 

PM：プロジェクト・マネージャー、EM：環境モニタリング、WT：廃水処理、
CA：化学分析 
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運営管理 環境調査 化学分析 廃水処理 
活動項目 凡例 ●：既に予定の活動を完了。 △：現時点では活動は未完了だがプロジェクト終了までに完了する予定。 ▲：プロジェクト終了までには完了

不可能。 －：該当する活動なし 
C/P数の変動 

FY PM EM WT CA 計 
2007 - - - - - 
2008 0 0 -1 +6,-5 0 
2009 0 0 0 0 0 
Total 0 0 -1 +1 0 

       
1.3 予算計画
を策定する。 

ボリビア側現地経費額（単位Bs） 
FY 承認額 執行額 執行割合 

2007 2,810,082 1,567,583 55.78％ 

2008 3,330,323 1,521,325 45.67％* 

2009* 2,959,800 - -   ％ 

*ポトシ県のみ 
 
▲ 現地経費の執行、C/Pへの人件費支払いがしばしば遅れた。 

 

   

1.4 合同調整
委員会を開催
する。 

JCCは年1回以上開催され、2008年までに14回、開催されている。 
 
JCC開催数 
年度 JCC開催回数 場 所 
2007 4 ポトシ 
2008 2 ポトシ 
2009  （2）* ポトシ 

*6月までの予定を含む。 

 

－ － － 
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運営管理 環境調査 化学分析 廃水処理 

活動項目 凡例 ●：既に予定の活動を完了。 △：現時点では活動は未完了だがプロジェクト終了までに完了する予定。 ▲：プロジェクト終了までには完了不
可能。 －：該当する活動なし 

1.5 センターの
中期計画（自立
発展計画）を作
成する。 

ローカルコンサルタント調査による提言、
「CIMA自立発展計画性調査」を受けた検討
小委員会は2008年12月の第14回JCCまで1度
も開催されなかった。 
法的位置づけの調査については2008年の第
14回JCCの協議で決定した2008年12月19日
までの完了予定が遅れ、2009年2月20日の提
示予定となった。 
△ プロジェクト終了までに以下の作業を
完了する見込み 

 1）自立発展計画書は2009年3月に完成後、
提案された作業スケジュールに沿ってワ
ーキンググループの活動を支援し、完成
する予定。 

 2）法的位置づけの調査は自立発展計画書
案のなかに組み込まれる予定である。 

• 自立発展計画書は、2008年12月の第14回
JCCの協議により、大学が中心となって
作成することとなった。その結果、2009
年3月10日までに作成され、JICAに提出
された。 

－ － － 

1.6 定款を作成
する。 

△ 今後、提出された自立発展計画の法素案
に沿って、定款案の改訂作業を実施する。

－ － － 

1.7 技術移転モ
ニタリングを
実施する。 

• 延長期間中、各分野で半年ごとに、これ
まで2回の技術移転状況のモニタリング
を実施。これまでの「個人の能力評価」
6評価項目について5段階評価はフィー
ドバックが難しいためこれを止めて、
「C/P機関（組織）の能力向上」、と「サ
ービス利用者（受益者）の能力向上」に
ついて実施中。 

• 今後あと1回のモニタリングを実施予
定。 

• 本体期間で技術移転は完了済み。
延長期間中にC/Pにより新たに実
施した活動成果としては、ポトシ
市近郊の温泉群及び湖沼群の水質
モニタリングがあり、今後も定期
的に実施する予定である。 

• 延長期間中、化学分析分野
において新たに行われた
技術移転をモニタリング
した。 

• C/Pは既実施の技術移転を
含めてSOP作成を成果とし
て残した。 

• 自己収入確保の鍵となる
化学分析部門の IBMTRO
認証取得準備は、2007年6
月末に担当者の退職によ

• 本体期間で技術移転は完了済み。
C/Pによる活動成果として、ポト
シ県北部のコルケチャカ鉱山の
酸性水処理プラントの基本設計
とモニタリングを2008年末から
実施中である。 
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運営管理 環境調査 化学分析 廃水処理 
活動項目 凡例 ●：既に予定の活動を完了。 △：現時点では活動は未完了だがプロジェクト終了までに完了する予定。 ▲：プロジェクト終了までには完了不

可能。 －：該当する活動なし 
り進んでいないが、認証取
得の前提となるSOPの作成
を実施中である。 

 
 
 成果2. センターの活動に必要な設備・機材が整備される。 

運営管理 環境調査 化学分析 廃水処理 
活動項目 凡例 ●：既に予定の活動を完了。 △：現時点では活動は未完了だがプロジェクト終了までに完了する予定。 ▲：プロジェクト終了までには完了不

可能。 －：該当する活動なし 
2.1 必要な資
機材を調達す
る。 
 

  ▲ ①優先課題分野に必要な資機材について、2008年及び2009
年の県及び大学の予算で購入するよう予算申請の際に
助言し、予算リストに加えた。しかしながら、2008年の
予算が金額ベースで50％しか執行されなかったため必
要な資機材が調達されていない。 

▲ ②物品調達に関する達成度50％ 
 ③資機材を欧米から調達しているが、見積依頼から調達ま

で3ヵ月以上費やすため、プロジェクト終了までに調達
できない可能性がある。 

 

2.2 資機材の
保守管理を行
う。 
 

▲ コンピュータウイルス対策が必要
であったが、CIMAの予算でウイル
ス対策ソフトが購入できなかった
理由により管理不十分である。 

 △ ①機材のメンテナンス指導（OJT）及び機材操作マニュア
ル、メンテナンスマニュアルの作成支援を行っている。
また、資機材管理台帳の更新を行った。 

 ②達成度70％ 
 ③保守管理に関する技術移転は、プロジェクト終了までに

達成見込み。 

 

2.3 建屋施設
の改造を行う。

  △ 再拡張工事・電気配線工事等が間もなく完了し、総床面積
（約960m2）が実験室として確保される予定。 
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 成果3.  C/Pが化学分析技術を習得する。 

運営管理 環境調査 化学分析 廃水処理 
活動項目 凡例 ●：既に予定の活動を完了。 △：現時点では活動は未完了だがプロジェクト終了までに完了する予定。 ▲：プロジェクト終了までには完了不

可能。 －：該当する活動なし 
3.1 分 析 機
器・装置・設備
を設置する。
 
 

   ①蒸留水装置、シェーカー、還流装置、オートクレーブ、クリーンベンチ、ガラス
器具洗浄装置、濁度計、COD計を設置して稼動させた。 

 ②達成度80％ 
△ ③終了までにロータリーエバポレーター、油分濃度計以外の機器は設置し、稼動を

確認した。すべて設置、稼動させる予定なので、終了時までには達成の見込み。

 

3.2 分析基礎
技術を習得す
る。 

  • 化学分析： 
 1. 分析項目数 

2006年  39項目 
2007年  43項目 
2008年  63項目 
2009年  69項目（2月現在） 

 2. 検体数及び延べ項目数 
2006年58検体 904項目 
2007年462検体 6,575項目 
2008年752検体 1万1,454項目 

  （内訳）鉱石 35検体（組成分析）；土壌 77検体 803項目；水質 660検体 
1万616項目 

△ 排水基準項目の分析 
 ①排水基準23項目のうち、19項目の分析技術移転を完了 
 ②達成度83％ 
 ③終了時にはほぼ達成見込み 
以下は技術移転中。 
▲ 鉱石・廃滓の分析（優先課題1） 
 ①チリのSERNAGENOMINにて1ヵ月間の研修を実施した。また、分析方法の確定、

不足している機材購入の指導を行った。 
 ②分析に必要な資機材が充足されれば、分析可能。 
 ③終了時にはほぼ達成見込み。 
 ④プロジェクト終了期間までに亜鉛、銅の分析は終了見込み。 
△ 土壌の分析（優先課題2） 
 ①チリのSERNAGEOMINにて1ヵ月間の研修を実施した。また、分析指導により11

項目中、6項目は分析可能。 
 ②残りの項目も終了時にはほぼ達成見込み。 
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運営管理 環境調査 化学分析 廃水処理 
活動項目 凡例 ●：既に予定の活動を完了。 △：現時点では活動は未完了だがプロジェクト終了までに完了する予定。 ▲：プロジェクト終了までには完了不

可能。 －：該当する活動なし 
△ 鉱山廃水中の全シアンの分析（優先課題3） 
 ①遊離CN-については分析可能。 
 ②終了時には全シアン分析も達成見込み。 
• 廃液処理（優先課題4） 
 ①廃液処理に関する分析技術移転完了。現在、毎月廃液処理を行っている。 
 ②達成度100％。 
• 水質分析（優先課題5） 
 ①7項目すべて分析技術移転完了。 
 ②達成度100％。 
• 微生物分析（優先課題6） 
 ①分析技術移転完了。 
 ②達成度100％。 

3.3 分析を行
う。  

  • 以下は、2008年C/Pによる実績である。 
A．主要4分析機材の実績 
 1）原子吸光分析： 

重金属（水質） ：397検体 2,561項目 
重金属（土壌溶出） ：134検体 695項目 
重金属（土壌含有） ： 40検体 240項目 
その他項目 ： 44検体 216項目 

 2）イオンクロマトグラフ ：307検体 3,991項目 
 3）蛍光X線分析 ：組成分析 35検体 
 4）UV-VIS ： 41検体 43項目 
B．優先課題の分析項目実績 
 1）土壌中の全重金属類の分析（優先課題2） 

40検体  240項目 
 2）シアンの分析（優先課題3） 

遊離シアン71検体 
 3）環境水の分析（優先課題5） 

203検体  892項目 
 4）微生物の分析（優先課題6） 

大腸菌類 132検体 

 

成果3関連の技術移転指導項目として設定された優先課題については、後述の「4-2-6 優先課題の達成状況」参照。 
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 成果4.  C/Pが環境調査技術を習得する。 
運営管理 環境調査 化学分析 廃水処理 

活動項目 凡例 ●：既に予定の活動を完了。 △：現時点では活動は未完了だがプロジェクト終了までに完了する予定。 ▲：プロジェクト終了までに
は完了不可能。 －：該当する活動なし 

4.1 環境地図を作成す
る。  

 • 本体期間以降も継続中。 
• 本体期間に引き続き、環境調査活動が継続的に実
施されているが、環境地図は更新されていない。

  

4.2 モニタリング計画を
策定する。 

 • 本体期間に引き続き、更新中。 
• モニタリング領域を鉱山廃水に加えて、県当局の
要請により、温泉水や飲料水源等の一般環境水に
まで拡大している。 

• これらのモニタリング計画は、随時更新されてい
る。 

  

4.3 水理構造モデルを構
築する。 

 • 水理構造モデルに基づいて理解できるようになっ
ている。 

• 独自に水理構造シミュレーションができるレベル
にはない。 

  

4.4 データ管理システム
を運用する。 

 • 本体期間以降も継続中。 
• GIS、水理構造シミュレーション等のソフトウェア
は継続的に使用されているが、更新の時期を迎え
ている。 
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成果5.  C/Pが鉱業廃水処理技術を習得する。 

運営管理 環境調査 化学分析 廃水処理 
活動項目 凡例 ●：既に予定の活動を完了。 △：現時点では活動は未完了だがプロジェクト終了までに完了する予定。 ▲：プロジェクト終了までには

完了不可能。 －：該当する活動なし 
5.1 バッチ試験器、連
続式中和試験設備を
設置する。 

   • 本体期間で実施済み。 
 

5.2 廃水処理技術に関
する講義を実施する。 

   • 本体期間で実施済み。 
• 試験設備を用いた実廃水の中和処理ができるととも
に、コストダウンを意識した改良が行われつつあ
る。 

5.3 バッチ試験器、連
続式中和試験設備に
よる実技指導を行う。 

   • 本体期間で実施済み。 
• 技術のコスト及び投入先の選定/獲得が課題である。 
 

5.4 ポトシの酸性鉱業
廃水処理計画を作成
する。 

  

－ 

• 本体期間で実施済み。 
• ポトシ県北部のコルケチャカ鉱山の酸性水処理プラ
ントの基本設計の提案と環境モニタリングを2008
年末から実施中である。 

• 廃水処理プラントの詳細設計、建設に進むには資
材・人員等が不足している。 

• 実廃水処理法は、中和のみならず有害重金属やその
他成分の処理も含んでいるため、化学分析分野との
連携を図っている。 
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 成果6.  ポトシの鉱業環境行政の指針が提言される。 

運営管理 環境調査 化学分析 廃水処理 
活動項目 凡例 ●：既に予定の活動を完了。 △：現時点では活動は未完了だがプロジェクト終了までに完了する予定。 ▲：プロジェクト終了までには

完了不可能。 －：該当する活動なし 
6.1 日本の公害防止行
政の概要を紹介する。 

• 本体期間で実施済み。 
• 鉱害防止行政上、必要な法令は、多岐にわたる。
閉山法、環境影響評価法等についても一層の理
解が必要である。 

   

6.2 鉱害防止技術の概
要を紹介する。 

• 本体期間で実施済み。 
• 引き続き、セミナーや学会発表での成果物が国
や県の行政機関との会合で配布されている。

   

6.3 プロジェクトの活
動報告書、C/Pの報告
書を作成する。 

• 本体期間で実施済み。 
• 引き続き、セミナーや学会発表での成果物が国
や県の行政機関との会合で配布されている。報
告書等は、付属資料7「延長期間におけるCIMA
活動成果」参照。 

   

 
 
 成果7.  選鉱生産性向上技術が提案される。 

運営管理 環境調査 化学分析 廃水処理 
活動項目 凡例 ●：既に予定の活動を完了。 △：現時点では活動は未完了だがプロジェクト終了までに完了する予定。 ▲：プロジェクト終了までには

完了不可能。 －：該当する活動なし 
7.1 現選鉱場の技術的
問題を把握する。 

 
 

  • 技術的問題は、本体期間
で短期専門家指導により
既に把握している。 

7.2 選鉱生産性向上の
ための対策を検討す
る。 

   • 浮遊選鉱法等の精鉱回収
技術の改良が鉱山学部と
の協働で継続的に行われ
ている。 
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 成果8.  鉱山環境保全のための広報・啓発活動が行われる。 
運営管理 環境調査 化学分析 廃水処理 

活動項目 凡例 ●：既に予定の活動を完了。 △：現時点では活動は未完了だがプロジェクト終了までに完了する予定。 ▲：プロジェクト終了までには完了不
可能。 －：該当する活動なし 

8.1 技術情報
を含む広報誌
を発行する。

• 本体期間に引き続き、開催された広報セミナーの成果を掲載し
た広報誌が配布され、活発な啓発活動を実施している。 

 

   

8.2 セミナー
を開催する。

• 広報セミナー開催数は、通算7回で平均年2回以上を達成してい
る。 

• 2007年11月18日、県環境セミナー開催 
• 2008年1月16日、選鉱組合に対するシアン廃水のセミナー開催
• 2008年1月17日、COMIBOLに対する廃水処理プラント建設につ
いてプレゼンテーション 

• 2008年2月15日、ラボ再開所式における技術発表会 
• 2008年6月11日、CIMA活動のテレビ収録 
• 2008年7月28日、オクラホマ大学との共催で鉱山廃水処理とモ
ニタリング研修セミナー開催（～8月1日） 

• 2008年11月6日、「ポトシの水質」に関する技術セミナー 
• その他、トーマス・フリアス自治大学ほか、多くの見学者に対
してラボ分析室の広報活動を実施 

• 2008年11月末より、広報のためのP/Jのホームページを大幅に改
訂後、再開した。 

   

8.3 プレスリ
リースを実行
する。 

• 延長期間では、C/P自ら取得した環境情報・水質データをTV、
地元紙にリリースした。 

 

   

その他 • ピルコマヨ川流域3国委員会の活動は2007年末に終了し、その
後の活動のフォローはボリビアの関係する3県が引き継いでい
る。2007年10月18日にポトシ市における3国委員会の終了時の
参加型セミナーに参加した。ポトシ鉱山に廃滓堆積場が整備さ
れたことで水質がよくなったが、今後も上流域を中心として
CIMAは引き続き水質検査を実施していくことが双方で了解さ
れている。 
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 ４－２－４ 延長期間における活動成果の達成状況 
活動成果1及び3の各項目は、2007年2月の終了時評価及び第10回JCCで合意されたM/Mの別添資料による。 

 
延長期間における活動成果の達成状況 

活動成果 
（PDM及びM/Mのアウトプット） 

評価 達成又は未達成の状況 経過（達成又は未達成の要因） 
成果物等 

（どの段階まで達成できたか）
1.1 自立発展計画実施に向
けた最も現実的新組織体制
の選択/決定 

○ 

2007年10月のJCCで提案されたた自立発展
計画案報告書のなかで推奨された「新組織
IBIMAを大学機関として発足させる最適
案」については、その後県と大学によって
検討されず、承認が先送りとなった。この
ため2008年12月の運営指導調査団からの要
請により第14回JCCにおいて新組織IBIMA
設立に向けた法案準備、組織発展計画調査
の実施が約束され、P/J延長期間内に新組織
体制の選択/決定の達成は可能となった。 

 

成果項目1 
「センター
の組織が確
立される」

1.2 自立発展計画の具体的
実施と2008年12月31日まで
の新組織設立 
 
IBIMA成立までの予定（2008
年12月8日M/M記載） 
同年12月19日 ①法律、②
技術、③財政根拠報告書、
④法素案 
2009年1月31日 法案提出
同年3月10日 ⑤組織開発
調査最終報告書 
同年5月ごろ 法案成立見
込み 
同年6月ごろ 県令発令 

△ 

2007年10月にローカルコンサルタントによ
って提案された新組織設立に必要な法律制
定、組織計画の策定に必要な作業（具体的
なスケジュールに基づく）については全く
実施されていない。 
2008年12月31日までに新組織設立手続きの
ための法素案作成は不可能となった。 
2008年12月のJICA運営指導調査において新
組織設立のための自立発展計画書（附属書
も含む）作成指導により、2009年2月20日ま
でに作成のうえ、JICAボリビア事務所に提
出することとなった。 
自立発展計画書案が、大学側から終了時評
価期間中の同年3月10日にJICAに提出さ
れ、新組織IBIMA設立への道筋が明らかに
なった。 
達成見込みである。  

 
 

2008年1月より活動を開始する予定の準
備委員会が発足せず、新組織設立に必
要な法律制定、組織計画の策定作業に
必要なコンサルタント委託費用は度重
なるJICAからの要請にもかかわらず県
知事から却下された（この課題はJICA
の提案であり、JICAが責任を負うべき
であるという考えを変えていない）。 
県知事は、2007年10月の自立発展計画案
報告書では不十分であり、引き続き
JICA負担で検討を継続すべきとの考え
方を変えていないことがローカルコン
サルタント委託の遅れの原因である。
新組織IBIMAを大学機関として発足さ
せる考え方に対しては県知事自身が消
極的である。 
新組織IBIMAの受け皿となる大学側も、
大学会議の混乱で正式な学長選挙が延
期になり、責任者不在の状況が長期間
続いた。 
2008年12月の運営指導調査以降、大学側
タスクフォースにより自立発展計画書
案作成作業が精力的に行われた。 

自立発展計画案報告書
（2007年10月） 
JICA予算、ローカルコンサ
ルタント委託 
定款（案）は上記報告書に
含まれる。 

 
マーケット調査報告書
（2008年3月） 
県予算、ローカルコンサル
タント委託 

 
IBIMA設立のための法案と
付属文書 

 
IBIMAの組織発展計画調査
報告書 
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3.1 ラボの拡張工事の完成
と資機材の安全・適正な配置

○ 

ラボの拡張工事は2007年11月に完成し
CIMAに引き渡され、資機材についても配
置された。拡張部分における活動も開始さ
れた。 
大学予算で計画されたラボの再拡張工事
（ガスクロマトグラフと微生物分析室）は
2009年1月より始まりP/J延長期間内に終了
予定。 
大学予算で購入されたガス排気装置の設置
作業は2008年12月に完了し、ラボの変圧器
も2009年2月に設置工事が完了した。しかし
ながら、配線工事の不備によりガス排気装
置ほかが満足に使用できないことが判明、
大学予算により追加工事を要請している。 
2008年度の県予算のうち試薬、備品、スペ
アパーツなどラボ運営に係る予算執行が遅
れた（2009年2月に約半分が納入された）。 
P/J終了までに達成見込みである。 

排気装置、電源変圧器の設置工事の遅れ
は大学の予算執行の遅れと電気工事業
者の不慣れが原因。 
知事や学長に何度も要請を繰り返した
が、県、大学の2007年及び2008年度予
算執行手続きに時間がかかり、実際の
手続き・作業に時間を要した。 
ラボ用資機材の一部は納入業者に在庫
がない場合が多く、海外からの輸入に
時間がかかり調達できない場合が多
い。 

 

ラボの完成工事写真 
資機材配置状況の写真 

3.2 C/Pの技術レベルの把握
と技術研修・指導計画の実施

△ 

C/Pの技術レベルはおおむね把握され、作成
した研修・指導計画に従い、日本人短期専
門家による技術移転やチリへの第三国研修
が実施された。 
延長期間開始時在職していたラボ職員のう
ち4名が2008年前半に相次いで退職し、5名
が新規採用されたが大幅な戦力ダウンとな
り、2008年7月以降は研修・指導計画に支障
が出たため、研修・指導計画を何度も作り
変える必要があったが、おおむね達成であ
る。 
ガスクロマトグラフの国内研修計画は、未
達成である。 

退職したラボ職員は日本人専門家から
指導を受け分析機材操作に習熟した分
析技術者である。退職の理由は、CIMA
の雇用条件が年間契約で給与条件もよ
くないこと、CIMA所長の指導への反発
など（政党色が強い）、CIMAの将来性
に不安があって退職したと推測され
る。 
予定したガスクロマトグラフ研修費用
の支払いを県が却下したため。 

 

C/Pの技術レベル評価表と
研修・指導計画表、ラボ機
能図等 

 
 

成果項目3 
「 C/Pが化
学分析技術
を 習 得 す
る」 

3.3 機材運転マニュアル・ラ
ボ管理に係る各種資料を含
めた指導済み技術項目の整
理 

○ 

日本人専門家の指導によりラボの機材操作
マニュアルは順次更新されている。内部標
準操作手順書（SOP）については分析項目
ごとに延長期間中に16冊作成された。本項
目の達成は可能である。 
21項目について精度管理を実施。 

本項目はプロジェクト延長期間終了ま
で継続して実施する必要がある。プロ
ジェクト終了までに68項目の分析方法
（SOP）と今後分20機種を超える機材運
転マニュアルが整備される予定であ
る。 

主要機材の機材運転マニュ
アルは整備済み 
分析サービスを実施中の
SOP 
精度管理報告書 
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3.4 優先技術移転指導6項目
について技術移転を実施（優
先指導項目：鉱石分析、土壌
分析、シアン・重金属分析、
廃水処理、環境水分析、微生
物分析） 

○ 

日本人専門家による指導により廃水処理、
環境水及び微生物分析の技術移転は完了し
た。 
鉱石分析、土壌分析、シアン分析について
は、チリへの研修は実施した。排気装置や
一部の試薬類の予算執行・入手が遅れたこ
とが原因で、実試料による試験を実施して
いないが、電気工事完了とともに実施可能。
上記のことから本項目は達成可能。 

 

県と大学の予算執行の遅れによる排気
装置等の機材設置工事や試薬購入の遅
れが原因である。 

 

分析マニュアル 
研修レポート 
試験データ 
チリ鉱業エネルギー省地質
鉱山局（SERNAGEOMIN）
への研修派遣報告書 
日本人専門家の投入計画と
報告書 
化学分析ラボの年間活動計
画 

3.5 C/Pの技術習得レベルの
モニター・評価手法の確立

○ 

2007年9月より、C/Pの技術レベルに関して、
各人の月ごとの作業計画と報告を提出させ
ることで、技術レベルのモニター、評価を
行っている。 
2008年5月より、ラボの機能面からみた評価
マトリックスで技術習得レベルのモニタ
ー・評価を実施中である。 
上記のことから本項目は達成されている。 

経験豊富なラボ職員の退職によりラボ
の技術レベルは低下している。現在ラボ
職員の半数以上が新人職員（1年以下）
で評価には時間を要し、現時点での評価
とそのフォローアップは難しい。 

評価マトリックス 
 

3.6 維持管理システムの確
立 

△ 

ラボの資機材と試薬の管理台帳整備、品質
管理、受注管理等の維持管理システムにつ
いては確立されつつある。 
効率的には機能していないものの、進捗が
みられ、達成可能である。 

ラボの経験豊富な分析技術者の退職に
よってラボ運営管理機能は低下してい
るものの、習熟に伴って向上すると期
待される。 

 

資機材管理台帳 
試薬管理台帳 
受注管理システム 
分析サービス料金表 

3.7 国際認証ISO17025取得
を目指した戦略検討 

△ 

2007年9月に国際認証ISOを取りまとめたラ
ボ職員が退職し、作成したISO関連資料を
持ち去ったが、2008年11月にこれを取り戻
した。 
現在、認証取得を担当できるラボ職員がい
ないなかで、ISO認証取得準備のためSOP
（マニュアル）の整備をラボの戦略として
実施している。 
本項目は、進行中であり、達成可能である。 

 

国際認証ISO取得に必要な知識、経験を
もつラボ職員の退職が達成を困難にし
た。 
3.1から3.6の内容は、そのままISO認証
取得に必要な一般要求事項と技術要件
準備に対応している。 

 

分析マニュアル（SOP） 
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 ４－２－５ 延長期間実施前提条件の達成状況 
実施機関によるローカルコストの執行状況改善、必要な資機材の発注から入手までの期間短縮を目的とした独自銀行口座の開設、資機

材の利用状況等について検討した。プロジェクトユニットであるCIMAは法人格を有することができない。ボリビアでは、法人格をもたな
い団体は銀行口座を開設できないため、新組織IBIMAを設立し法人格をもたせるため、主に次の手続きが必要となる。「①法素案・自立発
展計画・県と大学の協定書を作成し、②国会へ提出し、下院・上院の承認を得、③IBIMA設立について法の公布」となる。現在は、①の段
階であり独自の銀行口座を開設する見通しが立った。技術移転未達成項目の技術指導のために必要な資機材は、2007年度及び2008年度の
県と大学予算により購入予定であるが、タイムリーに執行されていないため、ラボ搬入は2009年2月以降になった。 

 
前提条件（整備目的） 評価 達成又は未達成の状況 達成又は未達成の要因 

独自銀行口座の開設に代わるものとして、①県によるCIMAプロジ
ェクトのための小口現金（金庫）の開設（1,000Bs以下）、②大学
による特別会計（銀行融資）の活用（大学の許可が必要）、③分析
サービス収入を元にしたCIMAの特別口座に開設（県と大学へ交渉
した）、等の3つの方法で今後対処する方針であったが、これらの
オプションが実際には全く機能しないことが判明した。 

左記の3つのオプション実施のための、県又は大学に
よる認可手続きには時間がかかり、緊急に必要な物
品購入には実用的にみても全く役立たないことが判
明した。 

 

（1）CIMAの独自銀行口座の
開設（円滑かつ柔軟なプロジ
ェクト運営のために） 

△ 

新組織IBIMA設立の見通しが立ったことから、IBIMA設立後、独
自口座を所有できる見通しである。達成の見込みである。 

法素案及び付属文書が作成され、新組織IBIMA設立に
向けて承認のための準備が始まった。 

事業予算については、企画開発省公共投資対外資金調達副大臣官
房（VIPFE）で承認された後、県と大学を通してCIMAへ直接下り
るのではなく、予算に沿った費目ごとにCIMAが県と大学に対して
予算執行手続き（申請）を行うシステムとなっているため、CIMA
の独自銀行口座における管理は実現していない。 

CIMAが法人格を有しないため法制度的な制約によ
り独自銀行口座を使って事業予算を独自に管理でき
ないことが判明した。 

 
 

（2）プロジェクトに必要な
予算のタイムリーな執行の
ために、事業予算については
その承認後にCIMAの独自銀
行口座にて管理 

△ 

新組織IBIMA設立後、独自口座を所有できる見通しのため、独自
の銀行口座で管理できる。達成の見込みである。 

新組織IBIMAの成立後、承認後に銀行口座を開設する
見通しである。 

（3）JICAより供与した資機
材の適正な維持と活用 

○ 

化学分析ラボに関する限り、JICAより供与した資機材はおおむね
適正に維持管理されている。 
一部分析項目の技術移転のために供与された未使用機材を使用す
る予定。全体としてほぼ達成。 

技術移転スケジュールの大幅な遅れ（この原因は先方
機関の予算執行の遅れによる排気装置、試薬調達、
研修実施等の遅れ）が、供与した資機材の適正な維
持と活用を妨げている。 
ガスクロマトグラフの活用は、作成した「活用計画」
どおりには進捗せず、上記理由で大幅に遅れている。 
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（4）技術指導に必要な化学
分析分野の資機材の準備 

△ 

技術移転未達成項目の技術指導のために必要な資機材は、2007年
度及び2008年度の県と大学予算により準備している（一部は調達
済み）。ガス排気装置の設置工事、試薬、パーツ類の購入調達が2009
年2月にずれ込み、執行率も半分に低下したため、分析技術指導に
必要な資機材の準備は一部未達成であるが、P/J終了までには達成
見込みである。 

同上 

（5）作成した技術指導計画の
対象としたC/Pの維持・確保 

× 

化学分析ラボの職員は延長期間開始時には確保されていたが、
2008年に入り5名が退職したため、技術指導計画に齟齬を来してい
る。 
2009年1月に入りベテランのラボ職員1名が退職。ベテランC/Pの維
持確保は難しい。 

退職したラボ職員は日本人専門家から指導を受けて
分析機材操作に習熟した分析技術者。退職の理由は、
CIMAの雇用条件が年間契約で給与条件もよくない
こと、CIMA所長への反発、CIMAの将来性への不安
等が原因とされる。 

 
 ４－２－６ 優先課題の達成状況 
先方から要望されている優先課題への対応状況を下記表において分析評価した。PDM2.0に記載された排水基準項目はフェノール類を除

き、すべて分析可能レベルに達している。試料形態別に達成状況をみると、本体期間では分析可能な試料は水試料のみであったが、延長

期間では、鉱物や土壌などの固体試料、環境水質基準項目についても定量分析可能なレベルにある。評価時点で未達成となっている分析

項目は、有害ガスを発生する可能性のある試料のみとなっている。ラボのインフラ整備の完了により、終了時までにはすべて達成される

見込み（評価欄に○で表示）である。 
 

延長期間における技術移転の優先課題の達成状況と今後の対策 
優先
課題 

技術移転の対象分野 評価 現状と課題 今後の対策 

1 

鉱物及び廃滓の重金属分
析、稀少金属分析（容量
分析 -機器分析、AA、
UV-VIS使用）8項目 

○ 

優先課題1及び2については、2008年8月から1ヵ月、チリ鉱業エネル
ギー省地質鉱山局（SERNAGEOMIN）にて研修を実施した。 
排気装置の電気配線工事の不良、一部の試薬類、スペアパーツ入手
の遅れにより、一部分析項目の技術移転は実施されていない。 
不足資機材、未着試薬は2月26日までに調達見込みである。亜鉛、
銅以外の項目においては資機材、消耗品を再度購入する必要があ
る。 
P/J終了までに達成可能。 

2月26日までに応急処置の配線工事が行われ1台の
排気装置が稼動可能になる予定。整備完了は、施
設再拡張工事が完了する3月末になる見込み。これ
以降、優先課題1～3の項目の指導をOJTで実施予
定。 
2月26日の試薬到着後に亜鉛、銅の分析指導を開始
する見込み。他の項目に関しては必要資機材リス
トを基にCIMA所長を通して県や大学に購入する
よう要求する。 

2 

土壌中の重金属及び全窒
素、全リン、カリウムの
分析（AA、ケルダール法
蒸留装置、分光光度計を

○ 

土壌（溶出、9項目）の重金属については分析可能である。達成済
み。 
全窒素・土壌（含有、6項目）の重金属に関しては、分析可能であ
る。 

CIMA所長を通して大学側に購入要求している。一
時的にCIMA廃水処理部門で未使用のホットプレ
ートで対応する予定。 
土壌（含有）の重金属6項目、全リン（公定法以外）
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使用） 増設した設備に必要な電気容量不足により排気装置は現在稼動で
きないが、3月末までには稼動する見込みであり、順次指導を実施
する予定。達成見込みである。 
前処理に必要なホットプレートが大学の2008年度予算で購入され
ていない。 

については分析可能となっている。 
必要資機材リストを基にCIMA所長を通して県に
購入するよう要求する。 

3 

鉱山廃水中のシアン分析
（蒸留法、Hachイオンメ
ータ） 

○ 

遊離シアンのみCIMAラボで分析サービス可能である。 
増設した施設の電気容量不足により排気装置は現在稼動できない
が、3月末までには稼動する見込みである。これに伴って全シアン
は分析可能となる。 
12月末に県予算で発注したが、必要な資機材が含まれていないた
め、再度購入する必要がある。 
排気装置の稼動・試薬類入手を待って指導を行う予定であり、達成
可能である。 

排気装置の稼動待ち。 
排気装置がすべて稼動可能になるのは、施設再増
設工事の完了時点である3月末になる見込み。 
必要資機材リストを基にCIMA所長を通して県に
購入するよう要求する。 

4 
廃液処理（島津DP-50N） 

○ 
担当職員によりラボ廃液処理が定期的に行われている。達成してい
る。 

達成度100％ 

5 
水質分析（COD、BOD、
DO、ほか） 

○ 
日本人短期専門家（化学分析）の第1次派遣により技術移転は完了
した。 

達成度100％ 

6 

微生物分析（オートクレ
ーブほか、大腸菌類） 

○ 

日本人短期専門家（化学分析）の第1次派遣により技術移転は完了
した。 
（試薬が異なるだけで大腸菌、糞便性大腸菌の分析操作は変わらな
い） 
糞便性大腸菌の不足試薬は12月に県が発注し2月26日までに調達見
込み。 

達成度100％ 
試薬納品後に3月末までに分析可能となる見込み。 

 
 ４－２－７ 未使用機材の活用ほか 

延長期間で指定された優先利用機器類はガスクロマトグラフ装置及びその他であるが、短期専門家（化学分析）により使用可能な状態

にほぼ整備された。C/Pは、農薬7項目のSOPを作成中であり、他の有機化合物の標準試料の準備と電気工事が完了すれば、独自に分析を実
施できる状態にある。以上のことから、プロジェクト終了までにおおむね達成可能と評価される。 

 
優先
順位 

技術移転の対象 
機器 

対象分析項目 
・用途 

現状と課題 達成度、今後の対策 

1 

・ ガスクロマトグ
ラフ 

1. 環境水質基準項
目（揮発性有機化合
物及び有機塩素系
農薬） 
2. 排水基準項目

日本人短期専門家（化学分析）の2008年度第1次、第2次派
遣により機材本体の調整、基本的な分析技術移転は完了し
た。 
排気装置の設置は完了したが、増設した施設の電力不足に
より現在稼動できない。 

2月8日までに大学側が変圧器を設置して問題が
解消される見込み。 
電気工事の完了を待って、分析指導を開始する予
定。 
不足資機材リストを基にCIMA所長を通して県や



 

－
47－

 

（フェノール類） 前処理で使用するロータリーエバポレーターの使用に必
要なアスピレーターが不足している。 
12月末に県予算で発注したが、必要な資機材が含まれてい
ないため、再度購入する必要がある。 

大学に購入するよう要求する。 
標準物質を用いた基本的な分析技術の指導は完
了。 
農薬７項目のSOPを作成中。 
資機材及び電気工事が完了すれば、C/Pは専門家
の指導なしでも分析できるレベルにある。おおむ
ね達成。 

2 

・ 蒸留水装置 
・ シェーカー 
・ 還流装置 
・ オートクレーブ 
・ クリーンベンチ 
・ ガラス器具洗浄

装置 
・ ロータリーエバ

ポレーター一式 
・ 濁度計COD計 
・ 油分濃度計 

試料前処理用ほか 日本人短期専門家（化学分析）の2008年度第1次、第2次派
遣により、ロータリーエバポレーター一式及び油分濃度計
以外の資機材の設置、調整、技術移転は完了した。 
ロータリーエバポレーターに関して必要なアスピレータ
ーが不足している。 
油分計に関しては必要な追加試薬が調達できたので今回
の派遣で指導完了見込みである。 

必要資機材リストを基にCIMA所長を通して県に
購入するよう要求する。 
おおむね達成した。 
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４－３ 成果の指標の達成状況 

 （1）延長期間における指標達成状況 
化学分析分野のキャパシティが著しく向上したことにより、環境調査部門や廃水処理部門の

パフォーマンスが大幅に改善された。すなわち、わずかな分析項目のみ分析できるレベルにと

どまっていた本体期間終了時評価時点と比較すると格段に改善され、多数の報告書、セミナー

発表、機材取扱マニュアル、国際認証に向けた内部SOPの準備等、多くのプロジェクト成果を
生み出すに至っている。これらの成果レベルは、本体期間ではみられなかったものである。さ

らに、これらのドキュメント管理技術も大幅に改善された。 
成果1及び3は延長期間における技術移転対象であり、詳細に記載した。その他の成果は本体

期間の終了時評価により、指標を達成しているとされたが、ここでは本体期間終了時評価以降

の活動経過を調査する目的で、あわせて状況を記述した。 
 

各成果の指標達成の進捗度は下記5段階の基準により評価した。 

グレード5 グレード4 グレード3 グレード2 グレード1 

【順調に計画どおり

達成可能】 

アウトプットの達

成は計画どおりに進

んでいる。PDMの指

標はプロジェクト期

間内に確実に達成可

能。 

【やや遅れているも

のの達成可能】 

アウトプットの達

成は計画よりやや遅

れているものの、

PDMの指標は追加

投入なしにプロジェ

クト期間内に達成可

能。 

【短期的な追加投入

をもって達成可能】

アウトプットの達

成は計画より明らか

に遅れている。PDM

の指標は追加投入や

内部条件の解決など

の短期的対策を講じ

れば、プロジェクト

期間内に達成が可

能。 

【達成は困難。中期

的な対策が必要】 

アウトプットの達

成は計画よりかなり

遅れている。PDMの指

標は追加投入や外部

条件の解決を行って

もプロジェクト期間

内達成は困難で、本質

的な問題解決のため

の中期的対策が必要。 

【達成はほぼ不可

能。長期的かつ本質

的な問題解決が必

要】 

現アウトプットの

達成において致命的

な困難に直面してお

り、本質的で問題解

決のための長期的な

対策が必要。 

 
各記号の意味は次のとおり。 
●：指標上のポジティブな成果、△：現時点では未達成だがプロジェクト終了までに達成見
込みの課題、▲：プロジェクト終了までに達成が困難な課題、○：プロジェクトの活動によ
らない外部の要因により達成されたポジティブな成果。 

 
成果1 

アウトプット 指 標 達成状況 
達成度の 

グレード 

1. センターの

組織が確立され

る。 

 

 

 

 

 

1.1 管理部門がプロジェ

クト期間中、継続して配

置される。 

• 機材の調達、センターの維持管理などの業務を

遂行するC/Pは現在ただ1人。 
 
管理部門のメンバー数 

FY MS AA ST DR Total 

2007 1 1 1 1 4 

2008 1 1 2 2 6 

2009 1 1 1 1 4 
MS：総務係、AA：管理助手、ST：秘書、DR：運転手 

5 
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  • 管理運営業務を扱う人員の安定配置はラボ運

営の安定に必要。 

 

配置人員の増減 

FY MS AA ST DR Total 

2007 - - - - - 

2008 1 +1, -2 +1 +2, -2 0 

2009 1 0 0 0 0 

計 0 -1 1 0 0  

 

1.2 技術移転の相手とな

るC/Pが確保される。 

• 環境モニタリング及び廃水処理部門では、人員

変動は1人のみで作業安定性を保持。 

 

C/Pの現員数 

FY PM ER WT CA 計 

2007 1 2 3 6 12 

2008 1 2 3 11 17 

2009 1 2 2 7 12 
PM：プロジェクト・マネージャー、EM：環境モニ 
タリング、WT：廃水処理、CA：化学分析 

 

C/P数の変動  

FY PM EM WT CA 計 

2007 - - - - - 

2008 0 0 -1 +6,-5 0 

2009 0 0 0 0 0 

Total 0 0 -1 +1 0  

5 1. センターの

組織が確立され

る。 

1.3 プロジェクト運営の

ための予算計画が策定さ

れる。 

ボリビア側現地経費額（単位Bs） 

FY 承認額 執行額 執行割合 

2007 2,810,082 1,567,583 55.78％ 

2008 3,330,323 1,521,325 45.67％* 

2009* 2,959,800 - -  ％ 
*ポトシ県のみ 
 

▲ 現地経費の執行が遅れることが多い。 

4 

 1.4 持続開発企画省・環

境天然資源森林開発次官

室を議長とするJCCが年1

回開催される。  

 

 

 

 

● JCCは年1回以上開催され、2008年までに14回

開催されている。 

 

JCC開催数 

年度 JCC開催回数 場 所 

2007 4 ポトシ 

2008 2 ポトシ 

2009 （2）（予定） ポトシ 
    

5 
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1.5 センターの自立発展

計画（新組織の法人登録

手続き、財務計画など）

をプロジェクト開始後4

年以内に作成。 

● IBIMA自立発展計画案提出が大幅に遅れてい

たが、設立のための法素案が2009年3月10日に

JICAへ提出された。 

5  

1.6 技術移転モニタリン

グが定期的に実施される。

● 環境調査、廃水処理、化学分析の3分野で技術移

転モニタリングが半年に1回実施されている。 

5 

 
成果2 

アウトプット 指 標 達成状況 
達成度のグ

レード 

2.1 必要な資機材を

遅滞なく調達する。 

● 本体期間においてCIMAの活動に必要な機器類は搬

入された。 

△ 延長期間に入っても排気装置、電気設備等のラボイ

ンフラ整備が大幅に遅れた。 

● 機材の調達、センターの維持管理などの業務を遂行

するC/Pは現在ただ1人であり、不足。 

△ 分析機器類、機器分析用資機材（スペアパーツ類）

がおおむね整備された。 

4 2. センターの

活動に必要な

設備・機材が整

備される。 

2.2 資機材の良好な

稼動状況が維持され

る。 

△ 調達された機器類の稼動状況が改善されつつある。 

△ データ解析や資機材管理事務に使用されるパソコ

ンはウイルスに感染しているものが多く、可及的か

つ速やかなメンテナンスが必要である。 

4 

 
成果3 

アウトプット 指 標 達成状況 
達成度のグ

レード 

3.1 分析機器、装置、

設備が設置される。 

● 本体期間での達成済み指標。 

● 試料前処理室と分析室の間仕切り工事が完了し、分

析装置を適正に設置した。 

△ 排気装置の設置、電気配線、電気容量の確保等、一

部未完成部分はあるが、ほぼすべての分析項目が高

い分析精度で分析できるインフラが実験室の拡張

工事により整った。 

4 3. C/Pが化学分

析技術を習得す

る。 

3.2 化学分析基礎技

術が習得される。 

● 本体期間での未達成指標。 

△ 専門家の指導の下、①高濃度廃水中の有害物質測

定、②重金属分析、③試験廃液の処理、④土壌廃棄

物の評価分野での基礎技術移転がほぼ完了。 

● ラボ実験排水処理用装置を設置し、1ヵ月に1回処理

が行われている。 

● 技術移転を受けたC/Pは着実に技術を習得し、部下

に指導するまでになっている。 

● 移転した化学分析技術の維持・継承を図るため、各

業務を2人が担当する。 

4 
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成果4 

アウトプット 指 標 達成状況 
達成度の

グレード

4.1 ポトシの環境地

図が開始後3年以内に

作成される。  

● 本体期間での達成済み指標。 

● 本体期間に引き続き、環境調査活動が継続的に実施

され、環境地図は更新されていない。 

5 4. C/Pが環境調

査技術を習得

する。 

 4.2 ポトシ鉱山廃水

に対する環境モニタ

リング計画が開始後3

年以内に策定される。 

● 本体期間での達成済み指標。 

● 鉱山廃水に加えて、その活動領域を温泉水や飲料水

源等の一般環境水にまで拡大している。 

● 成果は、セミナーや多数の報告書としてまとめられ

ている。 

● これらのモニタリング計画は、随時更新されてい

る。 

5 

4.3 水理構造モデル

が開始後4年以内に構

築される。 

● 本体期間での達成済み指標。 

△ 水理構造モデルに基づいて理解できるようになっ

ているが、独自に水理構造シミュレーションができ

るレベルにはない。 

 

4  

4.4 モニタリングデ

ータ管理に必要な設

備・機器が設置され、

ソフトウェアの利用

が開始後5年以内にで

きるようになる。 

● 本体期間での達成済み指標。 

△ GIS、水理構造シミュレーション等のソフトウェア

は継続的に使用されているが、更新の時期を迎えて

いる。 

4 

 
成果5 

アウトプット 指 標 達成状況 
達成度の

グレード

5.1 バッチ試験器、連続式

中和試験設備が設置され

る。 

● 本体期間での達成済み指標。 

 

5 

5.2 バッチ試験器、連続式

中和試験設備の運転及び

試験データの解析を通じ

て、最適処理条件が開始後

5年以内に設定される。 

● 本体期間での達成済み指標。 

● 試験設備を用いた実廃水の中和処理ができる

とともに、コストダウンを意識した改良が行わ

れつつある。 

5 

5.3 鉄酸化バクテリア技

術が習得される。 

● 本体期間での達成済み指標。 

● 技術のコスト及び投入先の選定/獲得が課題で

ある。 

5 

5. C/Pが鉱業廃

水処理技術を

習得する。 

5.4 ポトシの酸性鉱業廃

水処理計画が開始後5年以

内に設定される。 

● ポトシ県北部のコルケチャカ鉱山の酸性水処

理プラントの基本設計の提案と環境モニタリ

ングを2008年末から実施中である。 

● 廃水処理プラントの詳細設計、建設に進むには

資材・人員等が不足している。 

 

5 
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● 実廃水処理法は、中和のみならず有害重金属や

その他成分の処理も含んでいるため、化学分析

分野との連携が今後重要になる。 

● ポトシ市南部のクムラナ鉱山の廃水処理に関

する技術協力を実施している。 

 
成果6 

アウトプット 指 標 達成状況 
達成度の

グレード

6.1 日本の公害防止行政

の概要を把握する。 

● 本体期間での達成済み指標。 

△ 鉱害防止行政上、必要な法令は、多岐にわたる。

閉山法、環境影響評価法等についても一層の理

解が必要である。 

 

4 6. ポトシの鉱

業環境行政の指

針が提言され

る。 

6.2 鉱害防止技術の概要

を把握する。 

● 本体期間での達成済み指標。 

△ 行政指導に資する鉱害防止技術の、より進んだ

理解が求められている。 

4 

 6.3 プロジェクトの活動

報告書、C/Pの報告書がポ

トシ県、プロジェクト監

督機関及び協力機関へ提

出される。 

● 本体期間での達成済み指標。 

● 引き続き、セミナーや学会発表での成果物が国

や県の行政機関との会合で配布されている。成

果物については付属資料参照。 

 

5 

 
成果7 

アウトプット 指 標 達成状況 
達成度の

グレード

7. 選鉱生産性

向上技術が提案

される。 

7. 環境コスト捻出のた

めの選鉱生産性向上策が

開始後3年以内に提示さ

れる。  

● 本体期間での達成済み指標。 

● 浮遊選鉱法等の精鉱回収技術の改良が継続的

に行われている。 

 

5 

 
成果8 

アウトプット 指 標 達成状況 
達成度の

グレード

8.1 技術情報を含む広報

誌が年に2回以上発刊さ

れる。 

 

● 本体期間での達成済み指標。 

● 引き続き、技術情報が発信されている。 

 

5 8. 鉱山環境保

全のための広

報・啓発活動が

行われる。 

8.2 セミナーが各年 2回

以上開催される。 

● 本体期間での達成済み指標であるが、本体期間

では施設の紹介レベルにとどまっていた。 

● 延長期間では化学分析技術の習得レベルの進

捗に伴い、環境調査、廃水処理、化学分析の各

分野における成果物が多数発表されるように

なった。 

5 
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 8.3 プレスリリースが各

年1回以上行われる。 

● 本体期間での達成済み指標。 

● 延長期間では、C/P自ら取得した環境情報・水

質データをTV、地元紙にリリースした。 

 

5 

 
 （2）外部条件 

アウトプットには、次の2つの外部条件があげられている。 
1）C/Pが継続して配置される。 
2）ローカルコストが年間を通じて遅滞なく確保される。 
最初の外部条件は、4-2-2に述べたように人数のうえではほぼ継続されている。しかし、延

長期間開始以後、特に2008年には技術訓練を受けたC/Pが離職し、新人に代わる世代交代が頻
繁に起こったため、技術移転指導の初期状態に戻って指導を始める場合がかなりの頻度で発生

した。これを避けるため、今後このようなケースが発生した場合に備えて1台の機材を複数の
C/Pが扱えるように訓練実績を積むよう指導方法を変更している。 
一方、ボリビア側のローカルコストによる消耗品の購入は、本体期間で考慮されていなかっ

たためか、発注から購入までの経費処理経験をC/Pは積んでいない。また、ここにいうコスト
は予算承認額ではなく、投入額（実績）であるので、未達事項にとどまっている。 
これら2つの外部条件が未達成であり、さらに優先課題1～3に係る試料の前処理設備として

欠かせない排気装置及び電源回りの工事が完了していない現状に対し、延長期間で技術指導の

遅延を最低限に抑えるための努力が払われた。すなわち、第三国研修による技術訓練の実施と

手元にある資機材・試薬を勘案した指導計画の練り直しである。化学分析項目の指導は個別指

導が可能なので、おおむね成果を達成できるよう項目によって指導期間を変更したうえで指導

する工夫がなされた結果として、当初設定の成果をほぼ達成しつつあることを指摘したい。 
 
４－４ 技術移転の達成度 

 各分野の技術移転でめざしていたレベルと現在の達成度は、下表のレーティングを用いて評価

した。この達成度表には、本体期間で評価対象となっていなかった成果の指標も含めるとともに、

本体期間での評価と比較できるように併記した。各指標の評価点は、本体期間の終了時評価調査

時点と比較して高くなっており、技術レベルが改善していることが確認された。 
 

技術移転達成度レーティング（評価基準） 

レーティング 内 容 

S プロジェクト終了までに、当初めざしていたレベルを大きく上回る。自力で更に上のレベル

の応用課題を遂行できる。 

A プロジェクト終了までに、当初めざしていたレベルを100％クリア。自力で当該課題を遂行

できる。 

B プロジェクト終了までに、専門家の部分支援により当該課題を遂行できるレベル。 

C プロジェクト終了までに、専門家の全面的協力により遂行できるレベル。 

D プロジェクト終了までに、専門家の支援があっても遂行が困難である。  
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技術内容（番号は対応するPDMの

アウトプットの指標） 

めざしていた技術レベル（C/P職

員がどのようなことができるよ

うになることをめざしていたか。

本体期間での設定を使用又は新

たにレベルを設定） 

終了時評価時点現在の達成状況 

（上表 S～Dのレーティング） 

【センターの組織確立】   

1.1 管理部門がプロジェクト期間

中、継続して配置される。  

● プロジェクト期間終了まで、交

代・配置換えなく同一の専任

C/Pが配置される。 

B 

兼任のC/Pが多く、交代も頻繁に起こっ

た。 

1.2 技術移転の相手となるC/Pが

確保される。 

● 同上 B 

同上 

1.3 プロジェクト運営のための予

算計画が策定される。 

● 予算申請時（各年9月）までに

策定され、100％執行される。

C 

1.4 持続開発企画省・環境天然資

源森林開発次官室を議長とする

JCCが年1回開催される。  

● JCCが年1回、開催される。 A 

1.5 センターの自立発展計画（新

組織の法人登録手続き、財務計画

など）をプロジェクト開始後4年

以内に作成。  

● C/P職員（CIMA所長、総務、経

理）が独自に年間計画を立案し

て、関係機関の財務部と交渉

し、作成できるようになる。 

 B（本体期間）→ B（延長期間） 

新組織IBIMA設立に必要な法案作成作業

が県と大学の協働作業によって行われ、

終了時評価時の2009年3月10日にJICAに

提出された。 

1.6 技術移転モニタリングが定期

的に実施される。 

● C/P自ら業務モニタリングがで

きるようになる。 

B 

【機材の設置と維持管理】   

2.1 必要な資機材を遅滞なく調達

する。 

● C/P職員が独自に資機材を調達

できる。 

C 

C/Pによる調達実績はない。 

2.2 資機材の良好な稼動状況が維

持される。 

● C/Pが専門家の指導によりスム

ーズに設置できる。 

● 資機材の検収ができる。 

● 維持管理はC/P独自でできる。

 A（本体期間）→ S（延長期間）  

投入された短期専門家により、未稼動又

は未使用資機材が設置され、操作方法指

導並びに維持管理指導が実施された。 

【化学分析部門】   

3.1 分析機器、装置、設備が設置

される。 

● 専門家の若干のアドバイスに

より機材の設置ができる。 

● 分析機器、装置、設備の検収作

業ができる。 

 B（本体期間）→ A（延長期間） 

本体期間で投入済み機材はすべてラボ建

物の改修工事の進捗とともに設置された

が、その後のラボ改修工事の進捗ととも

に専門家の指導によりおおむね適正に稼

動可能な状態に設置できた。 

 

3.2 化学分析基礎技術が習得され

る。 

● 優先課題の各項目の化学分析

の基礎が理解できる。 

● これら優先課題の各項目の化

学分析が精度よく分析できる。

 

1）鉱害防止関連法令等の把握： 

A（本体期間）→A（延長期間） 

2）試料採取・移送・調整・保管等の技術

習得： 

A（本体期間）→A（延長期間） 

3）重金属測定の標準分析方法の基礎解

説： 
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C（本体期間）→ B（延長期間） 

4）機器分析及び容量分析・重量分析： 

A（本体期間）→ A（延長期間） 

5）高濃度廃水中の有害物質測定： 

B（本体期間）→ B（延長期間） 

6）固体試料の重金属分析： 

C（本体期間）→ B（延長期間） 

7）分析及び試験廃液処理： 

C（本体期間）→ A（延長期間） 

8）土壌廃棄物等の汚染評価技術： 

C（本体期間）→ B（延長期間） 

3.3 分析を行う。 ● C/P独自で化学分析ができる。 1）水環境試料中の金属分析： 

A（本体期間）→ A（延長期間） 

2）鉱山廃水中の高濃度イオンの分析： 

A（本体期間）→ A（延長期間） 

3）固体試料の重金属分析（土壌・鉱石・

廃滓等）： 

C（本体期間）→ B（延長期間） 

4）土壌・鉱山廃滓汚染評価技術： 

B（本体期間）→ B（延長期間） 

5）分析試験廃液処理：  

C（本体期間）→ A（延長期間） 

6）その他生活環境項目分析：  

C又はD（本体期間）→A（延長期間）

7）依頼試料分析：  

B（本体期間）→ A（延長期間） 

8）SOP・マニュアル等の資料作成：  

B（本体期間）→ B（延長期間） 

 

【環境調査】   

4.1 ポトシの環境地図が開始後3

年以内に作成される。  

● C/P独自で現場での調査を実施

し、調査結果を基に環境地図を

作成できる。 

  A（本体期間）→ A（延長期間） 

4.2 ポトシ鉱山廃水に対する環境

モニタリング計画が開始後3年以

内に策定される。 

● 環境モニタリングシステムが

構築され、C/P独自でモニタリ

ング計画を策定できる。 

  A（本体期間）→ A（延長期間） 

4.3 水理構造モデルが開始後4年

以内に構築される。 

● C/Pが、水理構造モデル構築に

必要なデータを理解し、モデル

が作成され、結果が報告され

る。 

  A（本体期間）→ A（延長期間） 

4.4 モニタリングデータ管理に必

要な設備・機器が設置され、ソフ

トウェアの利用が開始後5年以内

にできるようになる。 

● モニタリングデータ管理に必

要な設備・機器が設置され、C/P

により必要に応じ適切に機器

が管理され、データベース、

GISソフトウェアを利用でき

る。 

  A（本体期間）→ A（延長期間） 
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【鉱山廃水処理】   

5.1 バッチ試験器、連続式中和試

験設備が設置される。 

 

● C/Pが専門家の指導により機材

を円滑に設置できる。維持管理

をC/P独自でできる。 

 A（本体期間）→ A（延長期間） 

5.2 バッチ試験器、連続式中和試

験設備の運転及び試験データの

解析を通じて、最適処理条件が開

始後5年以内に設定される。 

● 追加試験等をC/P独自で進める

ことができる。 

 

 A（本体期間）→ A（延長期間） 

5.3 鉄酸化バクテリア技術が習得

される。 

• 追加試験等をC/P独自で進める

ことができる。 

 A（本体期間）→ A（延長期間） 

5.4 ポトシの酸性鉱業廃水処理計

画が開始後 5年以内に設定され

る。 

● C/P独自で又はローカルコンサ

ルタントの若干の援助を得て

詳細設計まで作成可能。 

 B（本体期間終了までにA到達の予定）

  → B（延長期間） 

 

【環境行政指針】   

6.1 日本の公害防止行政の概要を

把握する。 

6.2 鉱害防止技術の概要を把握す

る。 

6.3 プロジェクトの活動報告書、

C/Pの報告書がポトシ県、プロジ

ェクト監督機関及び協力機関へ

提出される。 

● ポトシの鉱業環境行政の指針

に関する報告書がまとめられ、

プロジェクト実施関係機関に

配布される。 
 A（本体期間）→ A（延長期間） 

【選鉱技術】   

7. 環境コスト捻出のための選鉱

生産性向上策が開始後3年以内に

提示される。 

● 技術移転内容をC/P独自で選鉱

場に指導できる。 

● 現場条件に合致し、コストを考

慮した技術を提案できる。 

 A（本体期間）→ A（延長期間） 

【広報・啓発活動】   

8.1 技術情報を含む広報誌が年に

2回以上発刊される。 

 

8.2 セミナーが各年2回以上開催

される。 

8.3 プレスリリースが各年1回以

上行われる。 

● 各指標を満たす。 

● C/Pが独自に鉱山環境行政のた

めの広報・啓発活動において使

用するマテリアルを作成でき

る。 

● 活動を独自に企画・運営でき

る。 

 S（本体期間）→ S（延長期間） 
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４－５ プロジェクト目標の達成度 

 延長期間との比較のため、本体期間の終了時評価表を掲載した。 
 
 （1）本体期間における評価 
 

●：指標上のポジティブな成果、△：現時点では未達成だがプロジェクト終了までに達成見込みの課題、 

▲：プロジェクト終了までに達成が困難な課題、○：プロジェクトの活動によらない外部の要因により達成

されたポジティブな成果。 

プロジェクトの要約 指標 本体期間における達成状況 

1. ピルコマヨ川の

水質汚濁のモニタ

リングや解析が実

施される。 

【環境調査分野】  

● 流域内26ヵ所で年2回ずつの水質モニタリングが実施さ

れている。 

● 汚染マップ、水理シミュレーションモデルを運用する技

術的基盤はほぼ構築されている。 

● ポトシ県、AAPOS、EUのプロジェクトなどから、年間5

回程度の環境調査依頼を請け負って実施している。 

 

【化学分析分野】 

● 現状の建物の状況に合わせた、主要な機材の据え付けと

試運転は完了した。 

● 技術移転計画と組織案は完成し、これに沿って一部の技

術移転は既に完了している。  

● 水環境試料中の金属分析、高濃度イオンの分析について

は既にC/Pが独自に実施している。 

● 既に6つの分析手法を活用し、委託分析やCIMAの環境調

査のための分析や県天然資源環境局の委託分析を実施中

である。 

● 2008年10月ごろまでに6つの分析項目についてISO17025

の認証取得をめざしている。 

▲ 一部のインフラ整備が遅れており、実験室の構築が一部

未完成である。 

▲ 一部の重金属分析、試験廃液処理分析、土壌廃棄物の分

析、生活環境成分の分析などについての技術移転がまだ

完了していない。 

【プロジェクト目標】 

ポトシにおいて鉱業由来

の水質汚濁のモニタリン

グが強化されるととも

に、汚濁負荷削減のため

の技術開発・研究の実施

基盤が確立され、これら

の成果が行政に反映され

る。 

2. 鉱山事業所にお

ける効率的な選鉱

及び鉱山滲出水や

選鉱廃水の処理方

法が研究される。 

【選鉱効率の改善】 

● プロジェクトの技術移転の結果、C/P独自で選鉱場の現状

把握、各種の選鉱試験、選鉱生産性向上策の提案、財務

分析ができるようになった。 

 

【廃水処理】 

● 廃水処理試験：2003年1月からバッチ試験開始、2004年3

月から連続試験を開始し2005年7月、必要なデータを取り

込み、C/Pへの技術移転を予定どおり終了した。 
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● バクテリア酸化試験：2004～2006年度にバクテリア培養

試験から酸化連続試験まで実施、概念設計のためのデー

タ取得、概念設計作成、技術移転終了。 

● 現在、ポトシ地区鉱山系酸性廃水処理総合計画を作成中。

2007年6月に完成見込み。 

 3. モニタリングや

研究の成果が行政

にフィードバック

される。 

● センターの環境モニタリング結果は、県天然資源環境局

に年2回、定期的にフィードバックされている。 

● センターのこれまでの活動成果は、国、県レベルの行政

機関を含む各機関との会合やセミナー開催、学会発表を

通じて紹介され、認識されている。 

● 廃滓堆積場の定期的な視察が行われ、問題があった場合

には県環境局に行政指導上の助言を行っている。県は、

これを行政指導上の参考にしている。 

 4. 水質汚濁防止の

ための啓蒙・広報活

動が強化される。 

● ウェブサイトを開設し、プロジェクトの技術とモニタリ

ング結果などの技術情報を開示している。 

● 広報、啓発用のCD、パンフレットなどがプロジェクトに

よって関係機関に配布された。C/Pはこれらのマテリアル

を広めるノウハウを習得している。 

● 各種セミナーの開催を通じ、C/Pは啓発活動や環境教育活

動を企画・運営し、そこで専門知識の講演を行う能力を

習得した。 

 
 （2）延長期間における評価 

下表にプロジェクト目標の指標達成状況をまとめた。延長期間では、ラボ改修及び付帯工事

の進捗に伴って資機材が適切に配置され、優先課題１の鉱石試料等の化学分析が実施できるよ

うになる見込みである。 
 

●：指標上のポジティブな成果、△：現時点では未達成だがプロジェクト終了までに達成見込みの課題、  

▲：プロジェクト終了までに達成が困難な課題、○：プロジェクトの活動によらない外部の要因により達成

されたポジティブな成果。 

プロジェクトの要約 指標 延長期間における達成状況 

【プロジェクト目標】 

ポトシにおいて鉱業由来

の水質汚濁のモニタリン

グが強化されるととも

に、汚濁負荷削減のため

の技術開発・研究の実施

基盤が確立され、これら

の成果が行政に反映され

る。 

 

 

1. ピルコマヨ川の

水質汚濁のモニタ

リングや解析が実

施される。 

ピルコマヨ川の水質汚濁のモニタリングや解析に必要な以

下の基盤技術を習得し、プロジェクト目標達成に貢献しつ

つある。 

△ 建物改修の進捗状況に合わせて、主要な機材の据え付け

と試運転は完了し、汚濁負荷削減のための技術開発・研

究のためのインフラが整備されつつある。 

● 技術移転計画に基づき、試薬類・資機材の準備状況によ

り適宜修正しつつ技術移転を図っている。 

● 水環境試料中の金属分析、高濃度及び低濃度イオンの分

析については既にC/Pが独自に実施している。 

● 既に7つの分析手法を活用し、水質汚濁モニタリングに係

る委託分析やCIMAの環境調査のための化学分析並びに

解析、県天然資源環境局の委託分析を実施している。 
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△ ISO17025の認証取得戦略としてSOPの整備を進めてい

る。 

△ ラボのインフラ及び設備の改修は完了の見込みである。

総床面積960ｍ2の実験室が完成予定。  

● 第三国研修を活用することにより、重金属分析、試験廃

液処理分析、土壌廃棄物の分析、生活環境成分の分析技

術などについての移転は完了の見込みである。 

2. 鉱山事業所にお

ける効率的な選鉱

及び鉱山滲出水や

選鉱廃水の処理方

法が研究される。 

● ポトシ県北部のコルケチャカ鉱山の酸性水処理プラント

の基本設計の提案と環境モニタリングを2008年末から実

施中である。 

● ポトシ市南部のクムラナ鉱山の廃水処理に関する協力を

実施している。 

● 鉄バクテリア法の普及には、技術のコスト低減及び投入

先の選定/獲得が課題となっている。 

 3. モニタリングや

研究の成果が行政

にフィードバック

される。 

● センターの環境モニタリング結果は、県天然資源環境局

に年2回、定期的にフィードバックされている。  

● センターの活動成果は、国、県レベルの行政機関を含む

各機関との会合やセミナー開催、学会発表を通じて紹介

され、共有するところとなっている。  

● 廃滓堆積場に加えて、湖沼、温泉、河川のモニタリング

が行われ、問題があった場合には県天然資源環境局に行

政指導上の助言を行っている。県は、このアドバイスを

行政指導上、参考にしている。 

 4. 水質汚濁防止の

ための啓蒙・広報活

動が強化される。 

● ウェブサイトが大幅に改訂され、プロジェクトの技術と

モニタリング結果などの技術情報を開示している。

URL：http://www.jica-cima.org.bo/ 

● 地元テレビ局、新聞等のマスメディアによってプロジェ

クト活動が広く発信されている。  

● 各種セミナーへの参加及び開催を通じて、C/Pは啓発活動

や環境教育活動を企画・運営するとともに、専門知識を

紹介する講演を行った。 

 
指標に対する達成度、現地調査での関係者の聞き取り調査の結果を検証した結果、プロジェ

クト目標は“おおむね達成されている”といえる。 
延長期間において、専門家の技術指導により、化学分析のキャパシティが強化された結果、

化学分析分野・環境調査分野（指標1関連）、廃水処理分野（指標2関連）、環境啓発分野（指標
3、4関連）において成果物が多数報告され、各分野の指標は達成されている。特に、指標2関
連事項については、実際の酸性鉱山廃水の処理方法の現地適合化試験に参加するまでになって

おり、環境モニタリング技術と合わせて化学分析技術に裏づけられた技術を確立しつつある。

これらの技術情報や研究結果は、地元メディアを通じて地域住民が共有するところとなってい

る。 
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４－６ 上位目標の達成見込み 

 県天然資源環境局による新たな環境汚染調査の開始等にみられるように、行政当局のコミット

メントは増進している。閉山法等の法令や条例などの具体的な成果物には結実していないが、環

境行政当局者の環境行政執行に対する意欲やコミットメントは確実に高まっており、水質汚濁防

止行政は強化されつつある（指標1関連）。環境モニタリング強化の間接的な効果による廃滓堆積
場の適切な管理により、河川への直接の廃滓排出がなくなり汚染状況は著しく改善された。この

ように水質汚濁負荷は確実に減少している（指標2関連）。周辺住民はプロジェクトによるセミナ
ー等の広報活動を通じ、水質汚濁防止への関心と認識を高めている（指標3関連）。以上のように
上位目標の一部は、プロジェクトの直接・間接的効果や外部条件により、本体期間終了時評価時

に比べて一層強く発現し始めているといえる。 
 
●：指標上のポジティブな成果、△：現時点では未達成だがプロジェクト終了までに達成見込みの課題、▲：プ

ロジェクト終了までに達成が困難な課題、○：プロジェクトの活動によらない外部の要因により達成されたポジ

ティブな成果。 

プロジェクトの要約 指標 達成状況 

【スーパーゴール】 

ボリビアの他地域に対し、セン

ターで確立された鉱業廃水に

よる水質汚濁を防止するため

の行政及び技術が普及される。 

－ △ 他地域での行政制度へのCIMAの波及効果はまだ

認識されていない。 

△ まだCIMAの技術を他国または他県で導入し活用

している事例は見当たらないようであるが、技術

に対する関心は非常に高まっている。例えば、廃

水分析依頼件数がプロジェクト当初の数十倍に

激増している。 

1. ポトシにおける水質汚

濁防止のための行政が強

化される。 

● 鉱山冶金省（MMH）のアクションにより、尾鉱・

廃滓を貯留するためのラグーナ・パンパ廃滓ダムを

建設。これは環境法（第1333号）にのっとる、水質

汚濁防止に係る行政指導に基づく措置である。 

● CIMAは既にEUの中小鉱業支援プロジェクト

（APEMIN Ⅱ）プロジェクト活動やポトシ上下

水道公社（AAPOS）の依頼を受けて水試料中の

化学分析を行っており、ポトシ県天然資源環境局

（DRNMA）や他の環境行政機関の依頼試験にも

応えられるようになっている。 

● ポトシ県は、県内鉱山による河川流域への環境影

響調査を新たに開始した。 

2. ポトシの鉱山からの水

質汚濁負荷が削減され

る。 

● ピルコマヨ川の上流、中流、下流域で実施したモ

ニタリングで水質改善を確認し、その結果、河畔

住民が河川水を灌漑用水として使用できるよう

になった。 

● 延長期間以降、流域住民からの河川汚濁への苦情

がなくなった。 

【上位目標】 

ポトシのピルコマヨ川流域に

おいて、行政、事業者、地域住

民の各層において鉱業由来の

水質汚濁防止に向けた具体的

行動が推進される。 

3. 地域住民の環境意識が

向上し、鉱害の予防に留

意するようになる。 

● 新聞やTVなどマスコミ、非政府組織（NGO）等に

よるプロジェクト来訪、検討会が開催されるなど、

一般市民の鉱害に対する関心は高まっている。 
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● CIMAが行う公開セミナー等を通じて鉱業汚染に

対する積極的な情報へのアクセスがみられるよ

うになっている。 
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第５章 評価結果 
 
 鉱山環境研究センター（CIMA）プロジェクト開始当初から7年が経過し、この間、CIMAプ
ロジェクトをめぐる政治社会状況が変化した。本体期間が実施されていた2006年1月に現政権
が成立し、国家開発計画（2006～2011年）が発表された。本章では、妥当性、有効性、効率性、
インパクト、自立発展性という5つの観点（評価5項目）から当プロジェクトの実績を分析し、
課題を検討する。本評価は、本体期間におけると同様に、プロジェクト評価時における評価を

行い、終了時まで続く活動により、評価項目によっては大きく変動すると予想される場合には、

プロジェクト事業完了時における評価も追加し、7年間の評価がみえるようにした。  
 
５－１ 妥当性 

 妥当性は、プロジェクト目標及び上位目標が、受益者のニーズと合致しているか、ボリビア

の開発政策と日本の援助政策との整合性があるか、など「援助プロジェクトの正当性」をみる

評価項目である。以下に述べる小項目ごとの妥当性には、本体期間終了時と同様、大きな変化

はないといえる。  
 
 （1）ボリビアの国家開発政策との関連性  

ボリビアでは、1992年に環境法が制定され、生産と環境保全の両立をめざす法体系が整
備されてきている。2006年1月に成立した現エボ・モラレス社会主義運動党（Movimiento Al 
Socialismo：MAS）政権が推進する国家開発計画（2006～2011年）では、4つの柱から成る
ボリビア国民の「尊厳ある生活（vivia bien）」をめざしている。そのひとつである生産力
の向上（Bolivia Productiva）には、天然資源の有効利用があり、その持続的開発を支援す
るうえでも、本プロジェクトがめざす環境管理能力支援は、ボリビアの環境政策に沿った

ものであるといえる。 
我が国のボリビアへのODAの重点分野は、社会開発、生産力向上、及びガバナンス強化

の3分野であり、生産力向上分野において持続可能な鉱業を支援することとしている。日
本は鉱業由来の水質汚濁等を克服した歴史を有しており、技術プロジェクトを通じてその

経験と知見を移転する優位性を有している（技術優位性）とともに、我が国のODA大綱で
謳う環境や水などの「地球的規模の問題への取り組み」課題とも合致しており、日本のODA
政策との一貫性が確保されている。したがって、政策上の妥当性は高いといえる。  

 
 （2）行政機能面のニーズへの適合性  

鉱山冶金省（MMH）が2004年には廃滓堆積場の建設促進を指導する一方、ポトシ県は
2005年から選鉱場に対する環境ライセンス制度を施行するなど、環境行政を強化してきた。
堆積場の運営により、ピルコマヨ川の汚染レベルは大幅に改善され、灌漑用水として使用

できるまでになった。さらに、延長期間に入って、ポトシ県は新たに所掌する県の鉱業由

来の環境汚染モニタリングを開始している。延長期間における技術指導によってCIMAプ
ロジェクトのキャパシティが著しく増進したことにより、鉱業廃水処理法の開発や周辺住

民・関係者への啓発・広報活動がCIMAのホームページ、マスメディアを通して強化され
てきた。これらの環境データは、鉱害防止を所掌する県当局へフィードバックされ、指導
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指針として使用されている。県行政当局は、CIMAプロジェクトによる活動を高く評価し、
プロジェクトからのアドバイスを活用していることは、行政面への妥当性の現れである。 
実施機関はポトシ県とトーマス・フリアス自治大学（UATF）であるが、これらのター

ゲットグループは、環境行政の執行機関及び高等教育研究機関であることから、ボリビア

の主要産業である鉱業の発展と鉱害防止のため、鉱業関連企業の需要に対し、科学的根拠

のある環境質データを提供するにふさわしい機関であるといえる。 
 
 （3）ボリビアの法制度との妥当性  

終了時評価調査時点ではCIMAが国の行政組織として位置づけられるに至っていないが、
プロジェクト実施機関のポトシ県、トーマス・フリアス自治大学、CIMAの協働で国会承
認手続きが開始されている。承認後は、法人格をもった組織として、ボリビアの主要産業

である鉱業に由来する汚濁に対する環境管理に寄与するラボとして機能するよう、位置づ

けられている。  
ボリビアの環境法制度には、水質に関する環境基準、排出基準、飲料水基準が整備され

ており、これらの基準値を科学的精度をもって測定できる技術が求められていた。本プロ

ジェクトによって、これら基準値の遵守状況のモニタリングが可能になったことで環境法

制度の執行を支援できる体制が整いつつある。  
 
 （4）流域の住民、汚染源者へのニーズへの適合性  

当プロジェクトで実施したピルコマヨ川の水質モニタリング結果の比較（2003年～2008
年）によると、2006年以降はピルコマヨ川の水質はボリビアの環境基準のDクラスからB
クラスへ改善し、その結果は2007年8月にチュキサカ県で開催された国家環境会議にプロ
ジェクトから発表がなされた。また、2008年春にはポトシの新聞にもピルコマヨ川の水質
が改善された記事が掲載されている。最近、特に環境試料分析依頼の急増（2006年の58検
体から2008年には752検体に増大した）にみられるように、社会的ニーズとの妥当性も高
い。  
また、ポトシ県内鉱山の酸性廃水処理プラントの基本設計と環境モニタリングを実施す

るなど、CIMAプロジェクトの技術に期待が高まっている。ポトシ地域で操業している選
鉱場は、2002年に12工場、2005年に36工場、2007年には42工場に増大しており、廃水処理、
生産性向上が課題となっている。 
本体期間開始当初は、鉱業由来の水質汚染に特化していたが、延長期間評価時点におい

ては、環境水質への関心もより高くなっている。プロジェクトは、県が実施している環境

水質モニタリングへの協力を行っている。これらのことからプロジェクトは、流域住民、

汚染源者のニーズに合致しているといえる。 
 
 （5）日本の技術の優位性と計画の妥当性  

当プロジェクトはこれまでに存在しなかったCIMAという組織を、制度と設備の両面で
確立し、適正な技術の開発を行い、今後の核となる人材を育成するという枠組みであった。

そのためには、技術移転のための機材、日本の鉱害防止の知見と技術をもつ専門家、日本

または他の同分野での先進地域での研修などの投入と、一定の長さのプロジェクトの実施
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期間が必要になる。この意味で、JICAの技術協力プロジェクトがもつ特徴と合致している。 
以上をまとめると、本体期間終了時より、延長期間の貢献により一層妥当性は高まって

いるといえる。  
 
５－２ 有効性 

 有効性とは、プロジェクト目標が期待どおり達成される見込みがあるか、達成がアウトプッ

ト達成の結果もたらされたものであるか、をみる評価項目である。 
 
 本体期間ではプロジェクト目標の指標達成に必要な固体及び水試料を高い精度で分析する

技術を習得する途上にあったため、自ら詳細な水質汚濁情報を収集することができなかった。 
 延長期間において初めて自ら習得した高い精度をもった高度な化学分析技術並びに化学情

報管理技術により、水質モニタリング計画立案から汚染分析結果の評価に至る環境汚染解析作

業工程に対するキャパシティを獲得しつつある。これらの技術基盤に立って、ピルコマヨ川の

水質汚濁モニタリングとその解析（指標1）、坑廃水・選鉱廃水処理方法の開発とその確認（指
標2）、科学的信頼性のある水質汚濁データの行政へのフィードバック（指標3）、水質汚濁防止
に関する啓蒙・広報（指標4）を達成しつつある。広報・啓発による水質汚濁モニタリング情
報の共有が重要であることはもちろんであるが、鉱業活動が持続可能な産業となるためには、

排出源対策に資する鉱山廃水・選鉱廃水処理方法の開発が重要であることが指摘されているこ

とに対応するため、現場適応型の鉱山廃水・選鉱廃水処理方法が検討されている。さらに、こ

れら技術情報の管理には分析ラボが適正に運営されることが必須であるが、獲得しつつある高

度な化学分析技術並びにラボ運営ノウハウを技術基盤として、化学分析ラボの国際認証

ISO17025取得に向けた戦略検討を開始している。これら運営技術基盤の整備がほぼ達成される
見通しとなったことにより、プロジェクト目標は達成されると評価できる。  
 プロジェクト目標とアウトプットの関係性等について以下に指摘した。  
 
 （1）プロジェクト目標とアウトプット  

当プロジェクトの対象とするPDM2.0上のアウトプットは成果1及び成果3であるが、こ
れらの成果は、本体期間において既に達成しているアウトプットの質向上に貢献している。

すなわち、化学分析技術（アウトプット3）によって科学的に信頼性の高い環境情報（ア
ウトプット4）に基づいて適切な選鉱廃水処理方法及び選鉱生産性技術が生み出され（ア
ウトプット5、7）、啓発・広報が行われる（アウトプット8）と同時に行政に反映する（ア
ウトプット6）。これらのアウトプットが総体としてプロジェクト目標の達成に貢献すると
いう図式となっている。  

 
 （2）実績の検証結果に基づく、プロジェクト目標の達成の見込み 

化学分析分野における技術移転は、度重なるC/Pの離職や一部ローカルコストの未執行
又は遅延に伴う試薬・部品の調達遅延というボリビア側負担事項の不備等があり作業環境

が悪化するなかにおいても着実に技術移転が進められた結果、4-5に記載したとおり、本プ
ロジェクトによって達成されたといえる。  
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 （3）各アウトプットの貢献度  
本終了時評価時点で、CIMAが法人格を備えた新組織IBIMAへ移行するための法素案及

び付属文書が、終了時評価調査期間中に提出され、現在その法案手続きの作業の途上にあ

る（アウトプット1関連）。今後CIMAが新たに法人格をもち、人的資源及び予算の確保に
係る必要制度が確立して初めてプロジェクト目標は達成される。延長期間で達成見込みと

なっているアウトプット3を活用することにより、より適切な選鉱生産性向上技術（アウ
トプット7）を開発し、環境調査技術（アウトプット4）と鉱業廃水処理技術（アウトプッ
ト5）を調査開発して広報・啓発し（アウトプット8）、組織整備に係る法制度面が達成さ
れる（アウトプット1）ことによってプロジェクト目標が達成されることとなる。このよ
うに、プロジェクト目標の達成は、各分野のアウトプットの達成によるものであるといえ

る。  
 
 （4）プロジェクト目標達成の因果関係  

本体期間で個別技術の移転・習得を通じてアウトプット（2～8）は達成されて、個人レ
ベルのキャパシティは強化されたものの、それらを統合してCIMAを法人化するまでには
至らなかった。今後、実施機関・プロジェクト関係者の密接なコミュニケーションによる

意思の確認を行い、今後、一層の協働作業が求められるところである。  
また、各アウトプットを達成するうえで、試薬・資機材調達に係る事務処理が迅速に進

捗しなかった点が大きな阻害要因となった。本体期間では、消耗品の購入経験がなく、延

長期間で初めての購入手続きであったことによる。早急に改善するべき課題である。 
 
５－３ 効率性 

 効率性とは、投入とアウトプットの関係性であり、この項目を調べることによってプロジェ

クト資源の有効利用ができているか、をみる項目である。  
 
 各アウトプットの達成度及び、アウトプットと投入の関係について記す。延長期間において

は、本体期間で経験のない試薬・資機材の購入手続きを実施した。しかしながら、ボリビア側

ローカルコストの投入と執行が遅れたために、精密分析機器類のスペアパーツやラボ試験に必

要な消耗品等がタイムリーに入手できなかったため、化学分析指導業務に支障を来した。さら

にローカルコスト投入の遅れによってラボのインフラ整備が遅れたため、計画した機材配置に

影響が出た（成果2関連）。また、人材配置の面では、カウンターパート職員（C/P）が頻繁に
代わったためにラボの技術移転・運営管理に影響が出たが、これら変化する状況に応じて業務

計画を細部にわたって調整し、さらに携行機材及び現地業務費を投入することにより影響を最

小限にとどめることができた。  
 延長期間で設定された広範な化学分析分野における優先課題に関する技術指導の結果、現在

までに、C/Pが習得した化学分析項目は69項目に達し、環境基準や排出基準の大部分をカバー
することができた。分析検体数では2008年末現在で752、分析項目数で1万1,454にまで飛躍的に
増大した。また、職員用分析機器操作マニュアルは19種類が整備され、内部標準操作手順書
（SOP）もISOに準拠して16冊作成され、かつ、これら資料が適正に管理されている（成果3関
連）。  
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 成果3関連指標の達成により、化学分析技術を基盤技術とする成果4～8への波及効果も発現
している。プロジェクトの環境調査データに基づいてポトシ県コルケチャカ鉱山、オルロ鉱山

の酸性坑廃水処理についてプロジェクトが処理設備の概念設計に参加している（成果5関連）
のは、その事例である。  
 厳しい気象条件、限定された期間での実施という難しい技術移転指導環境のなかで、プロジ

ェクト関係者による指導により、新組織設立のための法案と3つの付属資料（法的根拠、技術
的根拠、財務的根拠）が本終了時評価調査期間中の2009年3月10日にJICAに提出され、JCCにて
合意、署名され、設立手続きを開始した（成果1関連）。 
 以上は、量的関係性であるが、本体期間で作成された報告書等の成果品にみるべきものがな

く、質的にも本体期間の効率は低かったといえる。延長期間では、比較的少規模の投入により、

量、質共におおむね成果項目を達成したため、効率性は高かったと評価される。  
 各指標の達成度については以下のとおりである。  
 
 （1）アウトプット1と3 

アウトプット1は、これまで法的な位置づけのある組織として存在しなかったCIMAを法
人格をもった組織として確立することを意図している。 
指標1.5のCIMAの自立発展計画作成支援については、延長期間開始時期と前後して短期

専門家が派遣されたが、ボリビア側実施機関は合意に達せず、さらに国政選挙による県行

政の停滞が重なって具体的な行動につながらなかった。その後、2008年12月の運営指導調
査時に新組織設立に必要な具体的な作業スケジュールを関係機関の間で合意して以降、ポ

トシ県、トーマス・フリアス自治大学、CIMAとの協働で作業が進められ、新組織設立の
ための法案、及び法案国会提出時に必要となる付帯資料（法的根拠、技術的根拠、財務的

根拠報告書）が本終了時評価調査期間中の2009年3月10日にJICAに提出され、法案発布ま
での必要手続きやスケジュールと併せて合同評価委員会（JCC）にて合意、署名された。 
延長期間におけるアウトプット3の活動により、C/Pは鉱業由来の汚染防止技術にかかわ

る分野のみならず、一般環境分野の試料についてもその分析技術を精力的に習得した。優

先課題6分野にわたる鉱石やその廃棄物、土壌等の固体試料や水試料の分析技術は、第三
国研修スキームを効果的に利用することにより、成果をあげることができた。 
職員用の分析機器操作マニュアルは2008年末時点で19種類が整備されており、当プロジ

ェクト終了後も組織内部で職員の技術継承を行える基盤が整ったといえる。内部標準操作

手順書（SOP）も整備されつつあり、分析ラボの国際認証規格であるISO17025に向けた技
術要件への準備が行われつつある。  
ボリビア側実施機関に対する質問票では、日本人専門家の技術レベルやコミュニケーシ

ョン力を高く評価しており、これらが比較的少ない投入にかかわらず十分な成果の達成に

貢献したといえる。  
 
 （2）アウトプット2、4～8 

アウトプット2、4～8は、本体期間で達成された項目であるが、延長期間実施期間中、
CIMAが習得した化学分析技術を駆使して環境情報の収集や廃水処理法の研究を実施でき
るようになったことにより、プロジェクト全体のキャパシティが質、量共に拡大した。そ
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の成果は、実鉱山廃水処理法のプロジェクトに参加の機会を得たことにより示されている。

また、一般環境保全の面からは、飲料水源調査委託に対応可能になっており、一般環境モ

ニタリングもその活動範囲を拡大しつつある。広報・啓発活動も活発に行われるようにな

り、各分野でマスメディアへの情報開示やセミナー資料を準備する技術を習得している。 
 
 （3）外部条件  

成果レベルの外部条件は、以下の2点が設定されている。  
a）C/Pが継続して配置される。  
b）ローカルコストが年間を通じて遅滞なく確保される。  
既述のように、技術移転途中で技術移転を受けていたC/Pが異動や退職等でプロジェク

トを離れることが比較的多かった。また、人数も延長期間では人員削減傾向にあり、技術

移転業務に差し支えが生じるケースもあった。ボリビア側ローカルコスト投入が遅れたた

め、化学分析機器使用に必要なスペアパーツや薬品類、資機材をタイムリーに調達できな

いケースも発生し、効率性にネガティブな影響を与えた。  
 
５－４ インパクト 

 インパクトは、プロジェクト実施によってもたらされるより長期的、間接的効果や波及効果

をみる評価項目であり、上位目標への達成度を計る。プロジェクト計画時には予期しなかった

ポジティブ及びネガティブの効果も含む。  
 
 具体的な行政制度への発現は未だ得られていないものの、プロジェクトが提供する科学的根

拠に裏づけられた環境モニタリングデータに基づいてポトシ県、鉱山冶金省は、行政指導強化

を打ち出している（指標1関連）。また、大学関係者、流域住民、選鉱業者等へ鉱山環境汚染に
関する正しい知識が普及しつつあり、鉱業由来の水質汚染の未然防止に向けたセミナーや技術

発表会を通じて技術情報が行政・住民の間に共有されつつある。さらに、大学のカリキュラム

改善にも貢献し始めている（指標3関連）。また、当プロジェクトが、ポトシ県内の酸性鉱山廃
水の処理プラントの基本設計に参加し、鉱害防止に直接的な貢献を始めている（指標2関連）。
環境試料の分析依頼件数の増大に現れているように、コミュニティの環境保全意識が一層向上

しつつあると同時に、プロジェクト・ニーズがますます増大している（ラボの経済面への効果）。 
 
 【ポジティブインパクト】  

当初、鉱山廃水だけを対象としていたが、延長期間において分析業務が本格化するに伴

い、ポトシ県天然資源環境局（DRNMA）の依頼で、井戸水や湖沼の環境水、温泉水など
水質モニタリングの需要が広がってきている。また、潜在的な需要としてコミュニティの

飲用水（井戸）の水質検査などの依頼も増える可能性が高い。  
 
 【ネガティブインパクト】  

ラボの資機材の不備が原因で、水質モニタリングの依頼サービスの需要に応えられない

ケースも出てきている。  
鉱業由来の水質汚濁負荷の低減対策技術は、多方面にわたるため、プロジェクト活動の
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直接的効果とはいえない部分もあるが、流域住民から延長期間以降は県に対し、クレーム

を発出することがなくなったことにみられるように、一部インパクトが現れている。この

効果は、CIMAの広報・啓発活動を通じ、県・大学関係者や流域の住民団体などに、鉱山
環境汚染の正しい知識・情報が普及されつつあり、これらが行政への圧力へ変換された間

接的な効果であるといえる。  
 

意図していたインパクト  インパクトの発現状況  プロジェクトとの因果関係  

（上位目標の指標1.）  

ポトシにおける水質汚濁

防止のための行政が強化

される。  

 

(1)ポトシ県の鉱山廃水による汚染状況の

科学的データが、県と中央、両方の行

政関係者に把握されるようになった。

(2)環境モニタリングデータが必要な場合

に容易に入手できるようになった。  

(3)県当局の環境行政指導の執行に対する

意欲が高まっている。  

(1)モニタリングデータや報告

書の提出、セミナー開催を通

じて把握されるようになっ

た。  

(2)環境モニタリングシステム

の確立、行政機関への情報提

供による直接の効果。  

(3)プロジェクトのアウトプッ

ト達成を通じた、県関係者の

認識と知識の向上。  

（上位目標の指標2.）  

ポトシの鉱山からの水質

汚濁負荷が削減される。  

(1)プロジェクト発足当時、選鉱廃滓はす

べてリベラ川に放流されていたが、現

在はLaguna Pampaなどの市内の堆積場

に堆積させ、上澄み水のみを川に放流

するようになっている。  

(2)延長期間以降、流域住民による河川水

汚濁に関するクレームがなくなった。

(1)プロジェクト全体の成果と

して直接・間接的に発現。

(2)プロジェクトの啓発活動（ア

ウトプット8関連）などによ

り、選鉱業者の環境保全への

認識が高まったこと、市民と

行政の監視を通じた圧力が

高まったことによる。  

(3)左記プロジェクトの直接、間

接的な効果と関係者の主体

的な行動による。  

（上位目標の指標3.）  

地域住民の環境意識が向

上し、鉱害の予防に留意

するようになる。  

(1)セミナー、技術相談、マスコミへの高

い関心をもつ市民団体、マスコミ、大

学関係者がプロジェクトを多数訪問す

るなど、地域住民の正しい情報に対す

る認識と意欲が高まっている。  

(1)プロジェクトのアウトプッ

ト8関連の広報活動により、

CIMAの存在と、保有してい

る情報内容について市民に

認識されたこと。  

 
 〔インパクト発現のための他機関との連携〕  
   オクラホマ大学流域生態系改善センターと連携し、下記セミナーを実施した。 

プロジェクト名： 第1回鉱山環境国際コース  
実施期間：  2008年7月28日～8月1日  
実施担当部門：  廃水処理、環境モニタリング、化学分析  
連携機関名：  オクラホマ大学流域生態系改善センター  
プロジェクト・サイト： セロリコ周辺、クムラナ鉱山  
主なコンポーネント： 廃滓ダムの廃水処理法、環境モニタリング、鉱山環境  
  改善技術ほか  
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５－５ 自立発展性 

 自立発展性は、協力が終了した後もプロジェクト実施による便益が持続されるかどうかをみ

る評価項目である。  
 
国家の政策面と新組織ボリビア鉱山環境研究所（IBIMA）の組織レベルのキャパシティに関

する持続性の観点から、評価した。  
 
 （1）政策面  

鉱山冶金省、ポトシ県は鉱業セクターにおける環境分野に対する政策上の支援、特に環

境モニタリングを優先的に強化していく見込みである。ボリビアには、環境法の下に環境

基準、排出基準、飲料水基準が制定されており、これらを運用していくうえでプロジェク

トが中核的な役割を担うことが期待されている。  
 
 （2）組織・制度面  

当プロジェクトでは自立発展性の観点から、CIMAをボリビア側の法制度で位置づけら
れた公的機関とすることをアウトプット1として掲げ、本体期間開始以来、活動が進めら
れてきた。これまでプロジェクト期間中の様々な外的要因により具体化できなかった法案

国会提出に必要となる根拠報告書の内容、法案設立までの所要手続きとスケジュールにつ

いてボリビア側関係機関と日本側の間で合意に達した。このため、延長期間内に法的に位

置づけのある新組織IBIMAが設立される見込みがより確実なものとなった。ボリビア側に
よれば、当法案の場合、国会提出から発布までの所要期間は2ヵ月程度とのことである。
IBIMA設立法案の発布までの国会における所要手続きを次図に示す。また、手続き事項の
詳細は章末に参考資料として示す。  
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注1：図中番号は、本章末参考資料にある詳細手続きに記載される番号と整合  
注2：上図に示す手続きは、国会議員が法案提出する場合（国会議員以外が法案提出する場合はまず上院議  

会に提出される。詳細は本章末参考資料を参照。）  
注3：上図に示す手続きは、地方分権化・地方自治及び国土（区画）整理に係る法案ではない場合  

 
図 ボリビアにおける法令発布までの流れ 

⑥修正・変更 

行政権（中央政府） 

当初議会（上院又は下院） 

担当委員会 

①法案提出 

総 会 

④ 

④過半数で可決 

国会議員 

担当委員会 

総 会 

⑤ 

⑤過半数で可決 

大統領 

⑤発布 

官報に記載（発効） 

⑥再否決 

両院総会 
⑥過半数で可決 

⑦30日間放置 

⑩異議申し立て 
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 （3）財務的自立発展性  
UATFと県から支援を受けることはもちろんであるが、環境政策を所掌する政府レベル

の機関からの支援が財務面での自立発展性にとって重要である。その基盤を確立するため

にも、他の分析ラボとは一線を画した分析サービスを開発することが求められている。既

に技術集約的なコンサルティング能力を発揮しているが、IBIMAの業務形態と所掌範囲を
明確にすることが大切である。このことが、他のラボとの差別化につながり、技術サービ

スによって収入を得る機会である。下記に化学分析ラボ運営に係る経費試算の一例をあげ

る。  
CIMAが技術サービスの提供によって、一定の自己収入を得られるようになることは、

自立発展性を高めるために重要である。本調査期間中に合意された新組織における財務検

討書では、化学分析ラボ運営に係る計画年間収支は下表に示すとおりである。収入は、当

初38万Bsで、年成長率を3％と見込んでいる。一方、経費は、固定費と変動費を合わせて
158万Bsとしている。当初5年間の見積りを以下に示す。  

 
化学分析ラボの計画年間収支  

年  度  
項  目  

2010 2011 2012 2013 2014 

総収入  
（化学分析サービスほか） 

382,008 401,381 421,737 443,126 465,599

総経費  1,580,652 1,605,320 1,630,727 1,656,897 1,683,852

（固定費） 758,400 758,400 758,400 758,400 758,400

（変動費） 822,252 846,920 872,327 898,497 925,452

収 支  △1,198,644 △1,203,939 △1,208,990 △1,213,771 △1,218,253

 
「5-3 効率性」の項で記したとおり、ボリビア側ローカルコストの執行率は2007年度で

56％程度にとどまっている。執行率が低い理由として、ポトシ県庁における複雑な予算執
行手続きや財務担当者の経験不足等があげられており、上記化学分析ラボ見込み収入は、

総経費の約25％にとどまるため、ラボの黒字化は、ポトシ県、トーマス・フリアス自治大
学からの適切な予算執行なくしては実現できない。  
このように今後IBIMAの安定した運営には予算執行率の改善が必須であるため、予算配

分について、中央政府からIBIMAに至る外部組織による執行手続きの過程を極力減らすこ
とが必要である。また、前述の組織開発調査報告書でも整理されているとおり、今後安定

して業務を受注するためには公的機関の弱点である営業活動にも力を入れる必要がある

と同時に、経理担当者の経理能力を確実に増進させる必要がある。 
 
 （4）技術面  

当プロジェクトの対象アウトプットである化学分析分野の技術移転は延長期間終了ま

でに完了できる見込みで、CIMAの技術的な基盤づくりは達成されたといえる。IBIMAに
改組された後は、「業務受注によるサービス」と「調査研究」の両輪により組織運営をし
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ていくことになる。本体期間を含めた前後7年間のプロジェクトでCIMAが習得した環境調
査技術、化学分析技術、廃水処理技術、選鉱効率改善技術を勘案したうえで、ボリビア側

は、サービス部門と研究部門双方の相乗効果により組織を発展させるための具体的な実施

計画を策定する必要がある。営業の観点から、ISO17025の取得準備を始めているが、手続
きをより加速することが求められている。  

 
 （5）人材面  

職員の継続的な雇用が組織の自立発展性の観点から非常に重要であることはいうまで

もない。これまでC/P職員の人事は、ポトシ県庁及び政治的影響を強く受けた不当な解雇
と考えられるケースも少なくなく、結果として職員の出入りが多くなったことが技術移転

の効率及び効果の低下の主因となった。新組織に移行後は、政治的理由等による外部の介

入がないよう職員の人事権をIBIMAのなかで極力完結する必要がある。また、新規職員採
用についても同様に外部要因ではなく個人の能力を重視して実施する必要があり、この対

策として新規職員採用組織開発調査報告書の中では、新規職員の採用は公示により透明性

を確保し公平に実施することとしている。プロジェクト実施者の質問票やヒアリングの回

答によれば、資材調達や施設管理を担う人材が配置されていなかったことが、試薬品の調

達遅延やラボ電気工事の遅延の主な原因と考えられる。このことから、技術者のみならず

運営管理部門を含めて人材確保・配置をする必要がある。  
プロジェクト・マネージャー（CIMA所長）については、これまではトーマス・フリア

ス自治大学の教員が主に配置されていたが、今後は国際機関等の外部組織からの支援に頼

らず自立する必要があるため、民間組織における運営管理の経験者を配置することが望ま

しい。   
 
 ＜参考資料＞新憲法第63条に準拠した法令承認の国会手続き  
  1．（上院又は下院において）国会議員から提出された法案は初期承認の担当委員会（複数

ある場合もある）に送達される。 
  2．国会議員以外から国会に提出された法案は、まず下院議会の担当委員会に送達される。 
  3．地方分権化・地方自治及び国土（区画）整理に係る法案は上院議会に提出される。 
  4．担当委員会での検討を終えた法案は、担当委員会が属する議会の総会に提出される。当

該総会で法案の概要及び詳細が討議される。討議の後、議会での過半数の同意で可決さ

れる。  
  5．議会で可決された後、他方の議会（見直し議会）に送達され、討議される。見直し議会

で可決された後、行政権に送達され、大統領により法令（lay）として発布される。  
  6．見直し議会が法案を修正・変更した場合、当初議会に差し戻され、討議の後、過半数の

同意で可決される。過半数の同意を得られなかった場合、当初議会の要求に応じて両院

が20日以内に両院総会を開き法案の内容について再討議する。両院総会の出席議員の過
半数の同意で可決される。  

  7．見直し議会において30日にわたって審議・討議をせず放置した場合、当該法案は直接、
両院総会に提出される。  

  8．可決された法案は、行政権に送達され、大統領により法令（lay）として発布される。  
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  9．議会にて却下された法案は、次回の国会に提出することができる。  
 10．大統領は、国会で可決され行政権に送達された法令（lay）について、当該行政権が受達

した日から10日間以内に異議申し立てすることができる。行政権（中央政府）の異議申
し立ては、両院総会宛てになされる。大統領の異議申し立ては、国会閉会時においては

国会委員会に送達される。  
 11．国会は異議申し立てが根拠あるものとみなした場合、国会は当該法令を改正し発布のた

めに行政権に戻す。異議申し立ての根拠がないものとみなされた場合、法令は異議申し

立て内容を考慮せずに国会の議長によって発布される。国会における可決は、出席議員

の過半数をもってなされる。  
 12．該当期間内に異議申し立てのなかった法令は、大統領によって発布される。前述の期限

内に行政権が発布していない法律は、国会の議長が発布する。  
 
 注：第164条1節に準拠し、発布された法令は直ちに官報に記載される。  

第164条2節に準拠し、法令は官報で発表された時点から発効する。 
ただし法令に発効時期の記載がある場合は例外である。 
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第６章 結 論 
 
本プロジェクトは5年間実施した前プロジェクト（本体期間）を引き継いで、ボリビアの鉱業活

動の中心地域であるポトシ地域における、鉱山由来の水質汚染に関する環境モニタリングの実施

と汚染対策技術の研究実施基盤の確立を目標として、特に化学分析技術に係る技術移転（成果3）
と法的根拠をもった組織設立（成果1）に焦点を置いた活動を実施した。本評価調査では、効果発
現に貢献した要因、阻害した要因の分析に加え、成果1及び3以外の活動成果も含めて、5項目評価
を行った。 
 
６－１ 効果発現に貢献した要因 
６－１－１ 計画内容に関する事項 
（1）計画内容に関すること 

ポトシ県は、鉱業由来の環境問題を重要視しているとともに、国際的にもボリビアの環

境政策が問われている状況の下、計画内容は、国家が優先課題とし、関心も高いものであ

ることから、時宜を得たものであったといえる。また、プロジェクトがポトシ県で実施さ

れ、関心の高い国際河川であるピルコマヨ川を対象として、鉱山環境研究センター（CIMA）
による科学的裏づけをもったモニタリング技術による鉱業由来の水質汚濁の削減技術の開

発について実施したもので、行政、研究機関、地域住民等のニーズに合致していたといえ

る。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

CIMAが蓄積した水質データは県にフィードバックされ、行政指導に活用することができ
た。同時に、セミナーやマスメディアを通じて広報・啓発活動を行い、ラボの環境モニタ

リング成果を広く一般に周知することに成功している。これらの機会は、県当局者や環境

モニタリングに興味をもつ関係機関に効果的に知らせるうえで非常に効果的であった。プ

ロセスの進捗状況や問題点について水質汚濁情報の共有を図ったことが、各層からの支持

につながったと評価される。 
 
６－２ 問題点及び問題点を惹起した要因 
６－２－１ 計画内容に関する事項 
（1）薬品類・資機材の調達手続き上の制約 

薬品類・資機材の調達に係る業者のキャパシティは必ずしも十分ではない点に加え、県

の調達事務の遅延も重なってこれら消耗品類の調達・搬入に遅延が生じた。このことは、

分析機器の維持管理にも少なからず影響を及ぼした。その影響により、化学分析分野の活

動に遅延が発生した。 
 
６－２－２ 実施プロセスに関する事項 
（1）プロジェクト運営管理 

プロジェクト・ダイレクターやプロジェクト・マネージャーとの運営管理上の重要事項

（運営体制、予算割当て等）の確認、執行について、コミュニケーション不足により、対
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応が遅れた。 
 
（2）ラボ施設、機材等の不具合 

建屋改修（ラボ拡張工事）や施設整備、電気容量の確保、配線や排気ダクト設置等が不

具合又は設置遅延を起こしたため、ラボ活動に影響が出たが、これらの前提条件がクリア

されていればもっと効率的に指導が実施できたといえる。 
延長期間で優先課題とされた分析項目数が本体期間とは比較にならないほど多くなり、

これらを指導するには、排気装置が1台のみでは十分ではないことが当初より想定された。
しかし、3台の排気装置が間もなく同時に稼動できるので、試料前処理ができて目的成分を
分析することができる。ダクトや電気設備等の整備の遅れも試薬類・資機材の遅れととも

に指導が遅れる原因となった。この遅れは、専門家によって作成された年間指導計画を適

切に組み替えて指導する工夫により、最小限度に抑えている。2年間（実質的には化学分析
指導期間は1.5年）は、機材の準備を勘案すると短すぎるといえる。 

 
６－３ 結 論 

5項目評価の結果について、妥当性、有効性は満足のいくレベルのものであり、かつ様々なポジ
ティブなインパクトの発現を確認することができた。他方、効率性については、少ない投入で技

術移転は着実に行われているものの必ずしも十分であったとはいえず、また自立発展性の確保に

ついては、現時点で新組織ボリビア鉱山環境研究所（IBIMA）は設立されていないため、ボリビ
ア側の一層の努力が必要であるが、プロジェクト終了までには設立可能であることが確認された。

全体としては、プロジェクト期間中にプロジェクト目標をおおむね達成できると結論づけること

ができる。 
プロジェクトの実施過程で、ボリビア側の負担事項である、ラボ建屋改修及びインフラ設備の

設置の遅れが効率的な指導又は活動実施の阻害要因ともなっている。施設整備面に加えて、ラボ

の人員配置・確保についても十分でない面があった。これらの要因は、自立発展性の確保に至る

まで影響を及ぼしている。 
ボリビアに対する環境分野の技術協力により、鉱業由来の水質汚濁に対処するための環境モニ

タリングに関する技術的能力、オーナーシップが大きく向上した点は特筆に価する。 
センターの組織確立の見通しが立ち、評価5項目の評価結果からは、計画内容（プロジェクトの

戦略、因果関係）、実施プロセスとも大きな問題はみられず、上位目標達成の見込みも確認できた

ことから、日本側の協力を終了することは差し支えないとの結論に達した。 
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第７章 提言と教訓 
 
プロジェクトから得られた教訓と提言を関係機関ごと、かつ実施期間別に示す。実施期間は、

本体期間が終了する2009年6月までの提言を短期的提言、2009年7月以降を中・長期的提言とした。 
 
７－１ 短期的提言 
プロジェクト終了（2009年6月）までに実施すべきことを以下に述べる。 

    
（1）ポトシ県庁 

1）新組織設立に係る手続きの実施 
本プロジェクト終了までに新組織設立に係る法律が発効されるよう、これまでに合意され

た担当作業を確実に履行しなければならない。 
2）資材調達に係る執行手続きの迅速化 
資材（試薬及び部品）調達の遅延は、化学分析分野の技術移転が大きく遅れる要因となっ

た。残る技術移転項目達成のためには、ポトシ県庁における関連執行手続きの迅速化が必須

である。 
3）カウンターパート職員（C/P）の雇用期限延長 
現C/Pの雇用期限は、本プロジェクトが終了する2009年6月末である。本プロジェクト終了

までに新組織が設立されない場合には、設立まで雇用期限を延長する必要がある。 
4）技術職員の再契約 

2009年1月に技術職員2名の契約が更新されなかった。共に鉱山環境研究センター（CIMA）
の在籍期間は4年半と経験豊富でプロジェクトの核となる人材であった。このため直ちに再
契約するよう強く要求する。 

 
（2）トーマス・フリアス自治大学（UATF） 

1）新組織設立に係る手続きの実施 
本プロジェクト終了までに新組織設立に係る法律が発効されるよう、これまでに合意され

た担当作業を確実に履行しなければならない。 
2）ラボ関連工事の履行 
ラボ拡張及び電気関連（変圧器設置、配線）工事の遅延・不備は、化学分析分野の技術移

転が大きく遅れる原因となった。残る技術移転項目達成のためには、トーマス・フリアス自

治大学における適切な施工監理の下、早期の工事完成が必要である。 
 
７－２ 中・長期的提言 
プロジェクト終了後、継続的に実施すべきことを以下に述べる。 
（1）ポトシ県庁、トーマス・フリアス自治大学、ボリビア鉱山環境研究所（IBIMA） 

1）IBIMA設立及び組織体系の確立 
新組織設立に係る法律が発効した後、組織設立と自立発展性のある組織体系確立に向けた

活動を、ポトシ県庁、トーマス・フリアス自治大学、IBIMAは協働で速やかに実施する必要
がある。 
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（2）IBIMA 
1）資材調達の履行 
新組織IBIMAは速やかに独自の銀行口座をもち、自組織内で執行手続きを実施できる。こ

れら手続きの迅速化に努める必要がある。 
2）自助努力による分析実施 
基礎的技術移転は終了しているものの、試薬調達等のボリビア側負担事項が遅延した場合、

プロジェクト期間中に技術移転が完了しない可能性がある。残る項目の分析はボリビア側の

自助努力により実施しなければならない。 
3）適切な経営管理 

IBIMAは、将来的には外部機関による支援を期待せず財務的に自立する必要がある。財務
体質を強固なものとするためには、外部向け広報や営業活動に力を入れ、常に一定量の業務

を確保する必要がある。また経営管理者には、民間組織等において運営管理に長けた人材を

配置することが望ましい。 
 
７－３ 教 訓 
（1）関係者間のコミュニケーション 

本プロジェクトにおいて、ポトシ県庁とトーマス・フリアス自治大学は様々な活動を協働

で実施してきた。そのなかには両機関の調整不足により遅延するものがあった。今後は定期

的にコミュニケーションをとり、行政機関と教育・研究機関という双方の特長を生かした相

乗効果により事業を進めることが望まれる。 
 
（2）人材面 

職員の継続的な雇用が組織の自立発展性の観点から非常に重要であることはいうまでもな

い。これまでC/Pの人事は、ポトシ県庁及び政治的影響を強く受けた不当な解雇と考えられる
ケースも少なくなく、結果として職員の出入りが多くなったことが技術移転の効率及び効果

の低下の主因となった。新組織に移行後は、政治的理由等による外部の介入がないよう、職

員の人事権をIBIMAのなかで極力完結する必要がある。また、新規職員採用についても同様に
外部要因ではなく個人の能力を重視して実施する必要があり、この対策として新規職員採用

組織開発調査報告書の中では、新規職員の採用は公示により透明性を確保し公平に実施する

こととしている。資材調達や施設管理を担う人材が配置されていなかったことが、試薬品の

調達遅延やラボ電気工事の遅延の主な原因と考えられる。このことから、技術者のみならず

運営管理部門を含めて人材確保・配置をする必要がある。 
プロジェクト・マネージャー（CIMA所長）については、これまではトーマス・フリアス自

治大学の教員が主に配置されていたが、今後は国際機関等の外部組織からの支援に頼らず自

立する必要があるため、民間組織における運営管理の経験者を配置することが望ましい。 
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